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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

1

政
策
担
当

有 有 16
奥田元宋・小
由女美術館
建設事業

1,132,031 Ａ

美術館建設
目的である芸
術文化の拠
点施設とし
て，奥田夫妻
の業績の顕
彰と国内外の
優れた作品を
展示すること
のできる規模
の企画展示
室を有し，機
能的に非常に
すぐれた美術
館といえる。

Ａ

基本設計プロ
ポーザルにお
いて，特定さ
れた設計者に
引き続き実施
設計を委託
し，基本設計
からの方針を
踏襲し精査し
た上での成果
となっている。

Ａ

基本設計プロ
ポーザルにお
いて，特定さ
れた設計者に
引き続き実施
設計を委託
し，基本設計
からの方針を
踏襲し精査し
た上での成果
となっている。
また，有名建
築家による設
計により，美
術館のブラン
ド価値を高
め，優れたデ
ザインと機能
の追及が可
能となる。

Ａ

市民に限らず
対象として
行っている。

Ａ

民間の美術
館はない

Ｂ

三次市の文
化施設を向上
させ，優れた
人材を育て
る。

Ａ

三次市の文
化性を向上さ
せ，優れた人
材を育てる。

Ｂ

以前から，美
術館建設要
望があった。

Ａ

奥田元宋・小
由女さんとの
寄附受納契
約において，
美術館開館
の時期が定
められてお
り，緊急を要
する。

Ｂ

美術館の集
客力等によ
り，地元経済
の活性化が
期待できる。

Ｂ

三次市の文
化性が向上
することによ
り，三次市の
魅力が増す。
交流（入込）
人口は増加
する。

事
業
拡
大

増
額

平成16年度からは、建築工事に着手し、速やかな完成をめざ
していく。美術館周辺の整備や、みよし運動公園、広島三次ワ
イナリー等との連携をはかり、デザインの統一性をたかめてい
く。また、平成18年の美術館開館へ向けて、財団の設立，運
営，美術館の広報，市民ボランティアの育成，開館記念展の
準備など、より綿密な計画と体制を整えなければならない。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

１８年４月の開館に
向けて積極的に推
進する。開館後の事
業計画・経営計画に
ついて詳細を検討
し，現実的なものと
する必要がある。ま
た，開館前年の取り
組みとして記念事業
やボランティアの育
成等，美術館完成の
機運を全市的に高
める。

2

政
策
担
当

無 無 15
ビデオライブ
ラリー製作及
び活用

4,200 Ａ

「奥田元宋・
小由女美術
館」の建設
は，三次市域
の文化芸術
の振興に寄与
することを目
的として推進
される大規模
な事業であ
り，美術館の
計画概要や
三次市の誇る
芸術家の業
績を知ってい
ただく手段を
つくることで，
一層の理解と
協力を得るこ
とができる。

Ａ

製作が完了
し，今後はそ
れらを活用し
て広報・周知
活動を展開し
ていく。その
積み重ねに
よって，さらな
る美術館事業
についての理
解が深まって
いくものと思
われる。

Ａ

他の手段はな
い

Ａ

三次市民，ひ
いては芸術を
愛好する全て
の方々が対
象である。

Ａ

製作に際して
は，民間の業
者が有する映
像データなど
を有効に活用
し，協議を重
ねながら作業
を進めたが，
その活用に関
しては民間が
関与する余地
はない。

Ｂ

三次市の芸
術文化の振
興のため，市
が積極的に事
業推進してい
かなければな
らない。

Ａ

広島県北地
域の文化振
興のため，市
が拠点施設を
設けること
は，将来の市
の発展及び
文化の向上に
よって重要な
ファクターとな
る。

Ｃ

本事業を通じ
て，ニーズを
掘り起こす。

Ｂ

美術館の開
館に先立っ
て，早い段階
から広報・周
知を徹底する
ことで，本事
業に対する理
解を深めてい
くことが可能
である。

Ｃ

販売等は行
わない。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

増
額

平成15年度において，ビデオ製作については完了している
が，今後はそのビデオを積極的に活用して，いかに広く市民一
人ひとりに美術館建設事業の内容や奥田元宋・小由女両先生
の芸術を知っていただきながら理解や協力を得ていくか，その
取り組みをしていかなければならない。また，美術館開館後
は，館内ライブラリーでも上映していく計画である。従って，平
成16年度については予算計上されていないが，平成17年度以
降，広報活動の一環としてコピーの作製経費の予算要求を行
いたい。 事

業
完
了

終
了

（
皆
減

）

活用計画をたてて啓
発・広報に取り組
む。

3

政
策
担
当

無 有 16

美術館財団
法人設立運
営事業（基本
財産造成・教
育普及事業
補助金）

1,070 Ａ

財団法人の
設立は，文化
振興を目的と
するものであ
り，美術館の
目的とも合致
する。

Ａ

財団法人によ
る事業実施に
より，行政より
は制約を受け
にくく，積極的
な営業活動
（旅行代理
店，特別展協
賛企業等）が
可能となる。
また，人材育
成，長期的計
画の立案の
面からも，成
果の向上余
地が大きい。

Ａ

市の直営と比
較し，柔軟な
運営を図るこ
とができ，結
果として市の
持ち出しが少
なくてすむ。

Ａ

美術館事業
は，対象が市
民だけとは限
らない。

Ａ

美術館運営
団体は他に無
い。

Ｃ

"美術館建設
事業は市民
からの要望も
あり推進して
いる事業であ
り，その運営
においても，
市民ニーズを
把握した，企
画，事業実施
が必要であ
る。
　以上の理由
から，財団法
人による管理
運営が，より
好ましいと考
えられる。"

Ｂ

以前から要望
のある美術館
の運営団体と
して必要。

Ｂ

美術館の建
設要望はあ
る。その運営
母体として，
財団は必要で
ある。

Ａ

開館をスムー
ズに迎えるこ
とができ，継
続的に美術館
の企画，営業
活動等を実施
するには，早
急に財団法人
を設立するこ
とが必要。

Ｂ

入場料収入，
グッズ販売収
入等による，
若干の税収
等の増が見
込まれる。ま
た，人口増
加，観光客の
増加による効
果も期待でき
る。

Ｂ

美術館を中心
とした文化の
薫るまちづくり
を推進するこ
とで，若者に
とって魅力あ
る都市づくり
が推進でき
る。 事

業
拡
大

増
額

　平成15年9月，財団法人設立準備委員会発足，　平成15年12月，
「三次市奥田元宋・小由女美術館財団法人設立基金条例」制定し，
財団法人の基本財産とする寄附金の募集活動に取り組む。
　平成15年度の準備委員会の活動としては，7回のブロック会議開
催。17社の企業訪問実施。財団法人設立に向けた基本財産の造成
の取り組みを通じて，美術館の周知にも努めるが，目標額の達成に
は至らなかった。
　当初，平成16年7月の法人設立を予定していたが，指定管理者制
度や収支計画等の検討に時間を要し，当初予定を変更し，平成16年
度中の法人設立を目指す。あわせて，基本財産額の目標達成に向
け，取り組みを進める。
　来年度は財団の陣容を整え，美術館営業活動及び学校との連携の
方策を検討する。（美術館HPの立ち上げ，学校教諭との協議，講演
会等イベントの開催等）児童・生徒の芸術作品の鑑賞機会を確保し，
より効果的なものとするため，来館にあわせたワークショップ等のイ
ベント実施が必要。また，学校・地域への学芸員派遣についても，検
討していく。そのため，教育普及事業補助金の増額も視野に入れる
必要がある。美術館開館準備作業として，展示計画の策定，美術館
ボランティア，茶室運営ボランティアの募集研修事業，美術館施設の
利用受付の開始，開館以降の年間スケジュールの調整を実施する。
また，地域の文化振興拠点としての役割を担うため，市内の文化施
設との連携を図りつつ，事業推進に努める。

4

企
画
調
整
担
当

有 有 15
三次看護専
門学校移転
支援事業

33,702 Ａ

県立三次看
護専門学校
の移転新築に
当たり，広島
県に対してそ
の事業費の
一部を地元協
力金として寄
附すること
は，事業の目
的に合致して
いる。

Ｂ

県立三次看
護専門学校
の移転新築
が，今後の地
域医療の充
実強化に果た
す役割は大き
い。

Ａ

県立三次看
護専門学校
の移転新築に
伴う総事業費
（元利ベース）
の一般財源
相当額につい
て，定員増
（増９０人／総
定員２２０人）
に係る部分の
１／２を地元
協力金として
おり，その額
は妥当であり
効率的であ
る。

Ｂ

県立三次看
護専門学校
が移転拡充し
たことにより，
地域医療の
充実強化が
図られ，ひい
ては受診者も
恩恵を蒙るこ
とになる。

Ａ

県立三次看
護専門学校
の移転新築を
支援すること
は，民間では
サービスを
行っていな
い。

Ｂ

県立三次看
護専門学校
の移転新築を
支援すること
は，地域医療
の充実強化に
つながること
であり，市が
行うべきサー
ビスである。

Ａ

双三中央病
院が東酒屋に
移転すること
に伴い，県立
三次看護専
門学校が同
地区に定員増
をしたうえで
移転できるよ
う支援するこ
とは，社会的
にも必要性が
極めて高い。

Ｂ

双三中央病
院が東酒屋に
移転すること
に伴い，県立
三次看護専
門学校が同
地区に定員増
をしたうえで
移転できるよ
う支援するこ
とは，医療
サービスを受
ける市民も求
めているもの
である。

Ａ

平成６年９月
に公立三次中
央病院がオー
プンし，その
後平成８年４
月に県立三次
看護専門学
校が新築移
転をしたこと
は，比較的早
い時期に移転
が完了してい
る。

Ｃ

直接税収等
の伸びに影響
を与える事業
ではない。

Ｃ

直接人口の
増加に影響す
る事業ではな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

広島県立三次看護専門学校移転整備に関する覚書に基づ
き，平成７年度～平成１７年度の間で施設整備協力金を負担
する。
なお，平成１７年度で事業は終了 現

状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

卒業生の三次市内
への就職率を高める
よう施策を講じる。

市の役割 必要性

【基本財産造成】
・総合評価
　事業完了
・翌年度予算要求
　終了
・今後の方向性
　財団法人において積極的な
募金活動に取り組まれたい。

【教育普及事業】
・総合評価
　事業完了
・翌年度予算要求
　終了
・今後の方向性
　教育普及計画に基づき実施
する。

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

1



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

5

企
画
調
整
担
当

無 無 15

三次市・双三
郡・甲奴町合
併協議会運
営事業（協議
会経費市負
担金）

34,756 A

　合併協事務
局は市町村
負担金により
運営されてい
るものであり
目的に合致し
ている。

A

　今後の自治
体運営の基
礎を決定する
ものである。

A

　他に手段は
はなく，費用
も妥当であ
る。

A

　協議会委員
は５０名で，対
象は全ての市
民である。

A

　市町村が設
置する法定協
議会のみにお
いて協議が可
能

A

　市町村が設
置する法定協
議会のみにお
いて協議が可
能

A

　社会情勢的
にその必要性
は極めて高い

B

　行政主導の
施策ではある
が，サービス
を受ける側で
ある住民の関
心も極めて高
い

A

　合併特例法
の期限の問
題もあり，住
民サービスの
向上のために
も早急な実施
が必要であ
る。

A

　合併特例債
の借り入れが
可能となる（２
６１億円）

B

　合併により，
旧市町村の
伝統・文化を
生かしなが
ら，魅力ある
市を作り上げ
ることにより
定住化が図ら
れる。 事

業
完
了

終
了

平成１６年４月１日に市町村合併をし，本協議会の目的を達成
した。しかしながら，生活路線の確保や施設料金の統一等積
み残しの課題が残っており，それら課題の解決を１６年度で取
り組む。また，究極の目的は市町村合併をすることではなく，
合併は将来のまちづくりを進めるための一つの手段であること
を認識し，これからの地域社会の創造に向けてスタートをき
る。

事
業
完
了

終
了

6

企
画
調
整
担
当

無 無 15
三次市史編
さん事業

24,787 A

三次市市制
施行５０周
年，そして平
成１６年４月１
日の市町村
合併を控え，
旧三次市の
歴史文化を継
承することを
目的として三
次市史を編さ
んした。市史
の発刊によ
り，旧三次市
の歴史文化
等を継承する
ための資料を
残した。

B

市史編さん事
業を完了し，
今後，市史の
「普及促進」
及び「活用推
進」をさらに図
ることが，市
史編さん事業
の目的のより
一層の遂行に
つながる。

A

他の手段はな
い

A

市史の編さ
ん・販売は，
市民に限らず
対象として
行っている。

A

三次市史編さ
ん事業は，民
間事業者の
参入はない。
なお，印刷製
本業務や編
集業務は，委
託あるいは嘱
託員対応とし
た。

B

市の直接実
施は義務付け
られてはいな
いが，市史の
編さんは，多
額の事業費を
要することか
ら，三次市以
外の事業主
体は想定でき
ない。

A

旧三次市の
歴史を後世に
伝えることの
意義・社会的
ニーズはきわ
めて高い。

B

旧三次市の
歴史を後世に
伝えるために
刊行する三次
市史に対する
市民ニーズは
高い。

Ｂ

市史の発刊
は，市町村合
併及び三次
市の市制５０
周年記念にあ
わせて刊行す
ることが望ま
しい。
また，市史の
販売は，発刊
直後に強力に
推進すること
が効果的であ
る。"

B

市史の売り上
げは一時的な
歳入増につな
がる

C

人口の増加に
は影響しない

事
業
完
了

増
額

１２年度から開始した三次市史編さん事業は，１３年度の計画
見直しにより３年あまりで全４巻を刊行し，１５年度をもって完
了した。
　今後，市史の発刊をもって事業完了と捉えるのではなく，市
史の「普及促進」及び生涯学習講座等での「市史の活用」を推
進する必要があることから，市史普及・活用計画を立て，「普
及と活用」を計画的に取り組む必要がある。
　このため，１６年度の市史普及促進に関する予算措置は無
かったが，市史の販売手数料（市内書店）及び購入案内送料
の予算化を検討する必要がある。
　市史の普及拡大をめざし，関連団体等への購入案内を中心
に行うほか，各種イベントでの出張販売，インターネットや有線
放送等を活用し，広く市民に市史の周知を行う。
　さらに，市史を活用した講座の開催を，関係室と連携して実
施する等，市史の内容理解につながる取組みも必要である。
　限られた時間の中で，効果的に市史普及・活用業務に携わ
るよう努める。なお，一部の誤字等については，正誤表を作成
し対応する。

事
業
完
了

終
了

あらゆる機会を通じ
て販売を促進する。

7
総
務
室

有 有 15

格納庫（コ
ミュニティ消
防センター）
整備事業

7,289 Ａ

火災の際，地
域住民に安心
感をもたら
す。

Ｂ

活動拠点の
整備は，消防
団員の活動
の励みとな
る。

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

特定地域の
市民を対象と
している。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

市が行うべき
である

Ｂ

特定地域の
住民には,必
要性は高い。

Ｂ

特定地域の
住民には，市
民ニーズは高
い。

Ｂ

早急に実施す
ることで，地
元での効果は
高くなる。

Ｃ

整備しても税
収等に影響し
ない

Ｃ

人口増加には
影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

老朽化や設備の不良等，整備の必要な消防格納庫において，
緊急度や必要性を考慮し，順次整備を行っていくこととする。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

整備必要箇所につ
いて，緊急性・必要
性等を考慮し，整備
計画をたてる。

8
総
務
室

有 有 15
防火水槽整
備事業（40
㌧有蓋）

3,922 Ａ

地域の火災に
よる不安を取
り除くことがで
きる

Ａ

充足率の向
上の余地は
大きい
現在の充足
率59,6パーセ
ント

Ａ

他の手段はな
い

Ａ

年次計画的に
整備し，すべ
ての住民の消
防水利を確保
する

Ａ

防火水槽の
整備は，民間
事業者の参
入はほとんど
ない。

Ｂ

市が行うべき
である。

Ｂ

特定地域の
住民には,必
要性は高い。

Ｂ

特定地域の
住民には，市
民ニーズは高
い。

Ａ

消防水利がな
いところであり
早急に実施す
る必要があ
る。

Ｃ

整備しても税
収等に影響し
ない

Ｃ

人口増加には
影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

水利の確保が困難な地域において，緊急度や必要性を考慮
し，順次整備を行っていくこととする。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

整備必要箇所につ
いて，緊急性・必要
性等を考慮し，整備
計画をたてる。整備
計画の策定にあたっ
ては，要整備箇所の
残事業調査を行う。

【参考】
H16予算
：32,000千円
（８基分）
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

9
総
務
室

有 無 15
防災センター
整備事業

4,988 Ａ

目的に合致し
た施設の実施
設計を行うこ
とができた。

Ａ

効果的な施設
の実施設計を
行うことがで
きた。

Ｃ

専門知識と技
術を有した設
計業者に委託
したため，成
果は確実であ
るが費用はか
かる。

Ａ

災害に対する
拠点施設の
実施設計であ
り，事業の対
象はすべての
市民である。

Ｃ

専門知識と技
術を有した設
計業者がお
り，委託した。

Ｃ

専門知識と技
術を有した設
計業者がお
り，委託した。

Ａ

確実な実施設
計を行うこと
は，社会的必
要性が極めて
高いものであ
る。

Ａ

確実な実施設
計を行うこと
は，市民が強
く求めている
サービスであ
る。

Ａ

災害の発生
は人智を超え
ており，早急
な実施が求め
られている。

Ｃ

安心で住みよ
いまちづくりに
つながること
にはなるが，
実施すること
で税収に影響
するほどとは
言い難い。

Ｃ

安心で住みよ
いまちづくりに
つながること
にはなるが，
実施すること
で人口増が図
られるほどと
は言い難い。

事
業
拡
大

増
額

平成１５年度作成の実施設計に基づき，平成１６年度は防災セ
ンターの建築工事を行う。
完成後は，市民の防災意識の向上を図る啓発・研修の場とし
て，また災害時の拠点施設として，加えてＣＡＴＶの活用による
防災情報の伝達を行っていくこととする。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

国土交通省と連携
し，災害時・平時の
施設利用計画を明
確にする。

10
情
報
室

無 無 15
地域イントラ
ネット基盤整
備事業

1,306,725 A

当初の目的ど
おりに，ネット
ワーク構築を
行った。

A

この事業によ
り，ネットワー
ク基盤の整備
は一定水準に
達したと考え
ているが，住
民サービスの
展開に不可欠
なソフトウェア
（=システム）
部分の整備
は始まったば
かりであり，
現状では不十
分である。今
後，意欲的な
整備が必要で
ある。

A

他の電気通
信事業者が
整備した高速
アクセス回線
では，合併し
た三次市内を
網羅し得る
サービスがな
いだけでなく，
回線速度の
向上を簡易・
短期に行うこ
とができず，
独自で回線を
敷設しネット
ワークを運営
することは大
きなメリットが
ある。

A

利用対象者
はすべての市
民であり，
ホームページ
等は市民以
外のアクセス
も可能であ
る。

B

他の電気通
信事業者が
整備した高速
アクセス回線
では，合併し
た三次市内を
網羅し得る
サービスがな
いだけでなく，
回線速度の
向上を簡易・
短期に行うこ
とができず，
独自で回線を
敷設しネット
ワークを運営
することは大
きなメリットが
ある。

B

市の業務とし
て法律として
の定めはない
が，国の「ｅ－
ＪＡＰＡＮ戦
略」において
も電子自治体
の構築は重
点政策と位置
づけられてお
り，積極的に
整備を進める
べきものであ
る。

A

行政圏域が
広域にわたっ
ていることか
ら，行政サー
ビス提供のた
めの手段の1
つとして，また
市民と行政の
情報共有の
基礎インフラ
として，必要
性が極めて高
い。

A

中山間地域
や過疎地域を
抱える三次市
においては，
高速通信回
線に対する
ニーズが高
く，各種事業
において有用
な活用が期待
できる。

A

三次市では平
成１６年４月１
日に市町村合
併を控えてい
たため，行政
範囲が大幅に
拡大すると予
測された。そ
のため市役所
から発信する
情報が速や
かに伝達でき
ない可能性が
大きな問題と
なる恐れが
あったため，
早急に実施す
ることが求め
られた。

C

本事業で構築
した広域情報
ネットワーク
は税収との直
接的な関連性
はなく，情報
化社会におい
ての基礎イン
フラとなる。

C

本事業で構築
した広域情報
ネットワーク
は人口増加と
の直接的な関
連性はなく，
情報化社会に
おいての基礎
インフラとな
る。

事
業
完
了

増
額

平成１４年度から調査を開始し，平成１５年度に施工を行った
「三次市広域情報ネットワーク整備事業」は当初のインフラ整
備としての事業は終了した。
　今回の整備は国が進めている，「電子自治体及びｅ－ＪＡＰＡ
Ｎ構想」に基づく基本インフラ構築が目標となっており，三次市
内での通信用施設や伝送路を構築する内容が主となった。そ
のため，この地域公共ネットワーク上で活用されるサービスは
インターネットの閲覧や電子メールサービスなどの基本的な利
用しかできない状況である。
　それらを踏まえこの高速で安定した地域公共ネットワークを
有効利用した電子サービスを早急に構築することが課題と
なっているだけでなく，住民が手軽に利用できるようなサービ
スの拡充も必要となる。平成１６年度は基本サービスの拡充に
向け事業調整を行い，平成１７年度から行う予定である。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

１６年度に策定する
「新市情報化計画
（グランドデザイン）
（仮称）」に基づき，
整備した情報基盤の
効果的な活用を図
る。

11
情
報
室

有 有 16
庁内ＬＡＮ整
備事業

87,869 A

事務の効率
化・高度化の
実現のため，
必要不可欠な
インフラであ
る。

B

当初予定どお
り導入した
が，情報共有
を促進し，事
務の効率化を
実現していく
には，様々な
ニーズに合わ
せて，グルー
プウェア等を
改良していく
必要がある。

A

汎用技術によ
り，ネットワー
クシステムの
整備を行って
おり，他の手
段はない。

A

直接的に市民
を対象として
いないが，庁
内ＬＡＮの導
入は情報共
有など事務の
効率化を目指
しており，事
務処理の迅
速化・効率化
を実現するこ
とにより，間
接的には市民
に対するサー
ビスの向上に
つながる。

A

高度情報通
信ネットワー
ク社会形成基
本法第20条な
どに基づき，
市が直接実
施するもので
ある。

A

住民サービス
の基盤となる
行政の基本イ
ンフラに当た
るものが行政
ＬＡＮであり，
市が直接実
施すべきもの
である。

A

ＩＴに関連した
法律の施行
やe-Japan計
画など電子自
治体化（自治
体の情報基
盤整備）は国
の方針であ
り，社会的に
極めて必要性
が高い。

B

直接的に市民
に関連しない
が，庁内ＬＡＮ
の導入は情
報共有など事
務の効率化を
目指してお
り，迅速に事
務事業が行え
ることにより
市民に対する
サービスの向
上につなが
る。

A

平成１６年４
月合併によ
り，大規模で
広域にわたる
組織となった
ため，事務効
率の低下を防
ぐ意味からも
早急に実施す
る必要があっ
た。

B

直接的な歳入
はないが，事
務の効率化
やペーパーレ
ス化などによ
り歳出を抑え
ることができ
る。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
拡
大

増
額

　当初予定どおりサーバ等ネットワーク機器，パソコン及びグ
ループウェア等ソフトウェアについては導入したが，当初予定
の段階では想定できなかった事務室のレイアウトや組織がいく
らかあるため，その点に対応したネットワーク構築，機器配置
が一部必要となっている。また，グループウェアについては，
導入当時から，継続的に改善・改良を加えているが，現時点で
はユーザーのニーズを十分に踏まえた使いやすいものとは言
い難い状況に留まっており，今後，より使いやすいポータルサ
イトの構築を目指した作業が必要となってくる。 事

業
完
了

終
了

（
皆
減

）

１６年度に策定する
「新市情報化計画
（グランドデザイン）
（仮称）」に基づき，
整備した情報基盤の
効果的な活用を図
る。

12
情
報
室

無 無 16

高度情報化
推進事業（財
務会計，人
事給与シス
テム導入）

7,797 Ａ

事務全般にわ
たる見直しを
行い，事務処
理の簡素化・
効率化を実現
するため，新
システムの導
入が必要であ
る。

B

システムの利
用が進む中，
改善要望が
各課からあ
がってきてい
る。費用対効
果について，
十分検討を
行ったうえで，
対応する必要
がある。

Ａ

他の手段はな
い。

財務会計及
び人事給与
管理は行政
内部の事務
のため市民を
対象としたも
のではない
が，全庁的な
行政事務の
効率化は全て
の住民サービ
スの向上に間
接的に繋がる
ものである。

財務会計及
び人事給与
管理は行政
内部の事務
のため，民間
事業者の参
入はない。

Ｂ

財務会計及
び人事給与
管理は行政
内部の事務で
ある。

Ａ

行政運営上，
必要不可欠な
業務である。

財務会計及
び人事給与
管理は行政
内部の事務
のため，市民
ニーズとは直
接関連はしな
いが，財務処
理などは住民
サービスを行
ううえで不可
欠なものであ
るため間接的
にコスト削減
等，市民ニー
ズに繋がるも
のである。

Ａ

平成１６年４
月１日の市町
村合併を控
え，早急な構
築が必要で
あった。

B

税収には直接
影響しない
が，事務の効
率化をはかる
ことでコスト削
減効果につな
がる。

C

人口の増加に
は影響しない

事
業
完
了

現
状
維
持

　新財務会計及び人事給与管理システムは，平成１４年度に
構築を行い，平成１５年度から本格運用している。また，平成
16年度からは合併により，さらにシステムの使用範囲が広が
り，内部事務処理の効率化には大いに役立っている。
　一方，新しいシステムの利用が進む中で，事務処理の効率
を高めるための新たな機能改善・追加等の要望があがってき
ており，この点は費用対効果を十分に意識しながら，手法等を
検討し，対応を図っていく必要がある。
　また，庁内ＬＡＮの基盤上で，今後，多くの業務システムが稼
動していくことが想定される中で，システム間のスムーズな連
携が重要になってくることから，今後は財務・給与システムに
ついても他のシステムとの連携が円滑に図れるよう対応してい
く必要がある。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

１６年度に策定する
「新市情報化計画
（グランドデザイン）
（仮称）」に基づき，
整備した情報基盤の
効果的な活用を図
る。

3



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

13
情
報
室

有 有 15
ＣＡＴＶ施設
整備事業

708,975 Ａ

合併後を考慮
した幹線の設
定と全戸対象
とした支線の
敷設計画とし
ている

Ａ

整備目標の
施設機能は、
今後の機能
拡張に対応で
きる。

Ｃ

先端技術を使
用するので費
用は一見高く
つくが、後年
の機能
拡張等を考慮
すると他の手
段には変えら
れない。
他の手段では
高速性を確保
できない。"

A

全世帯が加
入できるよう
に設計を考慮
している。

Ｂ

全市域を対象
とするような、
高速情報網
のサービスを
民間事業者
は提供できな
い。

Ｂ

コストがかか
るので民間で
は施設の整
備ができな
い。
過疎地域を含
む中山間地
区では、情報
インフラは行
政が
行うしか早急
な整備手法は
ない。
整備後の管
理・運営は民
間委託になじ
む。"

A

国・県・市の
基本政策に
沿った事業
で、現在の
ニーズに合致
する。

B

難視聴地区
及び共聴組
合等から強い
要望がある。
民間の通信
事業者が整
備しない市街
地以外の大
部分
の地域から要
望がある。"

A

地上波デジタ
ル放送開始ま
でに対応しな
ければならな
い。
高速通信網
の整備がもと
められてい
る。"

B

企業のＩＴ化・
販売戦略の
迅速化に寄与
できる。
生産者に消費
動向の把握
が容易にな
る。"

Ｂ

高速通信網
の整備で、市
内のどこでも
ブロードバン
ドが使用で
き、若年層の
定着につなが
る。

事
業
拡
大

増
額

平成１８年４月の開局予定に向けて，施設整備を確実に実施
する。
開局時の加入者確保にむけ，三次ケーブルビジョン等と最大
限の努力をする。
宅内機器の調達方法について，検討を要する。
各支線敷設後の伝送路の維持・保守について，検討を要す
る。

事
業
拡
大

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

確定総事業費を堅
持し，開局目標年次
を確実に達成するべ
く事業を推進する。
また，加入促進に強
力に取り組む。

14

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

無 無 15
観光情報等
発信事業

5,000 Ａ Ｂ

既存の観光
情報だけでな
く，地域にま
だまだある資
源・人材の発
掘・活用し情
報発信を行う
ことにより，よ
り地域に活力
を生むことが
できる。

Ｂ

番組の時間
帯や構成を見
直したり，テレ
ビではないメ
ディアの活用
によりより効
果が上がる可
能性も考えら
れるので，調
査・研究を進
めるべきであ
る。

Ａ Ｃ

テレビ・ラジ
オ・雑誌など
各メディア媒
体により，大
きな観光施
設・イベントな
どは十分PRさ
れており，集
客効果もある
と思われる。
ただし，小規
模な施設や地
域のお祭り等
に対してどの
程度の情報
発信を行うか
を定める必要
はある。

Ｃ

民間の観光
施設等を公平
に情報発信し
ていくことに，
市としての限
界があると思
われるため。

Ｂ Ｂ

合併により，
地域エリアが
拡大していく
中で，観光情
報･地域情報
の情報の発
信・受け入れ
は，地域交流
を進めていく
上でも必要で
ある。

Ｂ

季節・各地域
のイベント開
催に応じたタ
イムリーな情
報提供が事
業実施の主
旨である。

Ｂ

観光客の増・
地域間交流に
よる消費・購
買等の経済
活動によって
増が見込まれ
る。

Ｃ

魅力ある地域
づくりを進め
ていくことが
人口（定住）
の増につなが
るものであ
る，本事業
（情報発信）
自体は，広く
県民の関心に
はつながるが
直接人口増に
つながってい
くものではな
いと思われ
る。

現
状
維
持

増
額

　16年度以降は，新三次市のスタートにより，地域連携をとっ
たイベントの開催による情報提供等，従来より柔軟な番組企
画が可能となる。今後はさらに魅力ある地域の情報収集に力
を入れ，新たな地域資源・人材の発掘・創出を行い，また視聴
者のニーズに合った情報提供を行っていくべきと考える。ま
た，テレビ番組内だけにとどまらず，広報・ＨＰでの関連付けた
情報発信により相乗効果を狙うことも計画に入れていくことも
必要。
　【※　16年度からは，市の広報業務の一環として，市長公室
（秘書広報担当）において業務を実施】

事
業
縮
小

（
効
果
要
検
証

）

減
額

（
皆
減

）

検証後再開を検討

視聴率向上のため
の受託者への指導
（魅力ある映像・編
集等）が必要

15

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

有 有 16
過疎交通対
策事業

67,307 Ａ Ａ Ｂ

バス運行に係
る規制緩和
で，バス運行
事業者に限ら
ない運行業務
の実施可能
や、利用者の
必要におうじ
て運行するデ
マンド型バス
等もあり、今
後、幅広く研
究・検討して
いく必要があ
る。

Ｃ

バス乗降者に
対するサービ
スの向上を目
的とした事業
であるが，利
便性の向上に
むけた交通体
系を構築して
いく中で，市
民の利用が
増加し市民全
体へのサービ
スの公平性が
図られていく
ものと考え
る。

Ｂ

事業者におい
ても利用者増
にむけた営業
努力はなされ
ているが，乗
り継ぎダイヤ
の見直し，市
内外の統合
路線図・時刻
表の作成，バ
ス停の確保
等，行政にお
いても利用者
へのサービス
向上に対する
取り組みが必
要である。

Ｂ

事業者，行政
分担に応じた
サービスを今
後も充実させ
ていくべきで
ある。

Ｂ

バス等の生活
交通手段が
充実し，利用
者が増えてい
くことは地域
間の人の交
流にもつなが
り地域活性化
の要因の一
つと考える。
また，自家用
車利用の減
少になれば，
環境改善にも
つながってい
く。"

Ａ

新市におけ
る，生活交通
体系の確立
は，合併協議
のなかにおい
ても重要な事
項であり，市
民の関心は
高い。

Ａ

新市におけ
る，生活交通
体系の確立
は，合併協議
のなかにおい
ても重要な事
項であり，市
民の関心は
高い。

Ｂ

バス利用の増
によって，人
の交流等によ
る経済効果が
期待される。

Ｃ

生活交通の
整備は，定住
環境の基盤
の一つである
が，人口増に
つながる即効
性があるもの
とはいえな
い。 手

段
変
更

現
状
維
持

①　新市の路線体系については，「三次市生活交通体系実施
計画」を策定し，路線バスと地域内福祉バスの役割分担を明
確にした運行体系を確立して方策を検討していく必要がある。
　　その中で，路線バスについては，利用者の状況を分析し路
線の必要性の再検討を行っていくことが必要である。
　　また，行政が運行している地域内福祉バスについては，誰
でもが利用できる地域生活バス等としての生活交通の確保，
及び現行のサービス水準を維持していく中で新たな交通シス
テムの導入を含めたサービスの向上を図る必要がある。
②利用者の利便性の向上・利用促進について，乗り継ぎや待
ち時間の快適性の向上や，マーケティングの強化等利用促進
を図る必要がある。

現
状
維
持

（
計
画
策
定
中

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

「三次市生活交通体
系実施計画」に基づ
き，事業を実施す
る。

16
管
財
室

有 無 16
合併臨時経
費支所改修
費等

112,100 Ａ

合併メリットを
活かせる

Ｂ

新市まちづく
りの中での支
所の活用と地
域の活性化

B

主には，支所
単位での住民

A

民間が行う業
務ではない

Ｂ

行政財産の
改修

A

行政，自治組
織，ボランティ
アや住民など
の交流・連携
施設

Ａ

行政，自治組
織，ボランティ
アや住民など
の交流・連携
施設

Ａ

自治組織の
強化や住民
参画のまちづ
くりの推進

C

税収等に影響
しない

Ｂ

人口の増加に
つながる可能
性あり

事
業
拡
大

増
額

合併に伴う看板類等の見直しと変更及び行政組織の再編に
伴う議場・電話設備工事等の環境整備は，平成１６年度にお
いて事業完了を見込んでいるが，今後の支所の利活用を目的
とした具体的な改修は，ファシリティマネジメントにおいて策定
する基本計画に基づき実施することになる。この計画は，公共
施設の維持管理状況や予算状況及び利用状況など調査し，
それらを基に市内公共施設の管理・運営方法を総合的に支所
の利活用も含め平成１６年度中に取りまとめていく予定であ
る。よって，平成１６年度予算措置されたもののうち先述した
(利活用)目的のために執行したものは皆無で，後年度におい
てファシリティマネジメント基本計画をベースに実施計画や予
算要求に反映させていく必要がある。なお，支所改修について
は，自治振興やまちづくりなどの目的に(付加価値を伴い)整備
する場合，合併特例債の対象事業になる可能性もあり，事業
実施にあたり有利な財源も十分調査・研究しながら検討してい
く。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

4



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

17

さ
わ
や
か
市
民
室

無 無 15
戸籍情報シ
ステム整備
事業

90,421 A

電算化により
戸籍関係の
証明書を正確
に迅速に発行
できるように
なった。

C A

他の手段はな
い。

B

多くの市民は
三次市を本籍
地としている。

A

戸籍事務に民
間業者の参
入はない。

A

戸籍事務は
国の法定委
託事務。

B B

電算化により
戸籍関係の
証明書の交
付を正確に迅
速に行うこと
ができる。

B

合併前に８市
町村が統一し
てシステムを
導入すること
により，より一
層の行政
サービスの提
供と事務の効
率化がはから
れる。

C

実施しても証
明手数料等に
影響しない。

C

人口の増加に
影響しない。

事
業
完
了

終
了

　戸籍情報システムの整備作業は平成１６年１月３１日から現
在戸籍と除籍のシステムが稼動し，３月２日から改製原戸籍の
システムが稼動したことにより完了しました。今後戸籍法等の
制度改正に伴う，システムの一部改善の対応がある。

事
業
完
了

終
了

18

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

無 無 16

男女共同参
画に関する
市民意識調
査

1,135 A

三次市男女
共同参画推
進条例に基づ
く三次市男女
共同参画基
本計画の策
定にあたり，
現状における
市民の意識
の把握は必
要で，目的と
合致してい
る。

B

調査票の回
収率が低い
が，調査結果
は必要かつ
重要な内容で
ある。ただ，
回収率をあげ
る方策の検討
が必要。調査
票を送付した
2,000人につ
いては，男女
共同参画につ
いて考える機
会の提供がで
きたという点
で啓発効果が
期待できる。

A

三次市民に限
定して行う男
女共同参画に
関する調査で
あり，意識の
把握には３５
問程度が必
要である。こ
れを調査票の
形にして送
付・回収する
方法が最も効
率がよい。

C

住民基本台
帳から，20歳
以上の市民
男女各1,000
人を無作為抽
出により対象
者を選出して
いる。

A

民間のシンク
タンクで調査
等を実施して
いるケースも
あると思われ
るが，本市で
の調査は，行
われていな
い。

B

男女共同参画
の推進は，国・
県および各地
方自治体の責
務として行って
いく必要があ
り，本市の男女
共同参画推進
条例において
も，必要な調査
研究を行うもの
と明記されてい
る。市民の意見
や考え方を知
るためにも，意
識調査は市が
行っていく必要
がある。

A

行政が推進
すべき最重要
課題のひとつ
に挙げられ
る，男女共同
参画推進のた
めの意識調
査であるた
め，市民の意
向を知る手段
として，意識
調査は社会
的な必要性が
極めて高いと
いえる。

B

調査票の回
収率からみる
と，市民の男
女共同参画に
関する意識調
査に対する
ニーズは低い
と考えられる
が，回答いた
だいた調査票
には意識調査
の実施を求め
ていた旨の記
述がみえる。

A

本年度基本
計画を策定す
る必要があ
り，その基礎
資料となる意
識調査は早
急に実施する
必要がある。

C

税収等に影響
しない。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

意識調査の分析結果を踏まえ，男女共同参画社会づくりのた
めの施策を推進していく。

事
業
完
了

終
了

19

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

無 無 15
消費生活情
報体制整備
事業

699 A

消費生活相
談の解決や
苦情の処理
のあっせんに
役立ってい
る。

B

苦情要因の
明確化と処理
のあっせんや
問い合わせに
対する情報提
供につながっ
ている。

A

他の手段はな
い。

A

市民に限らず
対象として相
談を受けつけ
ている。

A

民間での消費
者生活相談コ
－ナ－は設置
されていな
い。

A

消費生活相
談員設置要
綱により実施
しており，県
消費生活条
例や，消費者
基本法等に基
づいて行って
いる。

A

苦情相談件
数の大幅な増
加が続いてお
り，消費者被
害に関する情
報の収集等，
社会的ニ－ズ
はきわめて高
い。

A

消費者被害に
関する状況
や，苦情・問
い合わせの相
談を分析する
と，住民ニ－
ズは高いと思
われる。

B

迅速かつ的
確な対応が求
められるし，
消費者苦情
の未然防止
や解決に向け
ては，早期に
実施しなけれ
ばならない。 現

状
維
持

現
状
維
持

国において
・パイオネットの効率化を推進することにより，情報収集・提供
の迅速化・的確化を進める。
市において
・相談件数の増大や相談内容の複雑化に対応するための相
談スペース（室）の整備を図るまた，将来的には総合的な生活
相談の窓口として消費生活等センターとして機能化が課題と
考える。

現
状
維
持

（
効
果
要
検
証

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

他の方法があれば
廃止

20

か
い
て
き
環
境
室

無 無 15
ＩＳＯ１４００１
認証取得事
業

1,913 A

三次市自らが
率先して地球
環境問題の
改善に取り組
むことを目的
として，ISO１
４００１認証取
得を行なっ
た。

A

ISO１４００１
認証取得事
業を完了し，
今後，ISO１４
００１のシステ
ムを運用する
ことが，より環
境負荷の低
減につなが
る。

A

他の手段はな
い。

A

環境負荷の
低減は，市民
に限らず地球
環境問題とし
て行なってい
る。

ISO１４００１
の認証は，団
体・事業所単
位であり，項
目に該当しな
い。

B

義務付けられ
ていないが，
市が率先して
取り組むこと
が望ましい。

A

環境問題，環
境負荷の低
減を図ること
の意義・社会
的ニーズはき
わめて高い。

B

環境問題，環
境負荷の低
減を図ること
は市民の関
心も高く，市
民ニーズは高
い。

A

現在，環境問
題は深刻な状
況であり，三
次市が率先し
て取り組むこ
とが望まし
い。

C

税収などの歳
入増加には影
響しない。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

増
額

職員の意識向上→アンケート等を実施し数値化する必要があ
る。
環境対策の取り組み→緊急性があると思われる。
市役所が率先してISO14001を取得した。今後，住民，企業へ
の波及効果が求められる。

事
業
拡
大

（
継
続

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

市役所各支所及び
福祉保健センターに
おいてISO14001の
認証取得を行なう。

5



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

21

か
い
て
き
環
境
室

無 無 15
斎場火葬炉
設備改修工
事

9,959 A

三次市環境
基本計画の
リーディンクプ
ランに基づき
環境の将来
像を実現する
ために，有効
な事業として
実施した。

A

事業を完了
し，大気汚染
の防止及び
環境保全を図
ることができ
た。

A

既存の火葬
施設を利用し
た上での効率
的な修繕工事
を行った。

A

すべての市民
や斎場利用
者に公平性が
ある。

A

三次市では民
間事業者の
参入はない。

B

市の施設であ
り，市が維持
管理するのは
妥当である。

A

自然環境を保
全を守る意
義・社会的
ニーズは極め
て高い。

A

自然環境保
全は市民が
強く求めてい
るサービスで
ある。

A

市民からの苦
情や自然環
境を守るうえ
で緊急性は高
い。

C

直接の税収に
はつながらな
い。

C

直接の人口
増加にはつな
がらない。

事
業
完
了

終
了

平成15年度で三次斎場の黒煙対策のための火葬炉設備改修
工事は完了したが，施設は20年以上経過して老朽化してお
り，まちづくり計画により環境保全対策に配慮した施設の建設
が求められる。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

22

か
い
て
き
環
境
室

有 有 15
斎場建設基
本計画策定
事業

3,780 A

「新市まちづく
り計画」にお
いて、「快適で
便利な定住の
まちづくり」の
主要施策の
ひとつとして、
老朽化してい
る旧市町村の
火葬場（斎
場）を統合し、
新しい施設の
整備を進める
ことをうたって
います。

A

長期的・総合
的な観点か
ら、新三次市
における適正
な火葬体制の
確立と周辺環
境に配慮した
火葬場建設を
目的としてお
り、住民との
合意形成を図
りながら火葬
場の整備に関
する施策を計
画的に推進し
ていくため効
果的である。

A

専門的な知識
を要するた
め、他の手段
はない。

A

すべての市民
を対象として
いる。

A

一部の都市
部においては
民間施設も存
在するが、当
地域において
は民間の
サービスは行
われていな
い。

A

墓埋法により
市の責務と義
務付けられて
いる。

A

現在、８箇所
の火葬場を設
置・運営・管
理しています
が、これらの
火葬場に係る
事務の効率
的な火葬場運
営が、期待さ
れています。

A

お別れの場と
しての「祈り」
と、人々が集
る「集い」、厳
かな中にも明
るく暖かく清
潔感のあるも
のが求められ
ています。

A

６箇所の火葬
場は築年数
20数年を経過
し、火葬設備
の耐用年数を
超えており、
早急に新たな
火葬場の建
設が必要で
す。

B

施設利用料
の設定におい
て、使用者負
担と社会福祉
の面において
の検討が必
要であると考
えられるが、
料金設定にお
いては収入増
が見込まれ
る。また、最
近のペット飼
育事情に併せ
てペット用火
葬炉を設置す
るため収入増
が見込まれ
る。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

　火葬場は地域社会に必要な社会基盤施設であるとともに、都市に
不可欠な都市施設であります。また，火葬場はその施設の性格上、
立地にあたっては住民から敬遠され、施設整備が困難になりがちな
施設です。このため、火葬場の建設計画にあたっては、畏怖感や不
浄感を払拭し、住民に違和感を抱かせない明るく清潔な施設づくりを
心がけるとともに、事業計画地の地域特性を十分に把握して周辺環
境との調和と環境保全上の対策に配慮した施設の建設が求められま
す。また、あわせて建設計画に対する市民意見の反映や住民との合
意形成の積み上げを行い、正負両面を理解した上で社会が受け入れ
る社会的受容を確保していかなくてはなりません。本計画は、長期
的・総合的な観点から、新三次市における適正な火葬体制の確立と
周辺環境に配慮した火葬場建設を目的とし、住民との合意形成を図
りながら火葬場の整備に関する施策を計画的に推進していくための
基本的な枠組みとなる基本計画の策定を行うものです。本計画は、
次のような3つの役割を有しています。各方面との協議のための必要
資料として、地元、議会、県、関係機関等との今後の協議にあたって
示すべき市の計画案とする。都市計画決定のための必要資料とし
て、都市計画決定を受ける際、「計画原案」として求められる基礎資
料とする。設計の前段階として必要な計画として、設計を行うにあたり
諸条件を整理して規模、配置等の基本的方向を定めるものとする。な
どの方向性により、より有効に活用することが望まれる。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

斎場基本計画に基
づき，平成２１年４月
からの利用開始に向
けて着実な事業実施
を行う。

23

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

有 有 15
電気式生ゴ
ミ処理機購
入補助金

3,593 A

生ごみの減量
化及びごみの
資源化意識
の高揚を図る
ことを目的と
し、16年度も
実施してい
る。

A

家庭から排出
される廃棄物
（生ごみ）の減
量化を進める
ことにより各
処理施設の
延命となり、
有効であると
いえる。

A

他の手段はな
い。

A

三次市内に住
居を有し、生
ごみ処理機の
設置場所が
確保できる三
次市民であれ
ば、一世帯に
つき一機まで
の購入につい
て、対象とな
る。

A

市の補助金
交付事業であ
り、民間には
ない。

B

市が行うこと
を義務付けら
れてはいない
が、行政以外
で同様のサー
ビスは実施さ
れておらず、
また市で実施
することで行
政と市民協働
による廃棄物
減量化ができ
る。

A

廃棄物の減
量化と資源の
リサイクルは
現代社会の
重要な課題で
あり、社会的
ニーズはきわ
めて高い。

B

１５年度、１６
年度の上期と
もに目標値を
大きく上回る
申請があり、
市民のニーズ
も非常に高い
ことがわか
る。

B

緊急性は高く
はないが、継
続して実施す
るべき事業で
ある。

B

税収などの増
加に直接的に
は結びつかな
いものの、生
ごみ処理機の
売り上げは若
干の歳入増
加につなが
る。

C

人口の増加
度に直接影響
するものでは
ない。

現
状
維
持

現
状
維
持

14年度から補助金の限度額を1万円までから2万円までに増
額された事もあり、15年度は当初予算では対応できず補正に
よる増額で対応し、結果として184件の申請を受けた。
16年度については、9月末日時点で98件の申請を受けてい
る。今後も補助金の交付により、市民の生ごみの自家処理を
推進し、リサイクル（堆肥化）による、ごみの減量と廃棄物の再
資源化意識の高揚を図る必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

生ごみの堆肥化によ
る効果・成果の検証
が必要であり，アン
ケート等による調査
を行い，堆肥の活用
について（市街地・
農村別に）把握する
必要がある。また，
補助金については原
則終期を設定する。

24

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 15
不法投棄防
止対策パト
ロール事業

3,074 A

不法投棄防
止対策として
にカメラ（ダ
ミー）の設置
及び不法投
棄監視パト
ロールは妥当
である。

A

カメラ（ダ
ミー）を設置
する地点を増
やせば、不法
投棄がされや
すい地点を減
らすことがで
きる。またパト
ロールにより
カメラのない
エリアにも、
不法投棄防
止の効果があ
る。

A

他の手段で、
特に夜間の不
法投棄を防止
する場合、費
用が高くな
る。

C

本事業は市
民ではなく、
地点を対象と
したものであ
る。

A

１６年度三次
市において
は、民間では
カメラ（ダ
ミー）を設置
及び不法投
棄監視パト
ロールなどの
サービスは行
われていな
い。

B

市の実施義
務はないが、
民間で行われ
ていないサー
ビスであり、
市の実施は
妥当である。

B

監視カメラ（ダ
ミー含む）の
設置による不
法投棄防止
は、他の自治
体等ですでに
実施されてお
り、監視パト
ロールと共に
必要性が高
い。

B

看板の設置
は、本年も求
められており
それに代わる
として本事業
は必要であ
る。

A

市内の不法
投棄の現状を
考えれば、防
止対策の早
急な実施が必
要である。

C

税収等に直接
影響はない。

C

人口増加度に
直接影響はな
い。

事
業
縮
小

減
額

市内の不法投棄は、ごみの分別の複雑化、家電・パソコンリサ
イクル法などの施行により、年々増加傾向にある。
不法投棄対策事業として１５年度は、不法投棄防止看板の設
置と不法投棄監視パトロールの委託を行った。
監視パトロールについては一定の効果が見られた。
看板の設置についてははっきりと解る効果がなく、かえって不
法投棄を誘発しているといるのではとの声もあり１６年度は設
置しないという方針に切り替えた。　看板の設置は来年度以降
もしない方針である。
今後は不法投棄を防ぐ対策の充実と共に、不法投棄を許さな
いという意識付けのための啓発活動も必要である。

手
段
変
更

減
額

郵便局ネットワーク
の活用による新たな
不法投棄防止策を
講じる。

6



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

25

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 16

不法投棄防
止対策事業
（監視カメラ
１台設置）

500 A

不法投棄防
止を目的とし
た対策とし
て、監視カメラ
の設置は妥
当である。

A

カメラを設置
する地点を増
やせば、２４
時間監視する
ことができる
地点が増え、
不法投棄がさ
れやすい地点
を減らすこと
ができる。

A

他の手段で、
特に夜間の不
法投棄を防止
する場合、費
用が高くな
る。

C

本事業は市
民ではなく、
地点を対象と
したものであ
る。

A

１６年度三次
市において
は、民間でカ
メラ設置等の
サービスは行
われていな
い。

B

市の実施義
務はないが、
民間で行われ
ていないサー
ビスであり、
市の実施は
妥当である。

B

監視カメラの
設置による不
法投棄防止
は、他の自治
体等ですでに
実施され防止
効果を発揮し
ており、監視
パトロールと
共に必要性が
高い。

B

看板の設置
は、本年も求
められており
それに代わる
として本事業
は必要であ
る。

A

市内の不法
投棄の現状を
考えれば、防
止対策の早
急な実施が必
要である。

C

税収等に直接
影響はない。

C

人口増加度に
直接影響はな
い。

事
業
拡
大

増
額

市内の不法投棄は、ごみの分別の複雑化、家電・パソコンリサ
イクル法などの施行により、年々増加し傾向にある。
不法投棄防止対策事業として１５年度は、不法投棄防止看板
の設置を行った。
しかし看板を設置した地点については、明確にとわかる効果
がなく、かえって不法投棄を誘発しているといるのではとの声
もあり１６年度は設置しないという方針に切り替えた。　看板の
設置は来年度以降もしない方針である。
今後は不法投棄を防ぐ対策の充実と共に、不法投棄を許さな
いという意識付けのための啓発活動も必要である。 廃

止

終
了

（
皆
減

）

住民との連携など具
体的手法を検討す
る。

26

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 16

環境衛生施
設改善補助
金（ゴミ集積
場）

2,000 A

市内の一般
廃棄物集積
場を整備する
ことに対して
補助金を交付
し、環境衛生
施設改善を目
的としており、
妥当であると
いえる。

A

集積場の新
設・整備によ
り、ゴミの飛
散防止・周辺
環境の美化
が図られる。

A

同程度の金
額で、他の手
段はない。

B

おおむね１０
戸以上の利
用者が見込
める集積場の
利用団体を対
象としている。

A

市内の民間
サービスで同
様のものは行
われていな
い。

B

市が行うこと
を義務付けら
れてはいない
が、行政以外
で同様のサー
ビスは実施さ
れておらず、
市で実施する
ことが望まし
い。

A

生活環境の
整備は市民
の清掃意識
の高揚に繋が
るものであり、
社会的ニーズ
はきわめて高
い。

A

１５年度、１６
年度の上期と
もに目標値を
大きく上回る
申請があり、
市民のニーズ
も非常に高い
ことがわか
る。

B

緊急性は高く
はないが、継
続して実施す
るべき事業で
ある。

C

税収などの増
加に直接的に
は結びつかな
い。

B

人口の増加
度に直接影響
するものでは
ない。

事
業
拡
大

増
額

１５年度は２２件の申請があり当初予算で対応できず、補正予
算を組むことで対処した。１６年度は合併に伴い人口も増加
し、市内の集積場の数も８３４箇所から１２４６箇所になった。
予算額と補助金交付限度額ともに増額し、９月末日締めの上
期で既に２４件の申請があった。今後も申請件数が増加するも
のと見込まれるので、１７年度の予算も増額することが望まし
い。

事
業
縮
小

減
額

（
段
階
的
に
減
額

）

整備必要箇所・既設
の耐用年数等を調
査し，全体整備計画
をたてたうえで本事
業を推進する。ま
た，事業の終期を設
定する。

27

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 16

不法投棄廃
棄物回収補
助金交付事
業

400 A

自然環境の
保全を、市民
と行政の連携
で実施するこ
とができる。

B

申請件数が
増えれば増え
るほど、不法
投棄の撤去
が実施され、
市内の不法
投棄現場の
環境改善に有
効である。

A

市民の方に参
加していただ
くことにより、
市や委託業
者が実施する
よりもコストが
安く抑えられ
る。

B

不法投棄の
回収を実施す
る意思を持つ
すべての市民
団体が対象で
ある。

A

市内の民間
サービスで同
様のものは行
われていな
い。

B

本事業のよう
に市民参加を
促進させる事
業は、市が行
うべきである。

A

行政側で参加
しやすい制度
を用意するこ
とで市民の積
極的な参加が
見込め社会
的ニーズは高
いといえる。

A

住民の方の
環境への関
心も年々高
まっており、
毎年のように
回収作業を実
施される団体
もあり、市民
のニーズは高
い。

A

現在の市内
の不法投棄
現場は、確認
されているだ
けでも３０箇
所以上あり、
周辺環境へ
の汚染を食い
止めるために
も、早急な撤
去作業が必
要である。

C

税収などの増
加に直接的に
は結びつかな
い。

C

人口の増加に
直接影響はし
ない。

現
状
維
持

現
状
維
持

１５年度は６件の申請があった本事業も、１６年度は９月末日
時点で１件の申請しかされていない。
市民への十分な周知を行い、本事業の活用により市民と行政
の連携の取れた環境美化が推進されなくてはならない。
回収活動をされる団体の中には、回収した廃棄物を運搬する
車両の確保に苦労されておられるところもあり、資源リサイク
ル室内の車両を使える場合は、人員の派遣と併せてできる限
り協力させていただくつもりである。

事
業
縮
小

（
事
業
見
直
し

）

減
額

終期設定する。

28

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 15

処理場周辺
整備事業（上
水道整備事
業負担金）

18,270 B

高齢者でも住
みやすい住居
環境の確保

C

今後も周辺整
備事業ではな
く一般事業と
しては進めて
いく必要があ
る

C

少数の特定
市民を対象と
しているが全
市民にたいし
ても対象とな
る

B

市の業務とし
てする必要が
ある

B

全市民に対し
ても必要性が
ある

B

地域的には強
く求められる

A

この事業につ
いては，期限
を定められて
いるため早急
に実施するべ
きである

B

事業を発注す
ることで若干
の税収がある
と考えられる

C

この事業につ
いては，影響
なしと考えら
れる

事
業
完
了

終
了

１５年度周辺整備事業として完了した。１６年度については，現
在実施中であり完工すべき事業である。（１６年度で全て完了）

事
業
完
了

終
了

7



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

29

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 15

処理場周辺
整備事業（農
業集落排水
事業負担金）

22 C

周辺整備事
業を行うこと
により施設運
営をスムーズ
に行える

C

対象者に限ら
れる

B

市が行う以外
ない

B

周辺整備事
業のため社会
的ニーズは低
いが、施設運
営をスムーズ
に行うことに
より市民生活
の衛生的向
上がみこまれ
る

C

周辺整備事
業で対象者
は、限られる
が、施設運営
からみると市
民生活に多少
は影響がある

C

緊急性は低い
が、覚書どう
り事業を進め
る必要がある

B

事業に伴い多
少の税収があ
る

C

人口の増加に
影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

周辺整備事業として平成１７年度をめどに補助事業の完了を
めざす

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

30

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

無 無 15

処理場周辺
整備事業（市
道改良事業
償還金負担
金）

20,161 B

生活基盤であ
る道路整備を
することに対
しては目的に
合致している

B

今後も周辺整
備事業ではな
く一般事業と
しては進めて
いく必要があ
る

B

市道改良事
業としては、
市民に限らず
対象となる

B

市の業務とし
てする必要が
ある

B

全市民に対し
ても必要性が
ある

B

この事業につ
いては、市民
に限らず求め
られるサービ
スである

A

この事業につ
いては，期限
を定められて
いるため早急
に実施するべ
きである

B

事業を発注す
ることで若干
の税収がある
と考えられる

C

影響はほとん
どないと考え
られる

事
業
完
了

終
了

平成５年に締結した地元の清掃工場建設対策協議会との覚
書に基づき，１５年度整備分は完了した

事
業
完
了

終
了

本事業は１５年度で
全事業を完了した

31

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
中山間地域
等直接支払
制度

56,328 Ａ

農業生産活
動，多面的機
能増進活動に
より，耕作放
棄地の発生
防止及び集
落の活性化
が図られた。

Ｂ

交付金を原資
として，担い
手の育成や
集落営農組
織等の取組
みを推進する
ことにより，農
業生産活動
等が継続でき
る農業生産体
制の整備や，
集落営農基
盤の整備に，
より効果が得
られる。

Ａ

各集落におけ
る農業・農村
のあり方を協
議し，その合
意のもとで共
同活動を実施
している。

Ｃ

対象農用地
が限定されて
いる。

Ａ

各集落での共
同取組みであ
り，民間サー
ビスはない。

Ｂ

本制度の事
業主体は，市
町村となって
いる。

Ａ

本制度は，農
業・農村が有
する多面的機
能の維持発
揮を図ること
も目的であ
り，社会的
ニーズは極め
て高い。

Ｂ

国土の保全
機能，保健休
養機能，自然
生態系の保
全に対する
ニーズは高
い。

Ｂ

早急に実施し
なければ耕作
放棄地が増
大し荒廃する

Ｂ

交付金の活
用により，民
間業者への
発注もあり，
若干税収が
伸びる可能性
がある。

Ｂ

より良い集落
をつくる活動
が，都市農村
交流，定年帰
農者，新たな
担い手等に繋
がり増加の可
能性がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

１２年度から１６年度までの５年間の事業期間で実施している
ところです。本制度の対象が，地域振興８法の指定があり，本
市では粟屋・河内・川西・後山（特認）の一部地域が対象の
為，農用地の傾斜条件は同様でも法指定地区外は対象外と
なり，不公平感が拭いきれない部分もあり，交付金の配分につ
いては，個人配分は行わず全額を集落の共同取組み活動に
あてることとして実施しています。協定集落では，集落内での
話し合いが活発化し，農地の維持管理をはじめ効率的な生産
組織の整備，景観作物の作付け，交流イベントなど多方面に
わたり自主的な活動が展開されてきており，一定の成果が得
られている。現在，本制度の継続が審議されているが，継続と
なった場合は，従前同様に交付金は，個人配分をせず全額共
同取組み活動に対して交付することが，真に集落の維持発展
に寄与するものと考えます。また交付金の使途についても，担
い手の育成，自己完結型農業から集落完結型など効率的な
営農体制整備に対する項目を必須項目として，達成目標を明
確にして取組むことが必要であると考えます。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
予
算
化

）

直接支払制度の取り
組み方針は現在も
旧市町村毎に異なる
ことから，新制度へ
の移行に伴い，新市
の基準を早期に確
立する。

32

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 16

県営農村振
興総合整備
事業負担金
(農道整備：
春木久留
比，古城田
之河内，槙
十郎)

35,534 Ａ

現況の道路
幅員は狭く、
農地への農
作業資材や
機械の搬入
が困難な状況
にあり、農作
業の効率化と
労力を軽減
し、生産性を
高めるために
整備が必要で
ある。

Ａ

農作業の効
率化と労力を
軽減し、生産
性を高めるこ
とができる。

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

特定の受益
者による通行
が主である。

Ａ Ｂ

末端の自治
体とし、県と
地元関係者
の連絡役とし
必要である。

Ａ

農地の有効
利用を図るた
めにも必要な
事業である。

Ａ

農業による収
益は少なく，
受益者では対
応できない事
業であり，農
業関係者が
強く望む事業
である。

Ａ

道路幅員が
狭いため農作
業の効率化と
労力を軽減す
るために早急
に実施するこ
とが必要であ
る。

Ｃ

当事業が直
接税収増には
つながらな
い。

Ｃ

人口の現状
維持が図られ
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

農業用資材の搬入や生産物出荷を容易にし、農作業の効率
化と労力を軽減し、生産性を高める。また、農地の有効利用を
図るための農地の流動化を促進する手段として借り手に作り
やすい整備を行なうためにも本負担金は必要である。又、円
滑に農道整備事業を行なうためにも、末端の自治体とし県と
地元関係者の調整を図る。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

県営農村振興総合
整備事業の事業実
施については必要事
業の再精査を行い，
計画的な推進を行な
う。

8



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

33

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 16

県営農村振
興総合整備
事業負担金
(岡城地区・
峠地区ほ場
整備）

6,169 Ａ

農業生産基
盤整備という
目標から、ほ
場整備により
生産性の向
上が考えられ
るため。

Ａ

ほ場整備の
完了後、農地
の利用集積
や営農コスト
の低下が実
現できること
が予想され
る。また、地
域の担い手の
育成に大きく
寄与し地域の
活力の創出に
つながるた
め。

Ａ

区画整理を行
うほかに集約
された農地の
形成は難しい
ため

Ｂ

ほ場整備未
実施地区を対
象としている
ため、一部地
区の多数の
市民が対象と
なる。

Ａ

地元意見調
整作業は中
立性を要求さ
れまた、行政
手法の知識を
必要とするこ
とから民間で
はサービスの
提供は出来な
い。

Ｂ

地元調整は
行政手続き及
び土地改良
法の適切な実
施が要求され
ることから民
間事業での営
利を目的とし
た活動にそぐ
わないため。

Ｂ

地域の振興を
図る上で健全
な営農は農村
部においては
必須と考えら
れる。ただし
農業者個人
の利益に結び
付けられる面
もあるため。

Ｂ

地元調整を行
う上で、参加
要望を取りま
とめ、区画整
形に必要な場
合には参加意
欲の低い住民
に対して趣旨
等説明し一部
協力を求める
ことがあるた
め、総じてこ
の評価とした
ため。

Ｂ

後年に見送る
と有利な国庫
補助事業がな
くなる恐れが
あり、また、地
域の高齢化に
よる農地の荒
廃が危惧され
ることを踏ま
え評価したた
め。

Ｂ

農業コストの
削減が図ら
れ、農家所得
の向上につな
がる。しかし
ながら、農業
情勢等を勘案
した上で大幅
に伸びるとは
いえないこと
から評価した
ため。

Ｂ

地域での就業
の場を確保し
Uターン等の
可能性を評価
したため。

現
状
維
持

現
状
維
持

平成17年度に工事完了し平成18年度に換地処分を完了する
予定。
その後は地域にて農地の利用集積等の地域産業活性化活動
に取り組み圃場整備事業の成果を向上させるよう指導する。 現

状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

県営農村振興総合
整備事業の事業実
施については必要事
業の再精査を行い，
計画的な推進を行な
う。また，本事業とあ
わせて直接支払交
付金の有効活用等
により，当該農業集
落の活性化を図る。

34

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 16

県営農村振
興総合整備
事業負担金
(川地地区営
農飲雑用水
施設整備）

89,970 Ａ

上水道施設
整備事業とし
ては、当営農
飲雑施設整
備事業が事
業内容・主旨
からも合致し
ている。

Ｂ

年度事業量・
事業費とも工
期内完了を目
指して効果の
向上に向け、
努力する余地
がある。

Ａ

他の補助事
業よりも当事
業が最も補助
率が高く、早
期に実施でき
る。

Ｃ

事業の性格
上、特定の地
域（川地地
区）の市民を
対象としてい
る。

Ａ

上水道の整
備は、生活上
基本的なイン
フラ整備で
あって、行政
で計画的に実
施すべき事業
であり、民間
では行ってい
ない。

Ｂ

上水道の整
備は、生活上
基本的なイン
フラ整備で
あって、行政
で計画的に実
施すべき事業
であり、民間
では行ってい
ない。

Ａ

健康で文化的
な生活を営む
うえで、上水
道の整備は
必要不可欠な
事業である。

Ａ

特に川地地区
においては、
井戸水の水
質が悪いた
め、以前から
強い要望が
あった。

Ａ

良質の水を各
家庭に供給す
ることは特に
急を要してお
り、一刻も早
い完成が望ま
れる。

Ｃ

当事業が直
接税収増には
つながらな
い。

Ａ

上水道を整備
することによ
り、他市町か
らの転入が期
待でき、市と
しても人口増
につながる。

現
状
維
持

増
額

事業実施期間が平成19年度までとなっており、国からも工期
内完了を厳しく指導されており、また地区内住民も早期完了を
強く要望されているため、可能な限りの予算要求を行い、それ
に伴う実施の実現に向けて県・市・地元が一体となって取り組
む必要がある。平成17年度は、配水池の用地買収・実施設計
を行うとともに、引き続き管路布設工事を実施する計画であ
る。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

農村集落の生活環
境整備及び後継者
の定住等を目的とし
て，本事業を推進す
る。ただし，県営農
村振興総合整備事
業の事業実施につ
いては必要事業の
再精査を行い，計画
的な推進を行なう。

35

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15

県営ほ場整
備事業負担
金（担い手育
成基盤整備
事業)青河下
地区

1,175 Ａ

営農組合へ
の作業委託を
図り、農業機
械の過剰投
資に歯止めが
かけられた。

Ａ

担い手農家
は、農用地の
流動化による
農地の集積と
ともに、営農
組合を仲介し
て作業受託す
ることにより
団地化を促進
し、農業経営
の安定化がで
きる。

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

下青河・大
膳・宮地・市
場・片山の５
集落内の農
用地及び耕
作者が受益
者となってい
る為

Ａ

土地改良事
業の性格上、
民間では馴染
まない。
土地改良法
の性格
①公共性
個別農家では
なし得ず多数
の農家の共
同で行う
②私益性
事業の効果を
個別農家が
受益する。

Ｂ

受益面積が２
０ｈａ以上にな
るので、県営
ほ場整備事
業として取組
をした。

Ａ

農業を取巻く
環境として農
家の高齢化、
担い手不足の
状況にあり、
ほ場の大区
画により農業
構造の改善
が図られる 。

Ｂ

受益者が特
定される事業
で、受益者の
ニーズはきわ
めて高い。

Ｂ

ほ場整備を実
施すること
は、生産性の
高い農業、農
村の活性化と
生活環境の
整備がはから
れる。

Ａ

農業機械の
過剰投資に歯
止めをかけ、
農業への就
労時間を短縮
し
兼業農家の
恒常的他産
業への就労
機会の拡大に
なり、所得の
確保が図られ
る。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

１０年度からほ場整備工事に着手し、１５年度で４１．７ｈａの工
事が完了した。
地域は、水稲を中心に水稲＋野菜の複合経営で、産地直接
販売の取組により農業経営に意欲をみせている地域でもあ
る。現在営農組合として農作業の受委託をオペレーター４名で
行っているが、将来農業法人として活動できるよう支援が必要
である。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

36

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16

備北南部地
区営農団地
農道整備事
業負担金

25,000 Ｂ

新規事業採
択決定時期
が平成15年
度の後半で
あったため、
実際の事業
実施はできて
いないが、採
択へ向けての
要望活動や
期成同盟会
の総会は開
催した。

Ｃ

本事業の採
択決定時期
や事業主体
が県であるこ
となどから向
上余地は小さ
い。

Ａ

他の手段はあ
り得ない。

Ａ

広域農道とい
う事業性格
上、特定の市
民が対象では
ない。

Ａ

民間で行うべ
き事業でな
い。

Ｂ

県が事業主
体であるが、
市が住民の
窓口となり地
元調整を行っ
ている。

Ａ

広域農道は、
第3者委員会
で色々検討さ
れ、新規事業
としては、本
農道が全国で
も唯一の採択
が決定された
路線であり、
三次地域の
広域的な農業
振興に向け、
必要不可欠な
道路である。

Ａ

農業の主産
地形成はもち
ろん、広域的
なアクセス道
路としての利
用が見込ま
れ、市民から
の要望も強
い。

Ａ

国からも工期
内完了の徹
底やコスト縮
減を厳しく指
摘されてお
り、また住民
からの要望も
強いため早期
実施が求めら
れる。

Ｂ

特産品の主
産地形成や
野菜・果実の
出荷の大幅な
増加が予想さ
れ、農業所得
のアップにつ
ながり税収も
伸びると予想
される。

Ｃ

広域農道が
整備されても
直接人口増に
はつながらな
い。

事
業
拡
大

増
額

　平成21年度までの完成（採択残区間は、平成29年度までに
完了）を目指し、平成16年度から環境調査・地質調査・実施設
計・用地買収を行い、平成17年度から本格的に工事に着手す
る予定である。なお、三次市としては事業主体である県と地元
の調整役として当事業に関与している。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

現在採択区間（ワイ
ナリー～下志和地町
春木：5.5km）につい
て，限度工期である
平成２１年度までの
工事完了をめざすと
ともに，未採択区間
の事業化を推進し，
全線開通（15.1km）
をめざす。なお，採
択要件である付帯事
業の実施にあたって
は，慎重に検討す
る。

9



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

37

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15

県営ため池
整備事業負
担金（坂根た
め池）

1,190 Ａ

ため池の老朽
化が進んでお
り堤体の決壊
の危険度は
大きく、万が
一決壊したら
下流農地・民
家・公共施設
に甚大な被害
を及ぼすこと
が予想される
ので、緊急に
整備をする必
要がある。

Ａ

地域住民の
生命・財産を
守ることがで
きる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

ため池下流農
地及び民家
が受益地とし
て特定される
為。

Ａ

土地改良事
業の性格上、
民間では馴染
まない。
土地改良法
の性格
①公共性
個別農家では
なし得ず多数
の農家の共
同で行う
②私益性
事業の効果を
個別農家が
受益する。

Ｂ

県営ため池等
整備事業を実
施するにあた
り、地元調整
の窓口とし
て、また事業
実施にあたり
事業費の７%
を負担をする
ため。

Ａ

ため池堤体を
整備すること
で、下流の農
地・民家・公
共施設への
被害を未然に
防止すること
ができる。

Ｂ

ため池を整備
すれば、災害
から地域住民
の生命・財産
を守ることに
つながる。

Ａ

ため池が築造
後約１００年経
過しているた
め、近年堤体
の老朽化著し
く、堤体そのも
のが脆弱化し
たため堤体裏
面から漏水が
みられる。以上
のような状況な
ので、堤体の決
壊の危険度は
非常に大きく、
決壊した場合、
被害が大きくな
ることが予想さ
れるので、早期
の整備が必要

Ｃ

税収には影響
しない。

Ｃ

ため池受益農
用地の採択
基準を満足さ
せるために、
農地転用の
制限（事業完
了後８年）が
かかる。

事
業
完
了

終
了

平成１２年度から着手し、平成１６年度で上池の整備が完了す
る予定。
１６年度は上池の法面保護工外の堤体工事を残すのみとなっ
ている。
事業終了後は、三次市土地改良区の規約及び維持管理規定
に基づいて施設が管理される。なお、日常の管理は受益者が
管理する。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

38

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15

県営ため池
整備事業負
担金（十郎地
区）

980 Ａ

ため池の老朽
化が進んでお
り堤体の決壊
の危険度は
大きく、万が
一決壊したら
下流農地・民
家に甚大な被
害を及ぼすこ
とが予想され
るので、緊急
に整備をする
必要がある。

Ａ

地域住民の
生命・財産を
守ることがで
きる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

受益者が特
定される為。

Ａ

土地改良事
業の性格上、
民間では馴染
まない。

Ｂ

県営ため池等
整備事業を実
施するにあた
り、地元調整
の窓口とし
て、また事業
実施にあたり
事業費の７%
を負担をする
ため。

Ａ

ため池堤体を
整備すること
で、下流の農
地・民家への
被害を未然に
防止すること
ができる。

Ｂ

ため池を整備
すれば、災害
から地域住民
の生命・財産
を守ることに
つながる。

Ａ

ため池が築造
後約１２６年経
過しているた
め、近年堤体
の老朽化著し
く、堤体そのも
のが脆弱化し
たため堤体裏
面から漏水が
みられる。以上
のような状況な
ので、堤体の決
壊の危険度は
非常に大きく、
決壊した場合、
被害が大きくな
ることが予想さ
れるので、早期
の整備が必要

Ｃ

税収には影響
しない。

Ｃ

人口増加には
影響しない。

事
業
完
了

終
了

平成１３年度から着手し、平成１６年度でため池の整備が完了
する予定。
１６年度はため池の法面保護工・雑工を残すのみとなってい
る。
事業終了後は、三次市土地改良区の規約及び維持管理規定
に基づいて施設が管理される。なお、日常の管理は受益者が
管理する。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

39

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15

県営ため池
整備事業負
担金（ごっぱ
つ池）

2,000 Ａ

ため池の老朽
化が進んでお
り堤体の決壊
の危険度は
大きく、万が
一決壊したら
下流農地・民
家に甚大な被
害を及ぼすこ
とが予想され
ので、緊急に
整備をする必
要がある。

Ａ

地域住民の
生命・財産を
守ることがで
きる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

受益者が特
定される為。

Ａ

土地改良事
業の性格上、
民間では馴染
まない。
土地改良法
の性格
①公共性
個別農家では
なし得ず多数
の農家の共
同で行う
②私益性
事業の効果を
個別農家が
受益する。

Ｂ

県営ため池等
整備事業を実
施するにあた
り、地元調整
の窓口とし
て、また事業
実施にあたり
事業費の７%
を負担をする
ため。

Ａ

ため池堤体を
整備すること
で、下流の農
地・民家への
被害を未然に
防止すること
ができる。

Ｂ

ため池を整備
すれば、災害
から地域住民
の生命・財産
を守ることに
つながる。

Ａ

ため池を整備
すれば、災害
から地域住民
の生命・財産
を守ることに
つながる。

Ｃ

税収には影響
しない。

Ｃ

人口増加には
影響しない。

事
業
拡
大

増
額

県営ほ場整備事業新規として採択をうける準備を１５年度で行
い、平成１６年４月１日付けで県営ため池等整備事業の新規
採択を受けた。
平成１６年度から着手、平成１９年度完了を目指し整備を進め
る。
施工中は、下流の河川に汚濁防止等の影響を与えないよう、
汚濁防止施設の設置等により配慮する。
事業終了後は、三次市土地改良区の規約及び維持管理規定
に基づいて施設が管理される。なお、日常の管理は受益者が
管理する。

事
業
拡
大

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

限度工期である平成
１９年度の工事完了
をめざして推進す
る。

40

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15

棚田地域等
保全整備事
業（朝日地
区）

7,000 Ａ

中山間棚田
地域の耕作
放棄地の増
加に歯止めを
かけるために
本事業を行っ
た。事業の実
施により，棚
田の狭い区画
が解消されま
た機械の搬入
や水管理が
容易になり，
耕作放棄地
の発生を防止
し，将来にわ
たって継続的
な農業生産活
動を可能にし
た。

Ｃ

当地区での事
業は完了した
ため，今後は
地元での維持
管理に勤めて
もらう。

Ａ

他の手段は
採択要件が
厳しいため，
他の手段はな
い。

Ｃ

中山間棚田
地域の受益
市民に限られ
る。

Ａ

本事業の民
間事業者の
参入はない。
なお，事業実
施は，業者と
工事請負契
約を行った。

Ｂ

三次市土地
改良区が事
業主体となっ
ているが，事
業採択や工
事指導など市
が技術的に支
援をした。

Ｂ

中山間棚田
地域では高齢
化・過疎化に
よる耕作放棄
地の増加が
問題となって
おり，それら
が周辺に及ぼ
す影響などか
ら社会的ニー
ズはある。

Ａ

中山間棚田
地域では高齢
化・過疎化に
よる耕作放棄
地の増加が
問題となって
おり，そのよう
な地域での市
民ニーズは高
い。

Ａ

中山間棚田
地域では高齢
化・過疎化に
よる耕作放棄
地の増加が
問題となって
おり，そのよう
な地域では農
作業は極めて
効率が悪く耕
作者には重労
働であり，後
継者不足を招
く一因となっ
ている。

Ｃ

農業生産性
は向上する
が，耕作者の
大幅な所得増
に繋がるとは
考えにくい。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

平成１４年度から実施した棚田地域等保全整備事業は，平成
１４年度の１期工事および平成１５年度の２期工事にて事業を
完了した。今後，中山間棚田地域の高齢化・過疎化による耕
作放棄地の発生を防止するためには，このような地域におい
て地元の要望等があった場合には新規事業採択の検討をす
る必要がある。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

本事業とあわせて直
接支払交付金の有
効活用等により，当
該農業集落の活性
化を図る。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

41

ふ
る
さ
と
農
林
室

有 有 16
土地改良区
合併推進事
業

3,500 Ａ

検討会を設置
して土地改良
区のあり方の
検討や市町
村合併に伴う
土地改良区
の合併問題に
ついて十分協
議することが
できた。

Ｂ

合併までの綿
密なスケ
ジュールを立
てたり、各土
地改良区の
役員を対象と
した研修会の
実施など十分
にできなかっ
た面もある。

Ａ

他の手段とい
うより、予算
の範囲内で実
施できること
を行った。

Ｃ

各土地改良
区の組合員
が対象。

Ａ

土地改良区
の合併問題
は、市町村合
併協議会での
確認事項でも
あり民間が推
進すべき事業
ではない。

Ｂ

サービスでは
ないが、県・
土地改良事
業団体連合
会・土地改良
区・市が一体
的に推進すべ
き事業であ
る。

Ｂ

地域社会に
とっても土地
改良施設（農
道・水路等）
は、生活の基
盤となる重要
な施設であ
り、その施設
は土地改良
区が生涯にわ
たり管理しな
ければならな
いものである
ため、組織の
健全化・合理
化を進め、維
持管理体制を
強化する必要
がある。

Ｂ

土地改良区
が合併し、組
織体制を強化
することで、
現在、市民が
一部管理され
ている土地改
良施設の維
持管理が徹
底できるよう
求められてい
る。

Ａ

市町村合併
後、統合すべ
き団体は早急
に統合する必
要がある。

Ｃ

合併が実現し
ても直接税収
増にはつなが
らない。

Ｃ

合併が実現し
ても直接人口
増にはつなが
らない。

事
業
拡
大

増
額

平成16年度において、9つの土地改良区の役員・担当者によ
る合併準備委員会を設置し統合計画書の検討など準備を進
める。その後、各土地改良区の理事にも参加してもらい合併
推進協議会を設置し、具体的な合併協定項目について協議
し、平成18年4月を目途とする合併の実現に向けて取り組む。

事
業
完
了

終
了

本事業は，13年度に合
併した三次市土地改良
区の合併後の運営を支
援するための合併支援
策であり，16年度をもっ
て完了する。ただし，17
年度からは，市内９土地
改良区の17年度の合併
をめざして積極的に推進
する。さらに，土地改良
区の経営安定化及び農
業用施設（農道・水路
等）の適切な改良・維持
修繕を図るため，現在，
三次市が行っている小
規模な農業用施設の改
良事業や修繕等につい
ては，土地改良区で行う
ことも将来課題として検
討するとともに，合併に
際しての賦課金の徴収
についても整理する必要
がある。

42

ふ
る
さ
と
農
林
室

有 有 15
小規模農業
基盤整備事
業

35,000 Ａ

維持管理費
の節減と農業
の近代化及
び農業経営
の安定を図れ
た。

Ａ

地元要望対
応により農業
に対するやる
気の発揮を起
こすことがで
きた。

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

特定の受益
者のみであ
る。

Ａ

利益は少なく
投資効果が
少ないため民
間サービスを
行っていな
い。

Ｂ

投資による収
益が少なく民
間による対応
は困難であ
る。

Ａ

農業を守って
いくためにも
必要な事業で
ある。

Ａ

農業による収
益は少なく，
受益者だけで
は対応できな
い事業であ
り，農業関係
者が強く望む
事業である。

Ａ

特に老朽ため
池補強工事に
ついては，用
水確保のみに
止まらず決壊
した場合の被
害は多大であ
るため早急に
実施する必要
がある。

Ｃ

税収等に対す
る事業効果は
望めない。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

小規模農業基盤整備事業に対する農業関係者の要望は多く，
特にため池では侵食による老朽が著しい地区が多く，農業用
水確保のみでなく決壊時の被害は多大となる恐れがあり早急
な対応が本事業による老朽ため池補強事業は特に必要とな
る。

事
業
縮
小

減
額

必要最小限の整備
とする。

43

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
アンテナ
ショップ整備
事業

4,500 Ａ

アンテナショッ
プの整備に関
して，事業主
体であるＪＡ
に補助金を交
付することに
より，市内農
家の収入確
保，出荷農家
の増加による
農業振興，担
い手の育成等
の効果が生ま
れている。

Ｂ

三次産農産
物のＰＲの拡
大，出荷品の
品質向上，消
費者ニーズに
あった農産物
の生産等によ
りさらなる成
果の向上が
見込まれる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

農業者を対象
としており，多
数の市民が
受益者となる
ことができる。

Ａ

アンテナショッ
プ整備に関す
る補助事業で
あり，行政の
支援策である
ことから，民
間にはなじま
ない。

Ｂ

アンテナショッ
プの運営自体
は事業主体で
あるＪＡ三次
が行なってい
る。市は，施
設整備に関す
る補助金を交
付することに
より，間接的
に農家への支
援を行なう。

Ａ

高齢者，女
性，小規模農
家でも農産物
の出荷ができ
る販売施設で
あることから，
農業者の生
産意欲の向
上，農地の有
効利用，集落
機能の維持
の観点から見
ても現在の農
業情勢におい
ては，必要性
が極めて高い
と言える。

Ｂ

アンテナショッ
プ自体は，広
島市に設置し
ており，生産
者サイドから
見れば販路
の確保，拡大
につながるこ
とで，求めら
れているサー
ビスである。

Ｂ

施設について
は既に整備済
みであるが，
アンテナショッ
プの経営安定
を早期に図る
ことが効果的
である。

Ｂ

農業者の収
入は販売額と
比例して増加
するが，生産
者個人の所
得ということで
あれば，金額
的には大きな
数字になら
ず，若干の伸
びしか期待で
きない。

Ｂ

販路が確保で
きていること
により，Ｕター
ン農業者の若
干の増加が
見込まれる。

事
業
完
了

終
了

平成１３年度に整備したアンテナショップ(ＪＡ三次きん菜館）に
ついては，平成１３年９月の開業から販売額，販売点数，来場
者とも順調に増加しており，三次市の農業振興に関して大きな
効果があったと言える。
高齢者や女性が生産した少量多品目の農産物が出荷販売で
きることとなり，生きがい対策，農地利用等の観点からも評価
できるものと思われる。
今後は，さらなる会員の増加と，出荷農産物の品質向上，品
目の確保等ＪＡ三次と連携しての営農指導等の支援が必要と
思われる。

事
業
完
了

終
了

自主的・主体的な運
営にむけて，今後の
市の関わり方につい
て再考を要する。

44

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
アグリフロン
ティア支援事
業

1,480 Ａ

アイデアとや
る気はあるが
諸処の理由に
より実施が困
難であった新
しい取組への
支援というこ
とで，評価で
きる。

Ａ

補助対象が
前例のない取
組であること
から，取組が
成功する保証
はないが，成
功した場合の
効果は大き
い。

Ａ

新規事業の
掘り起こしを
きめ細かく行
なうために
は，補助事業
として実施す
ることが適当
である。

Ｃ

取組が成功し
た場合には，
他への波及
効果があると
考えられる
が，支援を受
ける市民は限
られる。

Ｂ

民間の投資と
いう点から考
えると，リスク
のある部分が
あるため，実
績のない取組
への投資は
難しいと思わ
れる。

Ｂ

農家のやる
気，将来の可
能性等を考慮
して，市が支
援を行なうの
が適当と思わ
れる。

Ｂ

せっかくよい
アイデアを持
ちながら，資
金面等から実
行できない農
家に対して支
援すること
は，農業の将
来の可能性を
広げるもので
あり，需要は
見込まれる。

Ｂ

せっかくよい
アイデアを持
ちながら，資
金面等から実
行できない農
家に対して支
援すること
は，農業の将
来の可能性を
広げるもので
あり，需要は
見込まれる。

Ｂ

他の成功例を
見てからの支
援であれば，
効果は確実と
言えるが，特
産品化の可
能性，農業者
のやる気の増
進等の面か
ら，要望に対
してはできる
だけ早急に対
応することが
望ましい。

Ｂ

農家の収入
が増加するこ
とにより，税
収の若干の
伸びが期待で
きる。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

増
額

市内では栽培事例のない高級イチゴの新技術による栽培施
設への助成とそのイチゴの個人ブランド化推進への助成を
行った。栽培技術が確立されていない点，出荷時期が需要期
と一致しなかったこと等により計画どおりの生産・販売には至
らなかったが，今後の指導研修により，事業効果が出てくるも
のと思われる。
当該事業は，農産物を対象としていることから気象条件，社会
情勢等により事業効果がすぐには出ない部分があるが，農業
の将来性を考えると継続しての実施が必要である。
新規就農者の確保にも効果的であると思われ，三次市として
実施していることを広くＰＲする必要がある。行政としては，全
国的にも少ない取組であると思われるが，関係機関との連携
を図り，効果的な実施をすることが必要である。

事
業
縮
小

（
事
業
見
直
し

）

減
額

市の役割・推進方法
等のソフト面での充
実を図り，本事業が
積極的に活用される
よう働きかけを行う。

11



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

45

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 15

集落農場型
農業生産法
人育成ステッ
プアップ事業

15,498 Ａ

集落農場型農
業生産法人の
設立にあたって
は，機械施設
の整備等初期
投資額が大き
く，補助金がな
ければ法人の
運営は設立当
初から厳しいも
のになる。
その初期投資
を抑制し，法人
の早期の経営
安定を図るた
めには，有効な
支援策であっ
た。

Ａ

市内では初めて
の集落型農業生
産法人であり，
今後の農業経営
のひとつのあり
方として，モデル
的存在で，市内
の農業関係者か
らかなり注目さ
れている。
個別経営による
農業機械への過
剰投資を抑え，
大規模経営によ
る作業の効率化
を図る等低コスト
で収益率の高い
農業経営方法と
して今後の成果
が見込まれる。

Ａ

市が事業主
体となり機械
施設を整備
し，法人に
リースを行な
う方法がある
が，補助金を
交付する方が
経費も少な
く，法人の自
立を促すうえ
でも有効な方
法と考えられ
る。

Ｃ

事業として
は，海渡町の
６０名のみが
受益者であ
る。
しかし，法人
の経営が成
功すれば，他
への波及効
果は大きいも
のと思われ
る。

Ａ

補助金を交付
しての機械施
設整備事業
は，民間事業
者の参入はな
い。

Ｂ

事業効果とし
て，農地の保
全，集落機能
の維持等の
効果も考えら
れ，集落型農
業生産法人
の育成は，市
として支援を
行なう業務で
あると思われ
る。

Ｂ

県内各地で同
様の法人が設
立され，成功例
も数多く報告さ
れており，県，
市とも法人育成
は農業の重点
施策のひとつで
あり，三次市内
でも法人設立
の意向を持つ
集落がいくつか
あることから，
現在の農業情
勢においては，
求められている
支援策といえ
る。

Ｂ

この事業のよ
うな支援策が
あれば，同様
な法人の設立
は増加すると
思われ，法人
化を考えてい
る集落住民か
らのニーズは
高い。

Ａ

厳しさを増し
ている農業を
取り巻く情勢
からすれば，
農地の保全，
集落の維持
が今後ますま
す困難になる
ものと思わ
れ，このよう
な支援策を行
なうことにより
効果があがる
と考えられ
る。

Ｂ

水田農業経
営は，個別経
営ではほとん
ど赤字である
が，法人化す
ることにより
黒字経営へ
の転換が期
待でき，税収
の増加に繋が
るものと思わ
れる。

Ｂ

法人内での機
械作業のオペ
レーター等就
労の機会が
増えることか
ら，定年後の
Ｕターン者の
増加が若干
図られる。 事

業
完
了

終
了

平成１５年度のみの実施事業であるため，１法人しか受益者
がいなかった。
水田農業経営の安定，農地の保全，集落機能の維持等の観
点から，集落農場型農業生産法人の設立を考えている集落も
市内にはいくつか存在している。
１法人とはいえ設立できたことは，法人設立を検討している集
落にとっては，身近に事例があることにより，情報も得られ参
考にできることから，波及効果が期待できるものである。
法人化を検討している集落において，機械施設の整備は法人
設立に至るまでの大きな課題として取り上げられている。
水田農業を取り巻く情勢は，生産調整面積の拡大，米価の低
迷，異常気象の発生等厳しさを増すばかりで，個別経営にお
いては，機械への投資の拡大，高齢化，後継者の不足等課題
が山積している。
これらの課題を克服するための一つの手段として，集落農場
型農業生産法人の設立は，有効な手段であると考えられ，今
後この事業に代わる何らかの支援策を講じる必要がある。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

46

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
アスパラ産
地化支援事
業

6,249 Ａ

重点作物の
特産地として
規模拡大を
図った。

Ａ

栽培面積，栽
培農家の拡
大を図るなど
向上の余地
がある。

Ａ

他に手段はな
い。

Ｂ

農家を対象と
している。

Ｂ

ＪＡの所有す
る機械だけで
は不足してい
る。

Ｂ

三次市におけ
る重点振興作
物であるた
め，市が行う
べきである。

Ａ

　三次市アス
パラ産地化支
援施策として
必要性が高
い。

Ａ

　機械につい
ては，ＪＡ所有
だけでは台数
が不足してお
り，農家から
の要望が非
常に高い。

Ａ

　三次市アス
パラ産地化支
援施策として
面積拡大を図
るために早急
な実施が求め
られている。

Ｂ

施設整備を行
うことで農家
所得の向上に
つながる。

Ｂ

　当初の設備
投資へ助成
することによ
り，Ｉターン・Ｕ
ターンなどの
新規就農者
の獲得につな
がる。

現
状
維
持

現
状
維
持

三次市の振興作物であるアスパラガス栽培を振興し，産地化
を推進するために，栽培に必要な施設整備，機械導入等助成
を継続して行う。ＪＡ，生産者部会と協力し，新規植栽者の拡
大，増反者の掘り起こし等を行う。

手
段
変
更

現
状
維
持

アスパラガスの消費
は拡大傾向にあり，
また，新規栽培戸数
は増加していること
から，本事業は一定
の成果を得ていると
いえる。今後は，作
付面積の目標数値
を設定して取り組む
等の工夫を要する。
また，本事業の終期
を設定する。

47

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 15
アスパラ価
格補償支援
事業

2,083 Ａ

　野菜生産は
気象その他の
影響を受けや
すく，価格が
常に変動する
ため，生産農
家所得を不確
実なものにし
ているが，価
格補償制度に
よる価格補て
ん金を交付す
ることにより，
価格の安定
性が図られて
いる。

Ａ

　価格補償制
度による価格
補てん金を交
付することに
より，農家所
得の安定性
が図られてお
り，他の制度
はない。

Ａ

他の手段はな
い。（数量予
約を適正に行
う必要があ
る）

Ａ

野菜農業の
発展は，生産
者・消費者の
双方に寄与し
ている。

　価格安定制
度は，国・県・
団体の役割
分担によって
実施すること
となっている。

Ｂ

　野菜の生産
出荷の安定と
生産者の経
営安定，消費
者への安定
供給を図るた
め，野菜価格
安定制度は
重要であり，
市として行う。

Ａ

　野菜価格の
低迷，輸入野
菜の増加等に
よる情勢変化
の下，生産者
の生産出荷と
経営の安定，
消費者への
安定供給に欠
かせない制度
である。

Ｂ

　生産者にお
いては経営の
安定が図ら
れ，消費者に
おいては安定
供給が見込ま
れる。

Ｃ

　気象等不測
の状況が発
生しやすいた
め，状況に応
じた対応が必
要である。

Ｃ

野菜生産は
気象その他の
影響を受けや
すく，価格が
常に変動する
ため，生産農
家所得を不確
実なものにし
ているが，価
格補償制度に
よる価格補て
ん金を交付す
ることにより，
所得の安定
が図られ，税
収の減を防ぐ
ことが可能で
ある。

Ｃ

生産者の経
営安定を図る
ことにより，I
ターン，Uター
ンなど新規就
農者の増が
見込まれる。

現
状
維
持

現
状
維
持

　三次市の特産品振興作物として，安値価格補償を行い，ア
スパラガス生産農家の生産意欲の向上，経営安定を図るとと
ともに，計画的生産・出荷を推進し，価格の安定を図る。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
予
算
化

）

価格補償と植栽の
関係について整理す
る。
見直しの時期にあ
る。

48

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
ぶどう施設
導入支援事
業

19,172 Ａ

品質向上・販
売単価アップ
には，天候に
左右されない
ハウス導入は
必要。

Ａ

収量増に効果
があった。

Ｃ

路地作成も可
能だが，単価
は安い。

Ｃ

三次ピオーネ
農家を対象と
している。

Ａ

県補助事業
へ市の補助
金加算のた
め，民間はな
い。

Ｂ

農家所得の
向上と経営安
定を図り，三
次ピオーネの
ブランド化を
推進する。

Ｂ

販売単価が
高い時期の出
荷が可能。

Ｂ

消費者ニーズ
に対応してい
る。

Ａ

品質向上，安
定的な生産，
贈答用ニーズ
に対応するた
め，早急な実
施が必要と
なっている。

Ｂ

農家所得の
向上により，
収入増につな
がる。

Ｃ

ハウスによる
人口増はな
い。

事
業
完
了

終
了

ハウス導入により，天候に左右されることが少なくなり，品質の
向上・安定的な生産が図られることとなり，三次市の農産物特
産品としてブランド化の推進を図る。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

49

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
三次ピオー
ネブランド化
支援事業

882 Ａ

ブランド化の
確立により，
農家所得の
向上と経営安
定が図れる。

Ａ

産地間競争
が激化するな
か，品質向
上・栽培技術
のレベルアッ
プにより消費
者ニーズに対
応し，販売価
格の安定等
が図れる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

ぶどう生産農
家を対象とし
ているが，農
家拡大は見
込まれる。

Ｂ

市農業の先
進的取り組み
として，行政
が積極的に行
う。

Ｂ

農家所得の
向上と，波及
効果が予想さ
れ，農業経営
安定のため必
要と考えられ
る。

Ｂ

地域特性を生
かすため必
要。

Ｂ

ぶどう生産農
家，新規就農
者等求めてい
る。

Ｂ

他県産が急
進しており，
早急な実施が
必要となって
いる。

Ｂ

販売額増額に
より，収入増
につながる。

Ｂ

新規就農者
やＵターンに
よる増加が見
込まれる。

現
状
維
持

現
状
維
持

市場動向には対応できつつあるが，商標登録，全国レベルで
のブランド化は今後の課題となっている。
食の安全性，高品質化等が求められており，ぶどう産地として
の育成・定着化を早急に取り組む必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

一定の研修・情報交
換は行なってきた。
今後は，三次ピオー
ネのブランド化に向
けた具体的な施策・
取り組みを示す必要
がある。

50

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
転作作物振
興推進活動
事業補助金

400 Ａ

米の生産調
整の推進を図
り，特産品と
して振興する
必要がある。

Ｂ

生産調整推
進に加え，転
作作物栽培
技術向上が
図れる。

Ａ

他の有効的
手段が無い。

Ｂ

米の生産調
整を実施し，
部会加入農
家が対象とな
る。

Ａ

米の生産調
整対策のた
め。

Ｂ

米の生産調
整，農家所得
の確保，経営
安定のため必
要。

Ｂ

米の消費が
少なくなって
おり，生産調
整が毎年実
施の必要性
が生じてい
る。

Ｂ

米政策対応に
必要。

Ｃ

毎年実施が
必要となって
いる。

Ｂ

作物により就
労時間差はあ
るが，農家所
得の向上が
見込め，収入
増につなが
る。

Ｃ

取り組みによ
る影響はな
い。

事
業
完
了

終
了

米の生産調整，転作作物栽培技術の向上は，取り組む必要
はある。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

51

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 15
販売野菜等
ハウス導入
支援事業

5,974 Ａ

年間を通じた
生産に，ハウ
ス導入は必
要。

Ａ

年間を通じた
安定販売が
見込める。

ハウス以外の
手段はない。

Ｃ

ハウス導入農
家を対象とし
ている。

Ａ

県補助事業
へ市の補助
金加算のた
め，民間はな
い。

Ｂ

農家所得の
向上と農業経
営の安定が
図られる。

Ｂ

冬場の出荷
増量が求めら
れる。

Ｂ

消費者ニーズ
に対応してい
る。

Ａ

安定的な生
産，販売が可
能となるた
め，早急な実
施が必要と
なっている。

Ｂ

農家所得の
向上により，
収入増につな
がる。

Ｃ

ハウスによる
人口増はな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

ハウス導入により，天候に左右されることが少なくなり，品質の
向上・安定的な生産が行われることとなり，農家の生産意欲の
向上とともに農業所得の増加を図る。

事
業
拡
大

現
状
維
持

三次きん菜館の販
売額は順調であり，
一定の成果が見ら
れる。また，「地産地
消の推進」「高齢者
の就農支援」「アス
パラガス振興」等の
観点からも本事業の
果たす役割は大きい
ことから，本事業は
引き続き積極的に推
進する。

52

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16
肉用牛ブラ
ンド化推進
事業

5,500 Ａ

効率的な畜産
経営を実現す
るためには，
和牛の改良を
推進すること
が非常に有効
である。

Ｂ

今後，より良
い和牛が誕生
した場合に更
新していく必
要がある。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

市内の畜産
農家。

Ｂ

畜産協会等
が実施してい
るが，一層の
成果をあげる
ためには市も
実施する必要
がある。

Ｃ

ＪＡ三次に業
務委託するほ
うが効率的に
実施できる。

Ｂ

畜産は当市
の農業におい
て重要な位置
を占めてお
り，その振興
を図る必要性
は高い。

Ｂ

畜産は当市
の農業におい
て重要な位置
を占めてお
り，その振興
を図る必要性
は高い。

Ａ

和牛の改良
は日々進んで
おり，早急に
実施しないと
他産地に取り
残される恐れ
がある。

Ｂ

効率的な畜産
経営が実現
することで，
税収の増加
が見込める。

Ｂ

効率的な畜産
経営が実現
することで，
後継者が増え
る可能性があ
る。

事
業
拡
大

増
額

現在，優秀な繁殖雌牛の増産と保留を推進しており，将来の
『三次和牛』の基礎となる繁殖雌牛群を築いている段階であ
る。今後は，この優秀な繁殖雌牛群に優秀な精液を導入し，
長期的スパンで改良事業に取り組む必要がある。 また，和牛
の改良は双三和牛改良組合が中心となって行っており，事業
の円滑化及び畜産農家の実態に即した運用といった面から，
改良組合の事務局であるＪＡ三次への業務委託を検討してい
く。

事
業
拡
大

現
状
維
持

即効性のある事業で
はないが，長期的視
野に立ち，引き続き
継続的に取り組む。

13



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

53

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16
木とのふれ
あい促進事
業

834 Ａ

森林・林業に
対する興味，
関心を高める
ため，地域材
を利用した木
工教室を開催
した。

Ａ

地域の森林,
林業への関
心,興味を高
めることによ
り，木材利用
の促進につな
がる。

Ａ

実際に地域材
を利用するこ
とにより，木を
より身近な存
在として意識
することがで
きるので効果
は高い。

Ｂ

小中学生を対
象としている

Ａ

同じ目的で行
われている
サービスは無
い。

Ｂ

市，広島県森
林環境づくり
支援セン
ター，森林組
合，林業研究
グループが連
携して実施す
ることにより，
高い事業効果
が望める。

Ａ

林業が低迷し
ている中，木
材の利用促
進を図るうえ
でも，事業に
対するニーズ
は高い。

Ａ

林業が低迷し
ている中，木
材の利用促
進を図るうえ
でも，事業に
対するニーズ
は高い。

Ｂ

継続して実施
することで，
事業効果の
拡大を図る

Ｂ

地域材のＰＲ
効果が見込ま
れる

Ｃ

人口の増加に
は影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

本事業は１５，１６年度と実施しているが，これにより児童生
徒・保護者に，地域材の利用及び森林林業への興味と関心が
高まっており，参加者からも事業継続を望む声が高い。それに
加え，技術指導を行った森林組合，林業研究グループに森林
林業の普及活動への関心が高まっており，さまざまな面から
事業の効果が現れつつある。今後も継続して実施することに
より事業効果を確かなものにする。

事
業
縮
小

減
額

より効果的な手法を
検討する。

54

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 16
三次市有害
鳥獣駆除活
動補助金

2,159 Ａ

農作物被害
軽減を図る目
的のため，有
害鳥獣駆除
班を編成し，
駆除活動を
行った。

Ａ

農地に出没す
る有害鳥獣を
駆除し，被害
を軽減するこ
とが，農業者
の生産意欲
向上につなが
る。

Ａ

他の手段はな
い

Ｂ

有害鳥獣によ
る被害者から
の依頼によ
り，駆除班に
出動を要請し
ている。

Ａ

民間はサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

有害鳥獣によ
る被害は市内
全域にあり，
効率的な駆除
を行うために
も，市による
駆除班活動
が必要であ
る。

Ａ

農作物被害
の軽減を図る
上でも，駆除
活動に対する
ニーズは高い

Ａ

農作物被害
の軽減を図る
上でも，駆除
活動に対する
ニーズは高い

Ａ

被害軽減を図
る上でも早期
の対応を求め
られている。

Ｂ

農作物被害
が軽減される
ことで，農業
収入の増加と
生産意欲の
向上が見込ま
れる。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

イノシシ等有害鳥獣による被害がある中で，農作物被害の軽
減及び農業者の生産意欲向上のためにも事業を継続して実
施する。

現
状
維
持

現
状
維
持

班の再編を進める。

55

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
病害虫等被
害枯損木処
理事業

4,515 Ａ

倒木の恐れ
がある市道沿
いの枯損木の
伐採し，事故
の未然防止を
図ることがで
きた。

Ｂ

事業実施によ
り，倒木によ
る事故を防止
することがで
きたことに加
え，林分を適
正な状態に改
善することが
できた。

Ａ

立ち枯れの木
を伐採する事
業は他にない

Ｂ

現地調査，地
元要望があっ
た地区を優先
的に行った

Ａ

民間業者は
同様のサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

事業の目的
が倒木による
道路の事故
防止であるた
め市が実施す
ること必然で
ある。

Ａ

松くい虫など
で立ち枯れに
なった木は多
く存在してお
り，事業に対
するニーズは
高い。

Ａ

松くい虫など
で立ち枯れに
なった木は多
く存在してお
り，事業に対
するニーズは
高い。

Ａ

事故を防止す
るためにも，
早急に実施す
ることが必要
である。

Ｃ

税収等への
影響はない

Ｃ

人口増加へ
の影響は無い

現
状
維
持

減
額

　事業の実施により，倒木の恐れのある枯損木を伐採し，事故
の未然防止を図るとともに，林分の適正化，美観の向上など
に努めた。依然として，立ち枯れの木が市内各所に見られ，台
風，積雪などによる倒木の恐れがあるため，引き続き事業を
継続する。
　事業実施にあたっては，緊急雇用創出事業が今年度で終了
し，他に該当する補助事業が無いため，単市で対応する。

事
業
縮
小

減
額

（
段
階
的
に
減
額

）

一定の成果は認め
られるが，緊急雇用
創出事業の終結に
伴い，本事業も廃止
する。

56

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16
イノシシ被害
防護柵設置
事業補助金

2,810 Ａ

イノシシ等有
害鳥獣による
農作物被害を
防止する目的
に合致してい
る。

Ｂ

有害鳥獣によ
る農作物の被
害防止を図る
ことで，農業
生産及び生
産意欲の向
上につなが
る。

Ａ

他に有害鳥獣
の侵入を防止
する方法はな
い，

Ｃ

新たに防護柵
を設置した農
業者を対象と
している。

Ｂ

ＪＡ三次，ＮＯ
ＳＡＩ北部が助
成事業を行っ
ているが，対
象作物，購入
先等の制限
がある。

Ｂ

他団体（ＪＡ，
農業共済）の
補助事業では
補助要件に該
当しない人も
おり，事業効
果を幅広くす
るためにも，
市の関与が
妥当である。

Ａ

イノシシ等有
害鳥獣による
農作物被害
防止対策へ
のニーズは高
い

Ａ

イノシシ等有
害鳥獣による
農作物被害
防止対策へ
のニーズは高
い

Ａ

被害防止のた
め早急に実施
することが求
められてい
る。

Ｂ

農作物被害を
防止し，農業
収入の安定
化及び生産
意欲の向上
が図れる

Ｃ

人口増加には
影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

今後も引き続いて実施することで，農作物被害を防止し，農家
の生産意欲の向上を図る。

事
業
拡
大

増
額

より効率的かつ効果
的な防止策を推進す
るため，直接支払交
付金の活用も視野に
入れ，集落全体での
取り組みによる防護
策設置について検討
する。また，本事業
の終期を設定する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

57

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 16
三次市有害
鳥獣捕獲補
助金

1,676 Ａ

駆除活動の
奨励，農作物
被害の防止を
図る目的に合
致している。

Ａ

駆除活動を奨
励し，駆除班
員の意欲向
上を図るとと
もに，農作物
被害の防止
することによ
り農家の生産
意欲向上につ
ながる

Ａ

駆除班員の
活動意欲向
上を図ること
ができる。

Ｃ

駆除班のみを
対象としてい
る

Ａ

同様のサービ
スを行う民間
事業体はな
い。

Ｂ

駆除班は市
からの依頼に
より出動して
いる

Ａ

イノシシ等に
よる農作物被
害が多い中
で，駆除班の
活動に対する
ニーズは高
い。

Ａ

イノシシ等に
よる農作物被
害が多い中
で，駆除班の
活動に対する
ニーズは高
い。

Ａ

イノシシ等に
よる農作物被
害が多い中
で，駆除班の
活動に対する
ニーズは高
い。

Ｂ

駆除活動の
奨励，農作物
被害の防止を
図ることによ
り，農業収入
の増加につな
がる。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

イノシシ等有害鳥獣による農作物被害が発生している中，有
害鳥獣駆除班に対する期待は高く，それに対して，迅速かつ
効果的な駆除活動を行っている。今後も継続して実施すること
により，駆除班員の活動意欲の向上を図ることにより，被害防
止及び農業者の生産意欲向上に努める。

事
業
縮
小

（
継
続

）

減
額

（
総
額
抑
制

）

単価を見直す。

58

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 15
経営構造対
策事業（調査
分析活動）

14,052 Ａ

農地の荒廃
の防止，遊休
農地の活用，
農地の利用
集積等のため
には，農地情
報と地図情報
がリンクした
形で確認でき
ることが不可
欠であり，そ
のためにはコ
ンピュータに
それらの情報
を入力し，一
括管理を行な
うのが最も効
率的である。

Ａ

現状では市内
全域のデータ
整備が完了し
ていないた
め，システ
ム，データとも
活用が不十
分であるが，
完了後におい
ては，事業の
成果は大きい
ものと思われ
る。

Ａ

他の手段はな
いものと思わ
れる。

Ｂ

農業者すべて
が受益者とな
りうるもので
ある。

Ａ

農地情報，地
図情報とも行
政所有の情
報であり，民
間事業者の
参入はない。
なお，情報の
入力業務につ
いては，情報
保護の覚書を
締結したうえ
で，業務委託
を行なった。

Ｂ

行政所有の
情報のコン
ピュータへの
入力であるこ
とから，市以
外の事業主
体は想定でき
ない。

Ａ

農業者の高
齢化，担い手
の不足等から
荒廃農地や
遊休農地が
増加してお
り，農地の保
全の観点から
社会的ニーズ
は極めて高
い。

Ｂ

転作を含め農
作業の委託を
希望する農家
は増加してお
り，受託者確
保への支援
が求められて
いる。

Ａ

農業者の高
齢化，担い手
の不足等から
荒廃農地や
遊休農地が
増加してお
り，これらの
課題に対処す
るためには，
早急に実施す
る必要があ
る。

Ｂ

農作業受託
者の収入増に
繋がり若干の
税収増が期
待できる。

Ｃ

人口の増加に
はほとんど影
響しない。

現
状
維
持

現
状
維
持

平成１４年度から平成１８年度までの継続事業であり，年度別
の計画を作成し順次事業を進めている。
この事業に関しては，現在の農業農村が抱える多くの課題に
対処するために，必要不可欠な業務と言え，事業完了後には
大きな成果があるものと期待できる。
しかし，この事業の有効活用を図るためには，ＪＡ等関係機関
の協力による確固たる支援体制を構築する必要があり，新市
で設立される農業公社を含め，今後協議検討を行なっていか
なければならない。
農地情報と地図情報を完全に整合するためには，膨大な事務
量があり，またその事務は業務委託することができない（個人
情報の付属した税務情報を使用）ため，職員への負担が大き
い。
また，農地情報，地図情報とも登記異動に伴い随時変化する
ものであるため，最新の情報へと更新する必要があり，後年
度負担が発生する。

現
状
維
持

現
状
維
持

農家台帳の効率的
管理・運用を進める
ため，本事業を引き
続き継続する。ま
た，新市全体の整備
計画についても検討
を要する。

59

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
畑作振興小
規模農業基
盤整備事業

600 Ｂ

畑作転換を目
的としている
が、畑作転換
が義務でない

Ｂ

対象面積が
少ない

Ａ

ほかに手段が
ない

Ｃ

用途地域内に
限る

Ａ Ｂ

利益に即効性
がなく市が関
与すべき

Ｂ

稲作の転換
で、国の方針

Ａ

畑作転換の
絶対必要条
件

Ｂ

国の方針（米
あまり）が変
わらない限り
できるだけ早
く

Ｃ

面積が少なく
あまり期待で
きない

Ｃ

面積が少なく
あまり期待で
きない

現
状
維
持

現
状
維
持

・用途地域内農地の畑作転換を進めるため、上限が単県まで
拡大した単市新制度で対応する。
・現況調査及び制度利用をＰＲする。

事
業
完
了

終
了

米の生産調整制度
が新制度へ移行した
ことにより，本事業
は終了する。

60

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 無 15
土地改良施
設リニューア
ル調査事業

400 Ａ

土地改良施
設の実態調
査を行うこと
を目的とした
事業である。

Ｂ

すべての課題
を抽出できた
わけではな
く、もっと綿密
に把握できる
余地はある。

Ａ

図面作成等
は、業務委託
したが費用に
対する効果は
上がってい
る。

Ｃ

モデル地区と
して和田・神
杉地区を対象
としているた
め、特定の市
民を対象とし
ている。

Ａ

公共事業によ
る効果の検証
であり、市が
行うべきもの
である。

Ｂ

公共事業によ
る効果の検証
であるため、
市で行うべき
ものである。

Ｂ

農業生産を支
える施設であ
ると同時に、
生活の基盤と
なる施設でも
あるため、施
設の実態調
査は必要であ
る。

Ｂ

ほ場整備事
業後20～30
年経過してい
るため、土地
改良施設（農
道・水路等）
の老朽化は
進んでおり、
施設のリ
ニューアル
は、市民が求
められている
事業である。

Ａ

現在も耕作に
支障を来たし
ている箇所が
あり、早期に
事業制度の
確立が求めら
れている。

Ｃ

要望事業制
度が創設さ
れ、事業実施
を行っても直
接税収増には
つながらな
い。

Ｃ

要望事業制
度が創設さ
れ、事業実施
を行っても直
接人口増には
つながらな
い。

事
業
完
了

終
了

調査の結果、地元農家の意向やリニューアルの必要な施設の
把握ができ、当事業提案はもちろんその他の事業を展開する
うえで当調査は非常に役に立つものである。
平成15年度において実態調査の把握は終了したが、平成16
年度以降においても国・県に対し制度創設に向けて、強く要望
していく予定である。国・県としては、「財政が厳しい中ではあ
るが何らかの事業制度の創設は必要であると考えている。」と
いうことである。

事
業
完
了

終
了

新農業水利システム
保全事業の制度創
設・新規採択につな
がり，一定の成果が
あった。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

61

ふ
る
さ
と
農
林
室

有 有 16
分収造林事
業（保育管理
事業）

52,444 Ａ

分収契約を締
結した山林
を，保育事業
により適正な
状態にした。

Ｂ

これまで一貫
した保育事業
を実施してお
り，引き続き
実施する。

Ａ

植林から伐採
まで長期間管
理を行ってお
り，計画的か
つ効率的な事
業を実施して
いる。

Ｃ

分収造林契
約を締結した
山林を対象に
事業を実施し
ている。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ａ

分収造林契
約により市が
保育事業を実
施することが
義務付けられ
ている。

Ｂ

山林の保全を
図る上でも，
社会的に必要
性がある。

Ｂ

山林所有者と
の分収契約を
締結して事業
を実施してお
り，山林所有
者から適正管
理を求められ
ている。

Ｂ

植林から伐採
までの間，保
育（枝打，間
伐等）を実施
し，山林を適
正に管理し続
けなければ事
業の効果が
望めない。

Ｃ

税収等の増
加には影響し
ない

Ｃ

人口の増加に
は影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

　保育事業の推進により，山林の適正化に努めた結果，良好
な状態になっている。今後も継続して事業を実施することによ
り，ますますの事業効果の拡大を図る。今後の保育事業は間
伐が中心となることから，間伐材の販売を含めた有効利用を
考慮して事業を進める必要がある。

事
業
縮
小

減
額

現在の林業をめぐる
情勢を勘案し，土地
所有者の理解を得
たうえで事業を縮小
する。

62

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16

地域連携シ
ステム整備
事業（やすら
ぎ空間整備
事業）

620 Ａ

都市と農村の
交流を通じて
地域の活性
化に資するこ
とを目的とし
て実施してい
る。
受入体制を整
備することで
都市農村交
流活動の推
進が期待でき
る。

Ｂ

整備後も，時
代の流れに応
じて体制のあ
り方等につい
て検討してい
く必要があ
る。

Ａ

ソフト面の整
備であり，
ハード面の整
備に比しコス
トは安い。

Ｂ

上田町の住
民がメインで
あるが，他の
地域の住民も
参加してい
る。

Ａ

補助事業の
実施主体は
市町村，農協
等に限られて
いる。

Ｂ

義務付けられ
てはいない
が，補助事業
の実施主体と
なり得る団体
が他にない。

Ｂ

近年，都市住
民を中心とし
て農山村に
『癒し・やすら
ぎ』を求める
風潮が強まっ
ており，ニー
ズは高い。

Ｂ

地域の活性
化及び都市
農村交流活
動の場とし
て，ニーズは
高い。

Ｂ

すでに都市農
村交流活動を
実施してお
り，一層の推
進を図るため
にも速やかに
実施すること
が望ましい。

Ｂ

地元商店・営
農組合等の
売り上げが増
加し，将来的
にはスタッフ
の雇用も見込
める。

Ｂ

Ｉターン希望者
が現れる可能
性がある。

事
業
完
了

終
了

　地域資源（物的資源・人的資源）の再確認と，地域にある組
織間の連携のあり方等について検討し，現在行っている農作
業体験等の都市農村交流活動を一層円滑に実施できるように
体制を整えることができるようになる。（例：まちづくりセンター
と営農組合が協力して稲刈り体験を実施する。しめ縄作りで地
域のお年寄りが講師を務める）　単年度事業のため，今年度を
もって事業は終了するが，今後も時代のニーズに合わせて体
制や，企画運営の進め方について地域で検討していく必要が
ある。 事

業
完
了

終
了

63

ふ
る
さ
と
農
林
室

無 有 16
小規模崩壊
地復旧事業

56,478 Ａ

住民の生命
財産を守るこ
とを目的とし，
事業実施を行
なう。

Ｃ

向上性は少な
い。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

崩壊の恐れ
のある地域住
民を対象とし
ている。

Ａ

民間のサービ
スはない。

Ｂ

市の直接実
施義務はない
が，多額の事
業費を要する
ため，市以外
の事業主体
は想定してい
ない。

Ｂ

特定地域の
住民には，必
要性は高い。

Ｂ

特定地域の
住民には，市
民ニーズは高
い。

Ａ

崩壊の恐れ
のある地域で
あり，早急に
実施する必要
がある。

Ｃ

事業を実施し
ても税収等に
影響はない。

Ｃ

事業を実施し
ても直接人口
増加に影響は
ない。

現
状
維
持

現
状
維
持

啓発普及に努め，継続して，崩壊の恐れのある急傾斜地につ
いて，地元住民の要望に基づき，崩壊防止の工事を行なって
いく。

現
状
維
持

現
状
維
持

危険箇所の把握と
緊急時の対応につ
いて整理するととも
に，事業箇所の順位
付け等の基準を明
確化する必要があ
る。
負担率を見直す。

64

ふ
る
さ
と
農
林
室

有 有 16
森林整備地
域活動支援
交付金

33,690 Ａ

森林所有者
等と協定を締
結することに
より，適切な
森林施業を実
施するうえで
不可欠な作業
（現況調査，
作業路整備
等）を実施す
ることができ
る。

Ａ

事業実施によ
り，森林施業
が適切に行わ
れることが見
込まれる。

Ａ

他の手段はな
い

Ｂ

森林施業計
画を締結した
森林所有者
等を対象とし
ている

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ａ

市長と森林所
有者等との間
で協定を締結
することが必
須となってい
る。

Ｂ

山林の保全を
図る上でも，
社会的に必要
性がある。

Ａ

本事業によ
り，森林施業
が効率良く行
われるので，
事業効果，
ニーズは高
い。

Ａ

主伐までの
間，山林を適
正に管理し続
けなければ事
業の効果が
望めない。

Ｂ

実施により，
適切かつ効
率的な森林施
業が可能にな
り，事業費の
コストダウン
につながるた
め，林業生産
活動の向上
が見込める。

Ｃ

人口の増加に
は影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

協定締結に基づき，適切かつ効率的な森林施業を実施するう
えで必要な事業（現況調査，作業路の整備等）を実施するもの
であり，山林を良好な状態にするためにも必要である。
　協定締結期間は５年間であるが，その期間中に効果的な森
林施業を行ううえで必要な作業をすることができるので，事業
終了後においても引き続き効果的な施業を行うことができる。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
予
算
化

）

５年間の協定期間中
に，将来にわたって
必要な森林施業が
行える体制をつくる。
また，本事業は他の
施策と統合する等，
総合的施策として再
構築する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

65

元
気
な
商
工
室

無 無 15
電子商取引
整備支援事
業

200 A

電子商取引に
繋がる物産館
の開設，バー
チャルモール
の開設，電子
商取引への
理解を深める
ための啓発は
事業の目的に
合致してい
る。

B

バーチャル
モールの開設
（電子商取
引）が，今後
の商工業の
振興に果たす
役割は大き
い。

A

「楽天」で代表
されるように
バーチャル
モール（ネット
ショッピング）
は旺盛を極め
ているが，三
次市内商工
業者が参加
する，三次市
内商工業者
のためのバー
チャルモール
の開設は行
政が支援しな
ければ出来な
い事業であ
る。

Ｃ

バーチャル
モールには市
内商工業者
が参加可能，
バーチャル
モールでの
ネットショッピ
ングは，全て
の市民（全世
界誰でも）が
利用可能。

C

「楽天」で代表
されるように
バーチャルモー
ル（ネットショッ
ピング）は旺盛
を極めている
が，三次市内
商工業者が参
加する，三次市
内商工業者の
ためのバーチャ
ルモールは開
設されていな
い。開設を支援
しようとするの
は，三次市内
商工業者が参
加する，三次市
内商工業者の
ためのバーチャ
ルモールであ
る。

C

バーチャル
モールの開設
を支援するの
であって（開
設時に必要な
イニシャルコ
ストの支援），
開設後は，民
間（商工会議
所，ＴＭＯ等）
によって運営
される。

B

社会が急速に
IT化している
現在，所謂オ
ンラインショッ
ピングの必要
性は論を待た
ない。

B

CATVの整備
が重要課題
の一つである
今，市内商工
業者が参加
するバーチャ
ルモールの開
設は，正に市
民が求めてい
るサービスで
あり，バー
チャルモール
の開設を市が
支援すること
は，商工業者
が求めている
サービスでも
ある。

B

市内全域に
CATVが整備
されようとして
いる今，バー
チャルモール
を開設するこ
とが必要であ
り，市内商工
業の活性化
のためにも早
急に実施する
ことが必要で
ある。

B

オンライン
ショッピング
が軌道に乗る
ことは，市内
商工業者が
潤うことであ
る。（所得の
向上⇨税収の
増）

C

直接人口の
増加に影響す
る事業ではな
い。

手
段
変
更

減
額

当初，三次市物産館を設け，市内の物産を展示することによ
り，見て，触れて，味わったうえで，その場で，ネットで注文でき
るシステムとすることとしていたが，NTT三次支店建物の利用
料が高額であり，他に適当な建物も無いことから，物産館開設
を断念し，事業をバーチャルモール（電子商取引ウェブ）の開
設支援のみに絞り込むこととする。平成１６年度は，バーチャ
ルモール（電子商取引ウェブ）の開設を商工会議所等に働き
かけ，実際に開設できるようイニシャルコスト等の支援を行うこ
ととする。 事

業
完
了

終
了

66

元
気
な
商
工
室

無 有 15
空き店舗対
策補助事業

2,710 A

増加しつつあ
る空店舗を活
用し出店する
ことは，商店
街の賑わい創
出に繋がり，
事業の目的に
合致してい
る。

B

空店舗対策
事業が，今後
の商店街の
振興に果たす
役割は大き
い。

A

衰退しつつあ
る商店街の振
興について，
空店舗への
入居につい
て，民間が資
本を投じて
（融資等）積
極的対策を講
じるとは考え
られない。行
政であるから
こそ出来る事
業である。

B

補助対象者
は，市内商工
業者に限ら
ず，ギャラ
リィー等にぎ
わい回復事業
を行おうとす
る市民を対
象。

Ａ

民間では投資
効果が見出
せない。

B

衰退しつつあ
る商店街の振
興を図る必要
がある。

B

衰退の傾向に
ある中心市街
地を活性化す
る手段として
必要。

B

商店街の活
性化は，顧客
である市民の
市場選択の
巾を広げるこ
とにも繋がり，
経済効果も期
待できる。

B

経済環境は
日々変化して
おり，全国的
にも中心市街
地の空店舗
数は増加して
おり，当地に
おいても例外
ではなく早急
に歯止めをか
ける必要があ
る。

B

商店街が活
性化すること
は，市内商工
業者が潤うこ
とである。（所
得の向上⇨税
収の増）

C

魅力ある商店
街へと再生す
るならば，若
年人口の流
出に歯止めが
かかる可能性
はある。

現
状
維
持

現
状
維
持

衰退しつつある中心市街地を活性化する上で商業振興の観
点のみならず，まちづくりの観点から一体的に事業を進める必
要がある。この空店舗対策事業は先の２つの観点を網羅し得
る可能性をもつものであり，引き続き実施する必要がある。し
かし，補助対象とする商店街を限定し集中的に投資するのが
より効果的であるかどうかを今後検討する必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

制度の普及啓発を
行い事業の利用促
進を図る必要があ
る。制度対象者の拡
大について検討す
る。

終期設定する。

67

元
気
な
商
工
室

無 有 15
中小企業融
資支援制度
設置事業

1,000 A

創業及び企
業立地を促進
するための融
資は，三次市
の経済の活
性化という目
的に合致して
いる。

B

15年度の実
績が1件と少
なかったた
め，啓発事業
の向上余地
はあると思わ
れる。

A

他に利子補給
という手法も
考えられる
が，融資がス
ムースに行え
るのは，預託
手法なので，
融資後の施
策よりも，融
資そのものに
有利な事業手
法としている。
又，預託であ
るので，実質
的な支出では
ない。

C

特定の中小
企業者及び
事業所を対象
とした事業で
ある。

A

預託融資制
度は低金利
の自治体固
有の融資制
度であり，民
間ではサービ
スを行ってい
ない。

B

三次市の経
済の振興や
活性化を図る
ことが目的で
あるため市が
融資を行うべ
きである。

B

三次市の経
済の活性化と
いう面から考
えると必要性
があると思わ
れる。

B

特定の中小
企業者及び
事業所のみに
関する事業で
あるため，広
く市民が求め
ているサービ
スとはいい難
い。しかしな
がら，創業及
び企業立地を
考えていても
資金面で実行
できない者
（事業所）の
ために融資を
行うことは市
経済の点から
必要であると
考える。

B

事業の展開を
支援する上
で，融資希望
者へ迅速に資
金の供給を行
う必要があ
る。

B

企業立地，雇
用の関係で若
干の税収入
は期待でき
る。（固定資
産税，市民税
など）

B

新たな雇用の
関係で若干の
人口の増加
は期待でき
る。

手
段
変
更

現
状
維
持

実績が三次市創業支援資金融資制度の1件と少ないため，事
業自体の評価を行うのは難しい。むしろ啓発事業の見直しを
図るべきである。
15年度の実績が少なかったのは，不況により創業や新たな企
業進出を控えていたためだと考えられる。今後は，景気回復
の兆しも見られ，また全国的に活発に行われている産官学連
携によるニュービジネスへの展開も期待できることから，翌年
度は現状維持で進めていきたい。

手
段
変
更

（
事
業
見
直
し

）

現
状
維
持

利用実績が少ない
ため，利用しやすい
効果的な制度への
見直しを図る必要が
ある。

68

元
気
な
商
工
室

無 有 15

新規産業創
出・ベン
チャー企業
育成事業

1,954 A

研究開発事
業を支援する
ことは，目的
と合致してい
る。

B

新技術や新
事業開拓など
の経営革新
が，今後の商
工業の振興に
果たす役割は
大きい。

A

他に預託制
度，利子補給
制度等が考え
られるが，新
技術や新事
業開拓に対し
てスムースに
融資が受けら
れることは先
ず考えられな
い。そのた
め，補助制度
として事業を
展開している
のである。

A

起業や研究
開発を目指す
者であれば，
全ての市民が
利用可能。

B

研究開発には
多大の費用を
要する。補助
限度額を１億
円とする創造
的ビジネス開
発事業補助
金は，この
ニーズに応え
得るもの。

B

これからの新
規産業の発
掘に関し，行
政としてバッ
クアップ体制
を構築してお
くことは，重要
である。

A

産業界は，国
際的視野のも
と研究開発型
の経営がます
ます求められ
ており，このこ
とは山間部の
中小企業にお
いても同様の
ことである。

B

起業へのチャ
ンスが広がる
ことは，市民
のライフスタ
イルに夢を与
え，就業への
選択肢が増え
ることとなる。

B

目まぐるしく進
展する経済環
境，技術革新
に的確に応じ
るには，早急
な取り組みが
必要とされ
る。

B

研究開発等
の結果，商品
化が進むこと
は，市内商工
業者が潤うこ
とである。（所
得の向上⇨税
収の増）

B

経済の活性
化により雇用
創出を生み出
すことで人口
の増加が期
待できる。

事
業
拡
大

増
額

今後，より高度な技術・商品が求められることが想定され，こ
の消費需要に応えるには，より高付加価値のある研究開発が
必須となる。産・学・官連携のもとこの補助金制度が積極的に
活用されるよう推進する。

現
状
維
持

現
状
維
持

本地域の経済活性
化に貢献する事業で
あるので，より効果
的な制度への見直し
を行い，制度の普及
啓発と利用促進を図
る必要がある。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

69

元
気
な
商
工
室

無 無 15

起業家及び
技術者等人
材育成･創業
者ネットワー
ク支援事業

0 A

産・学・官の
連携体制の
確立，創業者
ネットワーク
協議会の創
設は，事業の
目的に合致し
ている。

B

起業の支援，
技術革新を支
援すること
は，今後の商
工業の振興に
果たす役割は
大きい。

A

産・学・官の
連携体制の
確立，創業者
ネットワーク
協議会の創
設は，行政が
関わらなけれ
ばできない事
業である。

A

起業や研究
開発を目指す
者であれば，
全ての市民が
利用可能。

A

このサービス
は民間との連
携でなりたっ
ており，民間
単独でのサー
ビスはない。

B

これからの新
規産業の発
掘に関し，行
政としてバッ
クアップ体制
を構築してお
くことは，重要
である。

B

産業界は，国
際的視野のも
と研究開発型
の経営がます
ます求められ
ており，このこ
とは山間部の
中小企業にお
いても同様の
ことである。

B

起業支援組
織が構築され
ることは，起
業へのチャン
スが広がるこ
とに繋がり，
市民のライフ
スタイルに夢
を与え，就業
への選択肢
が増えること
となる。

B

目まぐるしく進
展する経済環
境，技術革新
に的確に応じ
るには，早急
な取り組みが
必要とされ
る。

C

直接税収等
の増加に影響
する事業では
ない。

C

直接人口の
増加に影響す
る事業ではな
い。

事
業
拡
大

増
額

三次市創業者ネットワーク協議会は，予定どおり平成１５年度
で設立。産・学・官連携の確立については，調査研究結果，平
成１６年度において広島県立大学を軸に設立への準備段階に
はいっており，着実に起業や技術革新への支援体制が整備さ
れつつある。これら支援体制を軌道に乗せ，創造的ビジネス
開発事業補助金制度等と組み合わせることで事業化を推進さ
せる。なお，三次市創業者ネットワーク協議会は，平成１８年
度に三次イノベーション会議（産・学・官連携協議会）に事業統
合することを検討する。 現

状
維
持

現
状
維
持

活動内容が重複す
る可能性がある三次
市創業者ネットワー
ク協議会と三次イノ
ベーション会議は早
急に三次イノベー
ション会議に事業統
合し，起業の促進・
技術革新を促す必
要がある。また，イノ
ベーション会議につ
いても活用方法の検
討を要する（広域的
な面からの検討も）。

70

元
気
な
商
工
室

無 無 15
商店街活性
化支援事業

0 A

商店街自らが
策定する商店
街の活性化
のための計画
を支援する事
業は目的と合
致している。

B

商店街自ら商
店街活性化
計画を策定す
ることにより，
計画の実現
性がより向上
し，商店街活
性化に向けた
取り組みが実
践される。

A

他の手段はな
い

B

市内各商店
街振興会を対
象としている。

A

商店街自らが
策定する商店
街の活性化
のための計画
を支援する事
業（計画策定
に要する費用
への補助）は
民間がサービ
スを行ってい
るものではな
い。

B

市の直接実
施が義務づけ
られているも
のではない
が，商店街の
活性化のため
の計画を支援
する事業（計
画策定に要す
る費用への補
助）は三次市
以外の事業
主体は考えら
れない。

A

既存商店街
の賑わい回復
のための支援
事業は，現在
の商店街の
実情に鑑み必
要性は極めて
高い。

B

商店街の賑
わい回復のた
めの支援は，
市民が求めて
いるサービス
である。

A

現在の商店
街の衰退を考
えるとき,既存
商店街の賑
わい回復のた
めの支援事
業は，焦眉の
急を要する課
題である。

B

商店街自ら商
店街活性化
計画の策定に
より，商店街
活性化に向け
た取り組みが
実践され，商
店街の賑わい
が回復するこ
とは，税収等
の伸びに繋が
ることである。

B

商店街自ら商
店街活性化
計画の策定に
より，商店街
活性化に向け
た取り組みが
実践され，商
店街の賑わい
が回復するこ
とは，商業後
継者の確保に
も繋がること
である。又，
観光人口，交
流人口の増
加にも繋がる
ことである。

保
留

空き店舗が目立ち，往時の賑わいを取り戻せない商店街の賑
わいの回復を目指し，商店街自らが策定する商店街の活性化
のための計画を支援する事業は，市内商店街の実情を考える
とき，是非とも必要な事業であると考え，事業を実施したが，
結果的に制度を利用して商店街の活性化計画を策定した商
店街はなかった。しかしながら，商店街の活性化を目指し，独
自の取り組みを展開している三次本通り商店街（タウンクック
プロジェクト事業を実施）の他に，自らの力と総意で賑わい回
復の方策を検討している商店街がみられないのも現実である
ことから，制度を終了させるのでなく，引き続き，商店街の活性
化に向けた計画樹立への支援方策を実施すべきであると考え
る。

保
留

（
事
業
見
直
し

）

現
状
維
持

商店街の活性化は
まちづくりの観点か
ら必要である。郊外
型大型店舗等に押さ
れがちだが，活性化
に向けて独自の取り
組みをする商店街
（小売業の強みを活
かした取り組み等）
もあり，市として何が
できるかを商工会議
所・商工会・商店街
と連携し引き続き検
討する。
有効な手法を検討
し，改めて予算化す
る。

71

み
ら
い
都
市
室

有 有 15

みよし運動
公園整備事
業（用地取
得）

90,000 A

都市公園とし
て整備するた
め用地の取
得が必要であ
る。

B

未取得分を一
括取得すれ
ば、土地開発
公社の事務
費・金利等の
取得時負担
分が軽減で
き，事業費の
圧縮につなが
る。

A

土地開発公
社で先行取得
しており，他
の手段はな
い。

Ａ

公園整備は
市民のみなら
ず広域的な利
活用を目的と
している。

Ａ

民間事業者
の参入はな
い。

Ａ

都市公園法に
基づき市が施
行する都市公
園事業であ
る。

A

スポーツ・レク
リエーション
拠点施設を整
備することの
社会的ニーズ
は極めて高
い。

Ａ

市民アンケー
トによる公園
整備のニーズ
は非常に高
い。

B

事業期間を可
能な限り短縮
することで、
早期に整備効
果を発現する
ことができる。

B

広域的な利用
が伸びること
で、施設利用
料だけでなく
飲食・宿泊等
の市内利用
が向上し、ひ
いては市税収
の伸びに資す
る。

B

快適な生活環
境の整備を図
ることにより，
定住意欲の
向上に資す
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

みよし運動公園整備に伴う用地取得は，土地開発公社からの
買い戻し事業であり，早期の取得完了が望ましいが，施設整
備の事業スケジュール及び年度別事業費のバランスを考慮
し，また，三次市土地開発公社経営健全化計画に基づき計画
的に用地取得を推進する必要があり，現在の計画どおり着実
に事業の進捗を図っていく。

期
間
変
更

増
額

土地開発公社保有
土地解消のため，早
期に取得し，活用を
図るべきである。

72

み
ら
い
都
市
室

有 無 15

みよし運動
公園整備事
業（憩いの広
場整備）

53,300 A

都市公園にお
けるレクリ
エーション広
場として非常
に重要な施設
である。

B

市内保育所
や幼稚園等
の遠足会場と
して利用促進
の余地があ
る。

A

他の手段はな
い。

Ａ

公園整備は
市民のみなら
ず広域的な利
活用を目的と
している。

Ａ

民間事業者
の参入はな
い。

Ａ

都市公園法に
基づき市が施
行する都市公
園事業であ
る。

A

スポーツ・レク
リエーション
拠点施設を整
備することの
社会的ニーズ
は極めて高
い。

Ａ

市民アンケー
トによる公園
整備のニーズ
は非常に高
い。

B

事業期間を可
能な限り短縮
することで、
早期に整備効
果を発現する
ことができる。

B

広域的な利用
が伸びること
で、施設利用
料だけでなく
飲食・宿泊等
の市内利用
が向上し、ひ
いては市税収
の伸びに資す
る。

B

快適な生活環
境の整備を図
ることにより，
定住意欲の
向上に資す
る。

事
業
完
了

終
了

みよし運動公園整備における憩いの広場整備は，ファミリー層
を対象としたレクリエーション広場として整備を行った。　隣接
する広島三次ワイナリーの利用者の利便向上も視野に入れ大
型複合遊具の利用対象者を小学校低学年以下とした。今後
は，利用促進を図るため，適切な維持管理とファミリー層を対
象としたミニイベント等を開催しレクリエーション機能の拠点性
を高めていく。

事
業
完
了

終
了

事業規模・用具の種
類等の妥当性の検
証がないが，来園者
の状況を調べ，利用
率の向上に向けた
具体策を示す。

18



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

73

み
ら
い
都
市
室

有 有 16

みよし運動
公園整備事
業（テニス
コート…測
量･設計･
コート整備)

145,000 Ａ

みよし運動公
園の主要計
画施設であ
る。

Ｃ

利用者ニーズ
を充分に考慮
し，個性と景
観に配慮した
施設整備を行
う。

A

他の手段はな
い。

Ａ

公園整備は
市民のみなら
ず広域的な利
活用を目的と
している。

Ａ

整備後の施
設運営・管理
において民間
事業者の
サービス検討
は可能。

Ａ

都市公園法に
基づき市が施
行する都市公
園事業であ
る。

A

スポーツ・レク
リエーション
拠点施設を整
備することの
社会的ニーズ
は極めて高
い。

Ａ

市民アンケー
トによる公園
整備のニーズ
は非常に高
い。

B

事業期間を可
能な限り短縮
することで、
早期に整備効
果を発現する
ことができる。

B

広域的な利用
が伸びること
で、施設利用
料だけでなく
飲食・宿泊等
の市内利用
が向上し、ひ
いては市税収
の伸びに資す
る。

B

快適な生活環
境の整備を図
ることにより，
定住意欲の
向上に資す
る。

事
業
拡
大

増
額

みよし運動公園のテニスコート整備事業は，現在県北地域に
設置されていない県大会開催可能な規模の施設整備が求め
られており，施設配置や仕様の検討にあっては利用者を中心
とするワークショップを開催し利用者ニーズを最大限設計に反
映するとともに，周辺施設との調和や景観にも配慮した施設整
備を推進する。また，供用済みの陸上競技場と同様に広域的
な利用が図られるよう個性と魅力あるテニスコートとなるよう検
討を行う。

事
業
拡
大

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

真に必要な事業を実
施する。また，維持
管理費の低減に努
める。

74

み
ら
い
都
市
室

有 無 15
尾関山公園
整備事業

34,400 Ａ

目的と合致し
ている。

Ｃ

成果の向上
余地は小さ
い。

A

他の手段はな
い。

Ａ

公園整備は
市民のみなら
ず広域的な利
活用を目的と
している。

Ａ

民間事業者
の参入はな
い。

Ａ

都市公園法に
基づき市が施
行する都市公
園事業であ
る。

B

広場・公園施
設を整備する
ことの社会的
ニーズは極め
て高い。

Ａ

市民アンケー
トによる公園
整備のニーズ
は非常に高
い。

B

事業期間を可
能な限り短縮
することで、
早期に整備効
果を発現する
ことができる。

B

広域的な利用
が伸びること
で、飲食・宿
泊等の市内
利用が向上
し、ひいては
市税収の伸
びに資する。

B

快適な生活環
境の整備を図
ることにより，
定住意欲の
向上に資す
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

尾関山公園は公園全体が遺跡指定され歴史・文化が感じられ
る都市公園であり，三次町住民に限らず遠方からも来園者が
ある総合公園である。今後も地元住民に愛され続ける財産と
して適切な維持管理を行う。とりわけ桜・カエデ等の樹木の計
画的なゾーニングや植え替えを実施していく。

事
業
完
了

終
了

75

み
ら
い
都
市
室

有 有 15
上原願万地
線整備事業

43,985 Ｂ

工事は適正に
完成した。

Ｂ

道路の品質
や住民参加
型の公共事
業にの手法に
向上の余地
がある

Ａ

競争入札する
ことにより、工
事価格が安く
なる。

Ａ

道路はすべて
の市民が使う
ことができ、
特にこの路線
は、必要度が
多い

Ａ

請負工事の
為、民間は
サービスを
行っていな
い。

Ａ

多額の費用
がかかり、市
が行うほうが
よい

A

他のアクセス
道路がなく、
必要性が高
い。

Ａ

他のアクセス
道路がなく、
必要性が高
い。

Ａ

他のアクセス
道路がなく、
必要性が高
い。

Ａ

環境がよくな
り、土地の単
価があがり、
税収増が期
待される。

B

環境がよくな
り、他の土地
からの人口増
が期待され
る。

事
業
拡
大

増
額

事業費を増額することにより、全体工事を早期に完成させる。
そのことにより、目的である交通時間の短縮が可能である。ま
た、歩道を散策することにより快適な歩行ができる。

事
業
拡
大

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

現行計画どおり，平
成２５年度の開通に
向けて推進する。

76

み
ら
い
都
市
室

有 無 15

三次町歴史
的地区環境
整備事業(松
原通り整備
事業)

3,833 Ａ

歴史的街並
み整備事業
の一環として
松原通りの景
観を整備する
ことにより，三
次町の活性
化を図った。

Ｂ

目に見える整
備である。

Ａ

他に景観整備
として，建物
の修復や電
線類の地中
化等があげら
れるが，街灯
の交換はこれ
らに比べて目
に見える景観
整備として、
費用は安い。

Ｂ

地域住民並
びに飲食店利
用客，観光客
が対象とな
る。

Ｂ

単なる街灯の
設置だけな
ら，民間サー
ビスが行われ
ているが，今
回の設置は
市の施策との
連携の下に行
われており，
民間のサービ
スでは難し
い。

Ｂ

市の直接実
施は義務付け
られてはいな
いが，歴みち
事業により三
次町の活性
化を図る施策
を展開中であ
る為，その一
環として市が
行うべきサー
ビスである。

Ｂ

三次町の活
性化は，三次
市全体の活
性化につなが
るため社会的
ニーズはあ
る。

Ａ

住民が市長と
議長へ要望
書を提出し
た。

Ａ

下水道管の
敷設事業と併
せることによ
り，工事費用
の節約となっ
た。

Ｂ

景観整備する
ことで，来客
数が増加す
れば飲食店
の売り上げ増
となり，税収
の増加が見
込まれる。

Ｃ

来客数が増
加すれば，新
たな開店希望
者がでる可能
性がある。

事
業
完
了

終
了

平成１５年度から平成２６年度間、実施予定の三次町歴史的
地区環境整備事業の一環として実施された事業である。この
事業が終了しても引き続き，三次町歴史的地区環境整備事業
は実施される為，今後の事業展開と連動してより有効な事業
となるよう，住民を巻き込んでソフト面の事業展開が必要であ
る。

事
業
完
了

終
了
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

77

み
ら
い
都
市
室

有 有 15

三次町歴史
的地区環境
整備事業(本
通り電線地
中化事業)

7,046 Ａ

歴史的環境
保全や資源
の活用を通し
て、居住環境
の向上と地域
活性化を図る
観点から、同
地区の建物
修景補助、街
路整備とあわ
せ電線類の
地中化等をお
こなう。

Ａ

歴史的街並
みを保全，活
用することに
より住環境の
向上と商業の
活性化を図
る。

Ｃ

電線類の地
中化は電線
類地中化協
議会との協
議、合意が前
提である。現
在の整備方
式よりも自治
体の補助負
担が少ない、
電線共同溝
方式を採用す
べく努力した
が、国の無電
柱化計画の
骨子に該当し
ないとのこと
で、現行の自
治体管路方
式となった。

Ｂ

地域住民並
びに関係市民
が対象とな
る。

Ａ

国の地中化
計画にのっ
とった事業が
必要なため、
民間では実施
できない。

Ａ Ｂ

三次町の活
性化は，三次
市全体の活
性化につなが
るため社会的
ニーズは大き
い。

Ｂ

住民及び地
権者により
「歴みち協議
会」が結成さ
れ，「上市太
才通り・三次
本通りまちな
み協定」が締
結された。９８
パーセントが
同意してい
る。

Ａ

電線類地中
化の工事は、
平成17･18年
度の下水道
管の敷設と同
時に行うのが
経済的である
ため。

Ｂ

三次町歴史
的地区環境
整備事業によ
り景観整備す
ることで，来
客数が増加
すれば商店
の売り上げ増
となり，税収
の増加が見
込まれる。

Ｃ

来客数が増
加すれば，新
たな開店希望
者がでる可能
性がある。

現
状
維
持

増
額

事業の目的は、固有の歴史，文化，商業を営んできた三次町
の上市太才通り・三次本通りの沿道地区において歴史的な道
筋や街並みの整備のために電線類を地中化し，そのことによ
り伝統的資源の活用を図り，商店街の活性化と新たな人の流
れを創出することであり、早期の整備が早期の効果を生むた
め、今後も計画にのっとり早期整備に努める。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

本通り地区のみなら
ず，三次町全体での
まちづくりの全体像
が必要である。ま
た，事業費及び維持
管理費の低減に努
めるとともに，住民
の主体的な取り組み
のもと，市としてのソ
フト面での具体的施
策について早急に検
討する必要がある。

78

み
ら
い
都
市
室

有 無 15

三次町歴史
的地区環境
整備事業(都
市計画変更
業務委託)

3,570 Ａ

計画幅員11
ｍから現道幅
員へ都市計
画変更するこ
とにより「歴史
的みちすじ」と
して歩行者系
道路の整備を
行い，歴史的
街なみの保全
と活用を図る
三次町地区
の街づくりに
寄与する。

Ａ

都市計画変
更をしなけれ
ば幅員を拡幅
するために、
建て替え時に
セットバックが
必要となり、
歴史的街並
みを保全する
ことができな
い。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

地域住民並
びに関係市民
が対象とな
る。

Ａ Ａ Ｂ

三次町の活
性化は，三次
市全体の活
性化につなが
るため社会的
ニーズは大き
い。

Ｂ

住民及び地
権者により
「歴みち協議
会」が結成さ
れ，「上市太
才通り・三次
本通りまちな
み協定」が締
結された。９６
パーセントが
同意してい
る。

Ａ

都市計画変
更をしなけれ
ば幅員を拡幅
するために、
建て替え時に
セットバックが
必要となり、
歴史的街並
みを保全する
ことができな
い。

Ｂ

都市計画変
更を行い，三
次町歴史的
地区環境整
備事業により
景観整備する
ことで，来客
数が増加す
れば商店の
売り上げ増と
なり，税収の
増加が見込ま
れる。

Ｃ

来客数が増
加すれば，新
たな開店希望
者がでる可能
性がある。

事
業
完
了

終
了

平成１５年度から平成２６年度間、実施予定の三次町歴史的
地区環境整備事業を行うために都市計画の変更を行った。こ
の事業が終了後，平成16年度より本格的に，三次町歴史的地
区環境整備事業は実施される為，今後の事業展開と連動して
より有効な事業であった。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

79

み
ら
い
都
市
室

有 有 15
JR三次駅周
辺整備事業

3,500 A

広域の拠点
性を持った都
市機能充実を
図る目的に合
致している。

Ｂ

権利者や地
元住民、商工
業者等の対
象別に意見交
換を行うな
ど，意見集約
の場の設定
回数に成果の
向上の余地
があった。

A

他の手段はな
い。

Ａ

市民のみなら
ず備北広域
生活圏の住
民を対象とし
ている。

B

民間の資金と
ノウハウを最
大限活用する
整備手法を検
討する。

C

事業実施にあ
たっては，民
間主体の事
業推進を図
る。

A

広域の拠点
性を持った都
市機能充実
は社会的に必
要性が極めて
高い。

Ａ

市民アンケー
トの結果から
も市民ニーズ
はきわめて高
い。

A

中心市街地
活性化を図る
必要からも，
短期間での事
業効果の発
現が必要であ
る。

Ａ

民間サービス
業の充実によ
り税収等の伸
びが図られ
る。

Ａ

都市としての
魅力を高める
事業であり，
若者の定住
意欲の向上に
資する。

事
業
拡
大

増
額

H15年度において当該事業の方向性を調査・検討しており，こ
の結果を基に今後より具体的な事業フレームの構築を図る。
事業フレームの構築にあたり，より幅広い住民からの意見を聞
き取り，関係権利者等の理解・協力を得ながら引き続き事業調
査を行う。当事業は民間の参入なくしては事業効果が発現で
きないため、民間のノウハウを最大限活用できるPFI手法の導
入可能性を検討していく。

事
業
拡
大

（
事
業
化
手
順
見
直
し

）

増
額

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

具体的な事業計画・
事業手法を早期に
示し，十分な議論を
行なったうえで本事
業の方向性を定め
る。計画策定を先行
させる。

80

み
ら
い
都
市
室

無 無 16
まちづくり交
付金事業

6,220 A

広域の拠点
性を持った都
市機能充実を
図る目的に合
致している。

Ｃ A

他の手段はな
い。

Ａ

市民のみなら
ず備北広域
生活圏の住
民を対象とし
ている。

B

民間の資金と
ノウハウを最
大限活用する
整備手法を検
討する。

C

事業実施にあ
たっては，民
間主体の事
業推進を図
る。

A

広域の拠点
性を持った都
市機能充実
は社会的に必
要性が極めて
高い。

Ａ

市民アンケー
トの結果から
も市民ニーズ
はきわめて高
い。

A

中心市街地
活性化を図る
必要からも，
短期間での事
業効果の発
現が必要であ
る。

Ａ

民間サービス
業の充実によ
り税収等の伸
びが図られ
る。

Ａ

都市としての
魅力を高める
事業であり，
若者の定住
意欲の向上に
資する。

事
業
拡
大

増
額

三次町・十日市地区は，平成１０年度策定の三次市中心市街
地活性化基本計画において，中心市街地活性化を図るべき地
区として三次町地区８６ha，十日市地区７０haの計１５６haを設
定している。この中心市街地において、三次町及び十日市地
区のそれぞれの地域特性を活かした都市基盤整備を推進し，
個性と魅力あるまちづくりを図るため，当該地区を対象に都市
再生整備計画を策定し，まちづくり交付金事業として５ヵ年程
度の短期間に集中的に基盤整備を実施していく。

事
業
完
了

終
了

計画策定は本年度
で終了する。以後に
続く事業の投資効果
が上がるよう施策を
推進する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

81

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 無 16
市道　泉水
物見線整備
事業

133,000 Ａ

本路線を改良
することによ
り南部地区か
ら環境ｸﾘｰﾝｾ
ﾝﾀｰ及び県道
青河江田川
之内線と国道
375号とのﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ道路とし
て利用でき
る。

Ａ

本路線を改良
することによ
りその他の公
共事業（上水
道・集落排水
事業）が整備
され地域住民
の生活ﾚﾍﾞﾙ
の向上が図ら
れる。

Ａ

ほかの手段
はない。

Ａ

幹線道路とし
て市民に限ら
ず利用する。

Ａ

地方自治体
が行う事業

Ｂ

地方自治体
が行う事業

A

ﾊﾞｲﾊﾟｽ的な幹
線道路を改良
整備すること
の意義・社会
的なﾆｰｽﾞはき
わめて高い。

Ａ

ﾊﾞｲﾊﾟｽ的な幹
線道路を改良
整備すること
は市民が強く
求めている。

Ａ

幹線道路に於
いては早急に
改良整備する
ことが求めら
れている。

Ｃ

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり税
収等の伸び
が見込まれ
る。

B

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり若
干の人口増
加が見込まれ
る。

事
業
完
了

終
了

平成16年度をもって本事業は完了し県道江田川之内線と国道
375号との間が開通する。今後は本路線に連絡する支線道路
の整備等を実施することにより本路線の利用価値を高める必
要がある。

－ －

82

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 16
市道　志幸
上田線整備
事業

20,000 Ａ

住民の利便
性の向上のた
めと県道と主
要地方道を結
ぶ道路として
整備してい
る。

Ａ

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る。

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

利便性の向
上だけでなく、
連絡道として
の性格を有す
るため、近隣
住民に限らず
対象としてい
る。

Ａ

用地測量は
委託、工事は
請負としてい
る。

Ｂ

市道の公共
性を考える
と、市以外の
事業主体は
想定できな
い。

Ｂ

近隣住民の
利便性の向
上と、連絡道
としてのニー
ズは高い。

Ａ

近隣住民の
利便性の向
上と、連絡道
としてのニー
ズは高い。

Ａ

利便性の向
上や連絡道と
しての機能充
実のため早期
に整備するこ
とが求められ
ている。

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

増
額

平成１３年度から事業開始した本事業は平成１６年度末までに
全線用地補償が完了見込みであり、今後は本線の工事を施
工していくこととなる。よって早期供用開始するため、積極的に
整備していく必要がある。

－ －

83

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
市道　西酒
屋寺町線A
整備事業

20,000 Ａ

交通の多い路
線であり、路
面の損傷の
激しい路線を
整備してい
る。

Ａ

舗装が改築さ
れ交通の安
全性・騒音が
低減されてい
る。

Ａ

他の手段は
無い。

Ａ

幹線道路とし
ての機能も有
しているため
市民に限らず
対象にしてい
る。

Ａ

工事請負とし
ている。

Ｂ

市道としての
公共性を考え
ると、市以外
の事業主体
は想定できな
い。

Ｂ

交通量も多く
路面の損傷
が激しいので
整備のニーズ
は高い。

Ａ

交通量も多く
路面の損傷
が激しいので
整備のニーズ
は高い。

Ａ

交通の安全
確保・騒音の
低減等、緊急
性は高い

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

現
状
維
持

平成１４年度から事業が進行しており当初予定の旧三良坂町
境まで引き続き施工する必要がある。

－ －

84

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
市道　向江
田本線整備
事業

30,000 Ａ

住民の利便
性の向上のた
め地域間を結
ぶ道路として
整備してい
る。

Ａ

事業が進むこ
とにより，連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る。

Ａ

ほかの手段
はない。

Ａ

利便性の向
上だけでなく，
連絡道として
の性格を有す
るため，近隣
住民に限らず
対象にしてい
る。

Ａ

工事請負とし
ている。

Ｂ

市道としての
公共性を考え
ると，市以外
の事業主体
は想定できな
い。

Ｂ

近隣住民の
利便性の向
上と連絡道と
してのニーズ
は高い。

Ａ

近隣住民の
利便性の向
上と連絡道と
してのニーズ
は高い。

Ａ

利便性の向
上や連絡道
路としての機
能充実のため
早期に整備す
ることが求め
られている。

Ｃ Ｂ

現
状
維
持

現
状
維
持

平成14年度から事業開始しており，今後は工事を進めていくこ
とになる。よって早期供用開始を目指すため，積極的に整備し
ていく必要がある。

－ －

市道に係る一定の
整備基準を定め，そ
れに基づき整備をす
る必要がある。な
お，整備基準を定め
るにあたっては次の
ことに留意する。

①市内全域で整備
水準の平準化を図る

②最低４mの幅員が
確保できない道路が
多くあるので，緊急
車両の通行可能幅
員の確保を最優先
する

③２車線化・歩道の
整備については，交
通量に応じ，必要な
箇所について整備す
る
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

85

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 無 15

市道　辻塚
形（神杉92
号）線整備事
業

39,401 Ａ

本路線を改良
することによ
り辻塚地区と
形地区が舗
装道路で結ば
れ，これまで
普通車で通行
できなかった
が安全に通行
でき地区間の
交流が図られ
る。

Ｂ

本路線を改良
することによ
り辻塚地区と
形地区が舗
装道路で結ば
れ，これまで
普通車で通行
できなかった
が安全に通行
でき地区間の
交流が図られ
る。

Ａ

ほかの手段
はない。

Ｂ

生活道路とし
て辻塚地区・
形地区の市
民はもとより
その周辺の市
民が利用す
る。

Ａ

地方自治体
が行う事業

Ｂ

地方自治体
が行う事業

Ａ

地区間の道
路を改良整備
することの意
義・社会的な
ﾆｰｽﾞはきわ
めて高い。

Ａ

地区間の道
路を改良整備
することは地
区住民が強く
求めている。

Ａ

幹線道路に於
いては早急に
改良整備する
ことが求めら
れている。

Ｃ

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり税
収等の伸び
が見込まれ
る。

Ｂ

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり若
干の人口増
加が見込まれ
る。

事
業
完
了

終
了

平成15年度をもって本事業は完了し辻塚地区と形地区が改良
された舗装道路で結ばれた。今後は本路線に連絡する道路の
整備等を実施することにより本路線の利用価値を高める必要
がある。

－ －

86

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
市道　穴笠
畠敷線整備
事業

20,181 A

住民の利便
性の向上とと
もに交通の安
全性の確保
のため

Ｂ

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

利便性の向
上だけでなく、
連絡道として
の性格を有す
るため、近隣
住民に限らず
対象にしてい
る

Ａ

測量業務は
委託、工事は
請負としてい
る

Ｂ

市以外の事
業主体は想
定できない

Ｂ

連絡道として
のニーズは高
い

Ｂ

幅員が狭く急
勾配であるた
めニーズは高
い

Ｂ

幅員が狭く、
急勾配であ
り、交通の安
全確保等緊
急性は高い

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

増
額

早期供用開始するため、積極的に整備する必要がある

－ －

87

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 16
市道　亀谷
大平線整備
事業

20,000 Ａ

本路線を改良
することによ
り車輌通行の
安全性と利便
性が図られ
る。

Ａ Ａ

ほかの手段
はない。

Ａ

幹線道路とし
て市民に限ら
ず利用する。

Ａ

地方自治体
が行う事業

Ｂ

地方自治体
が行う事業

Ａ

一級幹線道
路を改良整備
することの意
義・社会的な
ﾆｰｽﾞはきわ
めて高い。

Ａ

一級幹線道
路を改良整備
することは市
民が強く求め
ている。

Ａ

一級幹線道
路に於いては
早急に改良整
備することが
求められてい
る。

Ｃ

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり税
収等の伸び
が見込まれ
る。

Ｂ

道路整備する
ことにより土
地の利用価
値が高まり若
干の人口増
加が見込まれ
る。

現
状
維
持

増
額

限られた事業費の中で本事業を完了するには時間がかかり過
ぎるため平成16年度より設計を見直し15年度まで5ｍの改良
を行ったが平成16年度より4ｍの幅員で出来るだけ現道を利
用した改良を行うことにより早期完成をし通行の安全と利便性
を図る。

－ －

88

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 無 15
段地区上水
道施設整備
事業

7,350 Ａ

中国横断自
動車道尾道
松江線の整
備促進のた
め，地元地域
の了解を得る
とともに，定
住環境の整
備に必要な事
業である。

Ｃ

三次JCTの設
計変更に伴
い，移転先候
補地が減少し
た。一方，移
転対象から外
れた家屋が生
じ，当該家屋
への引き込み
が可能であ
る。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

小規模の水
道事業であ
り，その性格
上地域が限
定される。

Ａ

市以外にはな
しえない事業
である。

Ａ

水道法によ
り，原則として
市町村が実
施することと
なっている。

Ａ

横断道が集
落の中央を縦
断し，生活用
水に関する著
しい環境の悪
化が予想され
るため，住民
の生活環境
の保全及び
家屋移転者
の移転先の
確保を進め，
以って地域コ
ミュニティーの
維持を図る。

Ａ

段地区対策
協議会との設
計協議で合意
した事項であ
り，横断道建
設の条件であ
る。

Ａ

家屋移転者
は，移転補償
契約年度
（H17頃）を含
め２年度内に
移転を完了さ
せなければな
らないため，
移転先で取水
可能としてお
く必要であ
る。

Ｂ

水道使用料
の収入があ
る。

Ａ

本事業自体
は定住促進に
有効ではある
が，人口増は
期待できな
い。しかしな
がら，横断道
の建設促進に
必要な事業で
あり，横断道
の建設により
企業・事業所
等の進出や
産業，経済の
活性化が進
み，市域の人
口増が見込
める。

事
業
完
了

終
了

　平成16年度の加圧ポンプ設備の設置完了後，家屋移転を要
しない家屋については，速やかにつなぎ込みがなされるよう加
入促進を行う。

事
業
完
了

終
了

市道に係る一定の
整備基準を定め，そ
れに基づき整備をす
る必要がある。な
お，整備基準を定め
るにあたっては次の
ことに留意する。

①市内全域で整備
水準の平準化を図る

②最低４mの幅員が
確保できない道路が
多くあるので，緊急
車両の通行可能幅
員の確保を最優先
する

③２車線化・歩道の
整備については，交
通量に応じ，必要な
箇所について整備す
る
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

89

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 無 15
市道　胡子
坂根線整備
事業

20,201 Ａ

住民の利便
性の向上のた
めと工業団
地、学校、病
院へのアクセ
ス道として整
備している。

Ａ

事業が進むこ
とにより、アク
セス道として
の機能充実
や円滑な通行
の確保につな
がる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

市街地から酒
屋方面へのア
クセス道であ
るため、近隣
住民に限らず
対象としてい
る。

Ａ

工事は請負と
している。

Ｂ

市道の公共
性を考える
と、市以外の
事業主体は
想定できな
い。

Ｂ

アクセス道と
してのニーズ
は高い。

Ｂ

アクセス道と
してのニーズ
は高い。

Ａ

利便性の向
上やアクセス
道としての機
能充実のため
早期に整備す
ることが求め
られている。

Ｃ Ｃ

事
業
完
了

終
了

平成１６年度をもって事業完了

－ －

90

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 無 15
市道整備(臨
道債）事業

70,000 Ａ

車両の通行
及び歩行者
の通行に支障
がある路線を
計画し施工し
た

Ａ

要望に沿うよ
う計画し施工
した

Ａ

道路構造上
安全で効果的
な計画により
施工した

Ｂ

路線付近住
民及び利用
者を対象とし
ている

Ａ

道路管理者で
ある市が住民
の要望により
施工する

Ａ

道路管理者で
ある市が住民
の要望により
施工する

Ａ

車社会の現
在、また人に
優しい車社会
を形成してい
く必要がある

Ａ

通行に安全で
利便性の高い
道路が求めら
れている

Ａ

安全の確保
が求められて
いる

Ｂ

交通の利便
性が向上し、
宅地開発・工
場誘致が進
めば人口増
加につながり
税収等の向
上も期待でき
る

Ｂ

交通の利便
性が向上し、
宅地開発・工
場誘致が進
めば人口増
加につなが
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

　本市には、未舗装道路や側溝の無い道路・狭隘な道路など
数多くの未整備道路が残っており、住民要望または、緊急性
のある道路について計画的に整備していく必要がある。
　また施工方法については、地元要望や道路構造基準・土地
提供の有無を確認しながら決定し、地区住民の交通の安全と
利便性を考慮し整備していく。

－ －

91

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
排水路改良
事業

12,000 Ａ

老朽化した水
路・交通量が
多く幅員の狭
隘な路線を計
画し改良した

Ａ

要望に沿うよ
う計画した

Ｂ

構造上安全で
効果的な計画
により施工し
た

Ｂ

水路付近住
民及び流末ま
での住民を対
象としている

Ａ

水路管理者で
ある市が住民
の要望により
施工する

Ａ

水路管理者で
ある市が住民
の要望により
施工する

Ａ

快適な生活環
境が求められ
ている

Ａ

快適な生活環
境への改善
と、道路の通
行に安全で利
便性の高い
道・水路が求
められている

Ａ

老朽化した水
路の改修が
通行に安全で
利便性の高い
道路が求めら
れている

Ｃ

安全の確保
が求められて
いる

Ｂ

交通の利便
性が向上し、
宅地開発・工
場誘致が進
めば人口増
加につながり
税収等の向
上も期待でき
る 現

状
維
持

現
状
維
持

本市には、老朽化した側溝や井戸水やその周辺に悪影響を
及ぼしている排水路などが数多く残っており、住民要望また
は、緊急性のある排水路について計画的に整備していく必要
がある。
　また施工方法については、地元要望や道路構造基準を確認
しながら決定し、地区住民の生活環境の改善と交通の安全と
利便性を考慮し整備していく。

現
状
維
持

現
状
維
持

市全体としての排水
路の整備計画・整備
基準づくりが必要で
ある。

92

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
生活道路整
備補助金

15,948 Ａ

一戸以上の
住宅が日常
的に利用し，
一般の通行
の用に供して
いる道路の舗
装及び改良
への補助を
行った。

Ａ

さらに事業を
進めることに
より，在宅介
護支援訪問
サービスの充
実につながる
ほか，緊急車
両への対応
が高まる。

Ａ

他に手段はな
い。

Ｃ

補助対象が
道路法以外
の道路であ
り，補助対象
が限られる。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

市民の安心・
安全・快適な
住環境創造に
寄与する。

Ａ

訪問サービ
ス，緊急車両
など必要性は
高い。

Ｂ

市民が求めて
いるサービス
である。

Ｂ

早急に実施す
ることで，安
心・安全・快
適な住環境を
創造できる。

Ｃ

直接的な税収
入にはつなが
らない。

Ｃ

直接的な人口
増加にはつな
がらない。

現
状
維
持

現
状
維
持

事業開始から４年度が経過し，かなりの整備が進んできた。
今後も現状維持で事業を実施し，期限となる平成２１年度まで
ニーズの推移を見極めながら，平成２２年度以降の事業を検
討する。
特に，事業開始以前に施工されたものについては，幅員の狭
隘や路面の老朽化がみられ，二次改良の必要性が出てくるこ
とが想定されるため今後の検討課題となる。

現
状
維
持

現
状
維
持

終期の設定が必要
である。

市道に係る一定の
整備基準を定め，そ
れに基づき整備をす
る必要がある。な
お，整備基準を定め
るにあたっては次の
ことに留意する。

①市内全域で整備
水準の平準化を図る

②最低４mの幅員が
確保できない道路が
多くあるので，緊急
車両の通行可能幅
員の確保を最優先
する

③２車線化・歩道の
整備については，交
通量に応じ，必要な
箇所について整備す
る
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

93

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
交通安全施
設整備事業

8,500 Ａ

市道の危険
箇所への対
応を行った。

Ｂ

他に手段はな
い。

Ａ

事業により，
交通事故防
止に資する。

Ｂ

市道利用者
の全てを対象
にしている。

Ａ

民間はサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

市道の管理
及び安全な市
道整備は市
が行うべき
サービスであ
る。

Ｂ

自動車の大
型化や高速
化により，自
動車も，ま
た，自転車・
歩行者に対し
ても安全を確
保する必要が
ある。

Ｂ

市民が求めて
いるサービス
である。

Ｂ

安全を確保す
るために，で
きるだけ早急
な整備が必要
である。

Ｃ

直接的な税収
入にはつなが
らない。

Ｃ

直接的な人口
増加にはつな
がらない。

現
状
維
持

現
状
維
持

今後も現状維持で事業を実施していく必要がある。
道路改良，視距改良等により根本的に危険箇所の整備を図る
ことも検討する。また老朽化した物件の修繕を見込んでいく時
期になっている。

現
状
維
持

（
継
続

）

現
状
維
持

（
交
付
金
相
当
額

）

市全体の整備計画・
整備基準づくりが必
要である。地域の均
衡を図りつつ，主要
生活道を優先的に
整備する。

94

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
市道・橋梁等
維持事業

212,304 Ａ

市道及び橋
梁の路面補
修，側溝清掃
を行うととも
に，夏場の除
草，冬季の除
雪を実施し
た。

Ｂ

一定の規模で
施工すること
により，コスト
減及び効果
の拡大が見
込める。

Ｂ

地域対応とし
て，一定額の
費用を支払
う。

Ａ

全ての市民を
対象としてい
る。

Ｂ

民間では個人
的サービスに
限られる。

Ｃ

概ね業者委
託で対応して
いる。

Ａ

市道管理で安
全な交通を確
保するという
社会的ニーズ
に対応してい
る。

Ａ

住民要望が
極めて高い。

Ａ

事故防止等，
住民の安全を
確保する必要
がある。

Ｃ

直接的な税収
入にはつなが
らない。

Ｃ

直接的な人口
増加にはつな
がらない。

事
業
拡
大

増
額

交通量も増大し，かつ，自動車も大型化・高スピード化しており，道路
の痛みも大きくなってきている。今後は，美術館建設などによる市外
からの入込客の増大を見込むと，より一層の道路維持管理が必要と
なってくると考えられる。また，来客者には，道路環境の如何が第一
印象としてイメージ付けられるため，良好な道路環境をつくることが市
の発展に寄与することとなる。
一方，交通量の増大や高スピード化は，高齢者や障害のある者，自
転車，子どもなどに危険をもたらすこととなるので，歩道の整備や段
差解消などを進めなければならない。今後は，現状への補修から一
歩すすめ，環境に配慮した修繕・工事を進めていかなければならな
い。除草については，業者委託と地元への報償費の二通りの方法で
実施してきたが，過疎化や高齢化のすすんでいる集落も増え，労力
不足となりつつある。また，除草後の処分も困難になっているという課
題が明らかになってきた。これらの課題について検討を要する。除雪
については，天候に大きく左右されるが，１５年度においては例年以
上の積雪があり４回の除雪を実施した。特に市の北部では，冬季の
安全な交通手段確保のため，早急な除雪へのニーズがとても大き
い。介護支援や救急，消防などにも配慮し，効率的な除雪の対応を
図らなくてはならない。

現
状
維
持

（
継
続

）

現
状
維
持

（
総
額
抑
制

）

地域活動との連携を
図る必要がある。

95

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 有 15

県営事業負
担金（県道新
設改良負担
金）

121,715 Ａ

市の幹線とな
る国道・県道
の改良事業
に，その一部
を負担した。

Ａ

国道・県道の
改良は，道路
のネットワー
ク形成に成果
が大きい。

Ａ

県施工で，国
庫補助率が
高い。

Ａ

不特定多数
の道路利用
者を対象とし
ている。

Ａ

民間が参入で
きない。

Ｂ

県条例によ
る。

Ｂ

交通網整備に
より，利便性
が高まる。

Ｂ Ｂ

市の交通体
系整備とリン
クすることが
望ましい。

Ｂ

直接的な税収
入にはつなが
らない。

Ｃ

直接的な人口
増加にはつな
がらない。

現
状
維
持

現
状
維
持

県予算も厳しく，今後県営事業がどう取り組まれるのか，ま
た，権限移譲により，県営事業がどの程度移譲されるかが不
透明であり，現段階では現状維持とする。
いずれにしても，国道・主要地方道・県道などは，重要な生活
道路であるうえ，他県や他の市町からの三次市への重要なア
クセスであり，改良の必要性は極めて高い。市が一部負担す
ることにより，一層の整備を促進する必要がある。

現
状
維
持

（
事
業
見
直
し

）

現
状
維
持

（
権
限
移
譲
に
基
づ
き
調
整

）

権限移譲協議に基
づき調整する。県道
の維持管理について
は段階的に権限移
譲を進め，将来的に
は一定の規格以下
の県道については市
の管轄とする方向で
調整協議を進める。
また，県営事業につ
いても，市の意向を
伝え，反映できる事
業にしていく必要が
ある。

96

あ
ん
し
ん
建
設
室

有 有 15
橋梁改良事
業（畑原橋）

89,389 Ａ

改良すること
により一般車
輌・歩行者等
安全に通行で
きるようになっ
た。

Ａ

市民の安全
が確保され地
域住民の生
活ﾚﾍﾞﾙの向
上が図られ
る。

Ａ

ほかの手段
はない。

Ａ

連絡幹線道
路として市民
に限らず利用
する。

Ａ

地方自治体
が行う事業

Ｂ

地方自治体
が行う事業

Ａ

連絡幹線道
路として橋梁
を改良整備す
ることの意
義・社会的な
ﾆｰｽﾞはきわ
めて高い。

Ａ

連絡幹線道
路として橋梁
を改良整備す
ることの意
義・住民ﾆｰｽﾞ
はきわめて高
い。

Ａ

老朽橋に於い
ては早急に改
良整備するこ
とが求められ
ている。

Ｂ

橋梁改良する
ことにより土
地の利用価
値が高まり税
収等の伸び
が見込まれ
る。

Ｂ

橋梁改良する
ことにより土
地の利用価
値が高まり若
干の人口増
加が見込まれ
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

橋梁改良工事においては年次計画を立て計画的に老朽橋の
改良を行う。

事
業
完
了

終
了
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

97

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 有 16
市道　西酒
屋寺町線B
整備事業

260,000 Ａ

交通量の増
加にともなう
交通の安全
性の確保につ
ながる。

Ａ

沿道の公共
施設ゾーンは
開発途中であ
る。

Ａ

国道５４号線
から国道３７５
号線、国道１
８４号線など
へのアクセス
道である。

Ｂ

市道である。

Ａ

年々交通量
が増大してい
る。

Ａ

通学路である
ので現状のま
までは大変危
険。

Ａ

現
状
維
持

増
額

平成１８年４月の奥田元宋・小由女美術館オープンへ合わせ
平成１７年度事業完了をめざす。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

美術館の開館に合
わせて整備を完了さ
せる。

98

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 無 16
市道十日市
２７４号線整
備事業

20,000 Ａ

住民の利便
性の向上と、
歩行者の安
全を確保し道
路使用者の
通行の安全を
図るため

Ａ

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

利便性の向
上だけでなく、
連絡道として
の性格を有す
るため、近隣
住民に限らず
対象にしてい
る

Ａ

測量業務は
委託、工事は
請負としてい
る

Ｂ

市以外の事
業主体は想
定できない

Ａ

連絡道として
のニーズは高
く、他路線の
渋滞解消にも
影響を及ぼす
可能性が高い

Ａ

通学路である
ためニーズは
高い

Ａ

交通量が多い
わりに歩道が
なく、交通の
安全確保等
緊急性は高い

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

増
額

早期供用開始するため、積極的に整備する必要がある

事
業
拡
大

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

車の交通量・歩行者
とも多いが歩道が整
備されていない。通
学路でもあり早急な
整備が必要である。

99

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 無 15
市道　下井
田中央線整
備事業

5,807 Ａ

住民の利便
性の向上とと
もに交通の安
全性の確保
のため

Ａ

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

利便性の向
上だけでなく、
連絡道として
の性格を有す
るため、近隣
住民に限らず
対象にしてい
る

Ａ

測量業務は
委託、工事は
請負としてい
る

Ｂ

市以外の事
業主体は想
定できない

Ｂ

連絡道として
のニーズは高
い

Ａ

合併前の市
町を結ぶ連絡
道であるため
ニーズは高い

Ａ

幅員が狭く、
未舗装区間で
あり、交通の
安全確保等
緊急性は高い

C C

現
状
維
持

増
額

早期供用開始するため、積極的に整備する必要がある。

－ －

100

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 無 15
市道　神杉６
４号線整備
事業

3,150 Ａ

住民・公共施
設の利便性
の向上ととも
に交通の安全
性の確保のた
め

B

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行の
確保につなが
る

Ａ

他の手段はな
い。

B

利便性の向
上だけでなく、
連絡道として
の性格を有す
るため、近隣
住民に限らず
対象にしてい
る

C

測量業務は
委託、工事は
請負としてい
る

Ｂ

市以外の事
業主体は想
定できない

Ｂ

連絡道として
のニーズは高
い

B

通学路である
ためニーズは
高い

Ａ

幅員が狭く、
車輌通行不
能箇所がある
ため、交通の
安全確保等
緊急性は高い

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

増
額

早期供用開始するため、積極的に整備する必要がある

－ －

市道に係る一定の
整備基準を定め，そ
れに基づき整備をす
る必要がある。な
お，整備基準を定め
るにあたっては次の
ことに留意する。

①市内全域で整備
水準の平準化を図る

②最低４mの幅員が
確保できない道路が
多くあるので，緊急
車両の通行可能幅
員の確保を最優先
する

③２車線化・歩道の
整備については，交
通量に応じ，必要な
箇所について整備す
る
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

101

あ
ん
し
ん
建
設
室

無 有 16
市道　十日
市１２２号線
整備事業

30,000 A

近隣住民の
生活道として
整備してい
る。

A

整備が進むこ
とにより、生
活道としての
機能充実が
図れる。

A

他の手段はな
い。

B

地域生活のた
め必要な道で
あり、特に近
隣住民を対象
としている。

A

測量設計は
委託としてい
る。

B

市道の公共
性を考える
と、市以外の
事業主体は
想定できな
い。

A

生活道機能
充実のニーズ
は高い。

A

生活道機能
充実のニーズ
は高い。ま
た、地元から
の強い要望も
ある。

A

生活道として
の機能充実
のため、早期
に整備するこ
とが求められ
る。

C C

現
状
維
持

現
状
維
持

平成１６年度から事業着手し、１６年度中に１期分としてＬ＝１，
１００ｍ測量設計、一部用地補償を行う計画である。次年度か
らは工事着手し、早期に生活道整備を積極的に行う必要があ
る。

－ －

市道に係る一定の
整備基準を定め，そ
れに基づき整備をす
る必要がある。な
お，整備基準を定め
るにあたっては次の
ことに留意する。
①市内全域で整備
水準の平準化を図る
②最低４mの幅員が
確保できない道路が
多くあるので，緊急
車両の通行可能幅
員の確保を最優先
する
③２車線化・歩道の
整備については，交
通量に応じ，必要な
箇所について整備す
る

102

あ
か
る
い
住
宅
室

無 無 15

市営住宅整
備事業（下原
住宅建替事
業２期分）

262,356 A

住宅に困窮し
ている世帯や
若年層の定
住対策に寄与
した。

B

数タイプの住
宅を作り多様
な要望に答え
るとともに，高
齢者により配
慮した住宅を
作る。

B

民間住宅を公
共住宅として
借り上げる事
も可能。

C

住宅に困窮し
ている世帯と
定住をめざす
若年層を対象
としている。

B

現在は特定
公共賃貸住
宅は民間施
設も充実して
おり，行政が
対応しなくて
よいと思う。

B

建設について
は市が実施
すべき。
管理について
は今後民間
委託を検討す
べき。

B

低所得者を対
象とした公営
住宅は需要も
多く行政が実
施すべき

A

公営住宅２Ｌ
ＤＫ１３戸に対
して７８名の
応募があり，
市民ニーズは
高い。

B

下原住宅は
昭和２７年の
建設であり，
老朽化が著し
くなった。利便
性のよい地域
なので建替え
が望まれてい
た。

C

関係なし

B

市外からの応
募者も多い。

事
業
完
了

終
了

１２年度から建設した下原住宅建替事業は，１５年度をもって
終了した。建替えにより下原地域のイメージアップにつながっ
た。
今後は合併により事業の見直しが必要となる。
新三次市の中心部の住宅は民間にまかせて，周辺部の定住
対策を行政がすべきと考える。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

入居者に対してアン
ケート等による利用
状況調査を行い，調
査結果を今後の住
宅施策に活かす。

103

あ
か
る
い
住
宅
室

無 無 15

公共施設公
共下水道接
続工事（三次
住宅１～４，
みよし第二
住宅，京蘭
地住宅）

45,010 A

下水道へ接
続するととも
に住環境の整
備をした。
水質の保全

C

なし

C

工事監理の
民間委託も検
討すべき

C

市営住宅の
みを対象とし
ている。

C

工事監理の
民間委託も検
討すべき

C

なし

A

環境水質保
全のため

A

環境水質保
全のため

A

環境水質保
全のため

C

なし

C

なし

事
業
完
了

終
了

下水道の管路整備に合わせて,随時市営住宅のトイレの水洗
化をし下水道へ接続する。またこの工事に合わせて室内外の
高齢化対応（バリアフリー工事）も実施する。
引き続き他地域も随時接続し，環境水質保全を図る。
設計及び工事監理は民間委託を推進する。

事
業
完
了

終
了

（
皆
減

）

公共下水道等の工
事が完了した区域内
の公共施設について
は，遅滞なく接続工
事を行う。

104

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 有 16
灰塚ダム建
設負担金

138,941 A

灰塚ダム建設
に併せた恒久
的な水利権確
保は，三次市
水道事業の
拡張計画に
とって不可欠
な要素であ
る。

B

水利権確保に
より，将来に
わたり水道事
業の多様な展
開が計画でき
る。

A

他の手段はな
い

B

多数の市民を
利用対象とし
ている。

A

水利権確保
は行政の責
任で実施すべ
きである。な
お，向江田浄
水場の施設
管理は民間
委託を実施し
ている。

B

水利権の確
保は市が直
接実施するよ
う法律等で義
務付けられて
はいないが，
民間委託を行
うべきもので
はない。

A

安定した水道
水を供給する
ことは，行政
責任である。

A

市民が必要と
する水量を確
保すること
は，市民ニー
ズに合致した
ものである。

A

国土交通省
が建設を進め
ている灰塚ダ
ム事業に併せ
て取得する水
利権であり，
他の機会に取
得することは
不可能であ
る。

A

水利権を取得
することで，
将来にわたっ
て水道拡張事
業が計画的に
実施できるた
め，それに伴
う水道料金の
増加が見込
める。

A

水利権の確
保並びに水道
拡張事業の
実施により安
定した水道水
の供給が図
れ，将来的に
は人口増が
見込める。 現

状
維
持

現
状
維
持

三次市が県北の中核都市として持続的に発展するためには，
安全で豊かな供給能力のある水道設備を備えていることが不
可欠の条件ともいえる。国土交通省が平成１８年度完成をめざ
して建設を進めている灰塚ダムからの水利権取得によって，
ダム完成後は水資源の確保に悩むことなく安定した供給能力
のある上水道施設を，計画的に拡張・整備していくことが可能
となる。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

三次市公共事業評
価監視委員会の答
申に従い，引き続き
事業を継続する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

105

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 有 15
第４期拡張
計画事業

156,813 A

上水道未普
及地域解消
のため。

A

上水道未普
及地域の解
消。

C

上水道未普
及地域のた
め。

A

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する。

A

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する

A

安全で衛生的
な生活用水の
安定供給する
必要性が高い

A

独自水源にヒ
素等が検出さ
れたため，市
民が強く求め
ている。

A

上水道未普
及地域の独
自水源におい
てヒ素が検出
されたため。

B

上水道が整
備されること
により土地評
価が上がる。

B

生活環境の
整備による。

現
状
維
持

現
状
維
持

平成１1年度に認可を受けた第４期拡張事業により，平成１２
年度から上水道の未普及地域において上水道の整備を行っ
ているが，市内(旧三次市内）にはまだ多くの未普及地区が存
在している。今後においても，自家用井戸等の独自水源にお
いて水質の悪化や水量の低下などが進行する中で，未普及地
域の早期解消を図り，安全で衛生的な生活用水の供給を行う
ことが必要である。

現
状
維
持

現
状
維
持

計画的な整備を行う
必要がある。ただ
し，年度の経過に伴
う計画の修正が必要
である。

106

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 無 15
送・配水管整
備事業

6,860 A

上水道水量・
水圧不足の
解消のため。

B

上水道水量・
水圧不足の
解消。

A

第四期拡帳
計画に基づき
将来的に必要
な水源として
実施する。

C

上水道水量・
水圧不足。

A

水道事業は,
原則として市
町村が経営
する。

A

水道事業は,
原則として市
町村が経営
する。

A

安全で衛生的
な生活用水の
安定供給する
必要性が高
い。

A

慢性的水量・
水圧不足を生
じている。

A

慢性的水量・
水圧不足を生
じている。

B B

生活環境の
整備による。

現
状
維
持

現
状
維
持

粟屋地区の標高の高い地域は,水量・水圧ともに不足して,特
に,使用量の多い時間帯によっては,水圧が極端に下がる所が
あり,加圧タンクを設置するなど,各戸で対応していただいてい
る。寿橋へ配水管を添架して,今後,水量・水圧の解消を図って
いき,安全で衛生的な生活用水の供給を行うことが必要であ
る。

事
業
完
了

終
了

当該地区への送水
管については，既設
の粟屋橋からの送
水系統に加えて，１
５，１６年度で新たに
寿橋からの送水系
統を整備した。これ
により当該地区への
水圧不足は解消さ
れるため，本事業は
１６年度をもって完了
する。

107

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 有 15
老朽管更新
事業

37,736 A

上水道老朽
管解消のた
め。

A

上水道老朽
管解消。

A B

上水道老朽
管のため。

A

水道事業は,
原則として市
町村が経営
する。

A

水道事業は,
原則として市
町村が経営
する。

A

安全で衛生的
な生活用水の
安定供給する
必要性が高
い。

A

老朽管（石綿
管）を鋳鉄管
に更新するこ
とにより,配水
能力
の向上と維持
管理費の軽
減を図る。

A

老朽管（石綿
管）を鋳鉄管
に更新するこ
とにより,配水
能力
の向上と維持
管理費の軽
減を図る。

B B

生活環境の
整備による。

現
状
維
持

現
状
維
持

平成５年度から上水道の老朽管更新の整備を行っているが,
市内（旧三次市）にはまだ多くの老朽管が存在している。
今後においても,老朽管（石綿管）を鋳鉄管へ更新することによ
り,配水能力の向上と維持管理費の軽減を図る必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

年次計画を建てて更
新する必要がある
が，破損等の緊急時
に対応できる体制が
必要である。

108

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 有 15

浄水場整備
事業(寺戸浄
水場膜ろ過
施設整備事
業)

400,000 A

クリプトスポリ
ジウムに代表
される耐塩素
性病原生物
の除去を目的
とし，膜ろ過
施設を建設し
た。

A

膜ろ過施設の
完成後，耐塩
素性病原生
物の除去率９
９．９９９９９％

A

計６回にわた
る工法選定委
員会により，
建設費並びに
維持管理費
の最も安価な
処理工法を決
定

B

上水道利用
者（寺戸浄水
場ルート）を
対象

A

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する。

A

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する。

A

現在の処理
方法では，耐
塩素性病原
生物の除去
は不可能なた
め。

C

直接，市民
ニーズはない
が，水道は市
民の日常生
活に直結し，
その健康を守
るために欠く
ことのできな
いものである

A

現在の処理
方法では，耐
塩素性病原
生物の除去
は不可能なた
め。

C C

現
状
維
持

減
額

平成１３年度より開始した本事業は，平成１７年度にて完了す
る。完成後，寺戸浄水場においては，向江田浄水場と同様に
耐塩素性病原体微生物（クリプトスポリジウム）の除去が可能
となり，より多くの市民（水道利用者）に良質で安全な水の供
給が可能となる。

現
状
維
持

減
額

維持管理費の低減
策を検討する必要が
ある。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

109

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 無 16

浄水場管理
事業(排水池
施設改修維
持管理事業)

9,000 A

施設能力の
維持により水
道水の安定
供給ができる

A

施設能力の
維持により水
道水の安定
供給ができる

B

上水道利用
者(寺戸浄水
場ルート）を
対象としてい
る

A

水道事業は
原則として市
町村が経営
する

A

水道事業は
原則として市
町村が経営
する

A

施設能力の
維持により水
道水の安定
供給ができる

水道は市民
の日常生活に
直結してお
り，安全で良
質な水を安定
供給すること
が不可欠であ
る。

A

老朽化により
ポンプの揚水
能力が低下し
ているため

C C

現
状
維
持

現
状
維
持

水道水の安定供給を図るため，今後も年次計画により，施設
の整備を実施する。

事
業
完
了

終
了

修繕工事について
は，年次計画を立て
て計画的に対応す
る。また，緊急時・故
障時には適切に対
応できる体制を整え
ておく必要がある。

110

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

有 有 16
水道施設管
理事業(水道
管台帳図面)

20,000 A

市民サービス
の向上にむ
け、迅速な情
報提供・業務
の平易化・集
計分析の高
速化（緊急事
態発生時の
断水区域の
特定等）を目
的としている。

A

各業務作業
の時間の短
縮・リアルタイ
ムな情報提供
が可能。

A

旧町村（三良
坂町・布野
村）でも既に
採用されてい
るシステムで
あるため有効
利用が可能で
あり、他の手
段より費用は
安い。
また、更新業
務において
は、システム
導入後は直
営による補正
が可能であ
る。

B

上水道利用
者を対象

A

水道事業は、
原則として市
町村が経営
する。

B

水道事業は、
原則として市
町村が経営
する。

C B

市民サービス
の向上にむ
け、実施す
る。

A

旧三次市にお
いては、１５年
前より水道管
理図を作成し
ている。２ヶ年
毎に補正の実
施していた
が、本システ
ム導入検討
のため平成１
２年度より補
正業務が行
われていな
い。また、原
画の劣化がお
こってきてる
等の理由によ
り、早急な対
応を必要とす
る。

C C

現
状
維
持

現
状
維
持

本事業は平成１６年度に着手し、平成１７年度にて完了する。
完成後は三次市上水道利用者に迅速な情報提供ができ、業
務の平易化・集計分析の高速化（緊急事態発生時の断水区域
の特定等）による適切な維持管理が可能となる。また、図面・
台帳類を事務室から移動できることからスペースの有効利用
も見込まれる。

現
状
維
持

現
状
維
持

導入後の補正等の
計画が不明確であ
り，利用方法につい
て検討を要する。

111

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 有 15
小型合併処
理浄化槽整
備補助金

50,634 A

平成15年度
末で1311基
補助設置し、
生活環境の
改善に尽くし
た。

B

今後も住民要
望が強く求め
られている。

A

浄化槽の維
持管理費が
かからない(維
持管理費は、
設置者負担で
ある。)ため、
市町村設置
型浄化槽に比
べ費用が安
い。

B

下水道法第４
条第１項の認
可を受けた公
共下水道の
処理区域、大
型合併処理
浄化槽設置
区域、農業集
落排水処理
施設の処理
区域、市町村
設置型浄化
槽設置区域
の区域外の
市民を対象に
している。

A

浄化槽設置
者に対する補
助であるた
め。

B

市の直接実
施は義務付け
られていない
が、住民の快
適な生活環境
の改善と公共
用水域の水
質改善を図る
ため、生活排
水対策とし
て、市が計画
的に取り組む
必要がある。

A

住民の快適な
生活環境の
改善と公共用
水域の水質
改善は、社会
的に必要性が
極めて高い。

A

生活環境の
改善と公共用
水域の水質
改善の必要
性は高いが、
浄化槽の設
置には、多額
の費用が掛
かるため、補
助金の交付を
市民は強く求
めている。

A

生活環境の
改善は緊急
性を要する。

A

実施すること
で、国庫補助
金及び県補
助金が市に交
付される。

B

「汲み取り便
所」から「簡易
水洗便所」に
かえることで、
若年層人口
の流出には、
多少歯止め
がかかる。

事
業
拡
大

増
額

住民の快適な生活環境の改善と公共用水域の水質改善を図
るため、今後も事業を継続していく必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

新市のウォーターリ
フレッシュプランの整
備と残事業量の把
握を行い，公共下水
道・農業集落排水と
の調整を図りながら
計画的に本事業を
推進する。

112

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 無 16

処理場整備
事業（水質管
理センター機
械整備事業）

40,580 A

反応槽内の
MLSS低下を
目的としてお
り，目的と合
致している。

A

計画当初より
必要としてい
る設備であ
り，十分成果
は達成され
た。

A

他に手段はな
い。

A

放流水質の
確保効果も併
せ持つため水
質保全に寄与
しており，三
次市市民以
外も対象とし
ている。

A

民間では小型
合併浄化槽な
どがあるが，公
共下水道実施
エリア内は家屋
の敷地が狭小
で小型合併槽
の設置が不可
能な家屋が多
く，又排水流末
が道路側溝で
あるなど小型合
併浄化槽設置
の普及には長
大な年月を要
すこととなる。
　よって，水質
保全の目標を
容易に達成す
ることは難しく
なる。

B

市の直接実
施は法的には
義務付けられ
ていないが，
多額の費用を
要すことか
ら，三次市以
外の事業主
体は想定でき
ない。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境空
間が形成さ
れ，必要性は
高い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
く，長年放置
するすると地
域が空洞化さ
れ活性化に繋
がらない。

B

定住促進にも
つながり，又
宅内工事によ
る工事請負が
進む中で税の
増収に繋がる
ことが予想さ
れる。

B

地域の空洞
化の歯止めに
繋がり，地域
活性化が維
持でき人口増
加に一定の役
割りを担うこと
が予想され
る。。 事

業
拡
大

増
額

公共下水道の整備は公共水域の水質保全と住環境整備の向
上を目的としており，速やかな整備が望まれる。

事
業
完
了

終
了

本事業は１６年度を
もって整備を完了し
た。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

113

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 無 16

場内ポンプ
場整備事業
（水質管理セ
ンター）

180,000 A

計画的な供用
区域の拡大に
は欠くことの
できない施設
であり，目的
と合致してい
る。

A

本施設は当
面262.0haの
区域を対象と
しているが，
全体計画の
1,010haにも
対応可能な設
備設置空間
は確保したも
のとなってい
る。

A

他に手段はな
い。

A

放流水質の
確保効果も併
せ持つため水
質保全に寄与
しており，三
次市市民以
外も対象とし
ている。

A

民間では小型
合併浄化槽な
どがあるが，公
共下水道実施
エリア内は家屋
の敷地が狭小
で小型合併槽
の設置が不可
能な家屋が多
く，又排水流末
が道路側溝で
あるなど小型合
併浄化槽設置
の普及には長
大な年月を要
すこととなる。
　よって，水質
保全の目標を
容易に達成す
ることは難しく
なる。

B

市の直接実
施は法的には
義務付けられ
ていないが，
多額の費用を
要すことか
ら，三次市以
外の事業主
体は想定でき
ない。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境空
間が形成さ
れ，必要性は
高い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
く，長年放置
すると地域が
空洞化され活
性化に繋がら
ない。

B

定住促進にも
つながり，又
宅内工事によ
る工事請負が
進む中で税の
増収に繋がる
ことが予想さ
れる。

B

地域の空洞
化の歯止めに
繋がり，地域
活性化が維
持でき人口増
加に一定の役
割りを担うこと
が予想され
る。。 事

業
拡
大

増
額

公共下水道の整備は公共水域の水質保全と住環境整備の向
上を目的としており，速やかな整備が望まれる。

事
業
拡
大

増
額

下水道普及率，水洗
化人口比率等合理
的指標（数値）により
今後の整備手法を
見直す。また，施設
の使用開始から５年
が経過したが，引き
続き維持管理費の
低減に努めるととも
に，供用開始区域の
拡大について計画的
に整備する必要があ
る。

114

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 有 16
管渠整備事
業

1,178,894 A

公道内の下
水道管布設
は下水道管
理者である市
の責任で行う
が、土地区画
整理事業・開
発行為等の
場合は一定
の条件が揃え
ば、関係者が
申請を行って
施工すること
が出来る。

B

整備区域内
の下水道普
及促進により
成果を促進す
る。

A

国庫補助・県
費補助を利用
し、さらに下
水道受益者
負担金を投入
し事業を行っ
ている。

B

都市計画区
域内・都市計
画決定区域

A

下水道法第３
条

A

公共下水道
の設置、改
築・修繕、そ
の他の管理
は市町村が
行うと定めら
れている。(下
水道法第3
条）

B

近年の産業
の高度化や
生活様式の
多様化などに
より河川や海
の汚濁は進
行しており、
生活雑排水に
より市内河川
の汚濁はとき
として異臭を
感じる程度で
あり、市内河
川の水質保
全をはじめ市
民生活の向
上や環境改
善を求める社
会的ニーズは
高い。

B

市民生活の
向上や環境
改善を求める
ものである
が、処理区域
となった場
合、便所の水
洗化や雑排
水の接続が
義務付けられ
るため、個人
の負担も発生
し、下水道を
強く求める人
と求めない人
の両極であ
る。総じては
市民ニーズは
大である。

B

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
く、処理区域
の拡大によっ
て効果が上が
る。　　既存住
宅でも水洗化
を求め個人設
置の合併浄
化槽への改
築もなされつ
つあるため、
このような二
重投資を避け
る意味でも早
急な面整備が
求められる。

B

下水道の整
備は定住促
進につなが
り、大型集合
住宅等の建
築を促す。ま
た、排水設備
の設置等で若
干の税収増
が予想され
る。

B

住環境の改
善と水洗化で
きることから
若年層人口
の流出に多少
の歯止めが
かかる。

事
業
拡
大

現
状
維
持

公共下水道の整備は公共水域水質保全と住環境の向上を目
的としており、処理区域の拡大によって効果が上がる。　全体
計画区域1060ヘクタールの限られた区域内での格差を避ける
ためにも早急な全区域の面整備が求められる。

現
状
維
持

現
状
維
持

計画・整備手法につ
いて合理的かつ効
率的な計画とするよ
う見直しを行い，計
画区域の整備に向
けて推進を図る。あ
わせて加入促進を
積極的に推進する。

115

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 無 16
江の川河床
横過トンネル
整備事業

85,000 A

計画的な供用
区域の拡大に
は欠くことの
できない施設
であり，目的
と合致してい
る。

A

本施設は当
面262.0haの
区域を対象と
しているが，
全体計画の
1,010haにも
対応可能な設
備を確保した
ものとなって
いる。

A

他に手段はな
い。

A

放流水質の
確保効果も併
せ持つため水
質保全に寄与
しており，三
次市市民以
外も対象とし
ている。

A

民間では小型
合併浄化槽な
どがあるが，公
共下水道実施
エリア内は家屋
の敷地が狭小
で小型合併槽
の設置が不可
能な家屋が多
く，又排水流末
が道路側溝で
あるなど小型合
併浄化槽設置
の普及には長
大な年月を要
すこととなる。
　よって，水質
保全の目標を
容易に達成す
ることは難しく
なる。

B

市の直接実
施は法的には
義務付けられ
ていないが，
多額の費用を
要すことか
ら，三次市以
外の事業主
体は想定でき
ない。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境空
間が形成さ
れ，必要性は
高い。

A

公共水域の
水質保全と快
適な住環境の
必要性は高
く，長年放置
するすると地
域が空洞化さ
れ活性化に繋
がらない。

B

定住促進にも
つながり，又
宅内工事によ
る工事請負が
進む中で税の
増収に繋がる
ことが予想さ
れる。

B

地域の空洞
化の歯止めに
繋がり，地域
活性化が維
持でき人口増
加に一定の役
割りを担うこと
が予想され
る。。 現

状
維
持

終
了

公共下水道の整備は公共水域の水質保全と住環境整備の向
上を目的としており，速やかな整備が望まれる。

事
業
完
了

終
了

本事業は１６年度を
もって事業完了する
が，大規模工事につ
いては，経費比較を
行って効率的な事業
推進を行う。

116

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 無 15
下水道管理
システム台
帳整備事業

2,234 A

維持管理上，
必要不可欠で
ある。

B

台帳を有効的
に活用するこ
とにより成果
が現れる。

A

他の手段はな
い。

B

下水道利用
者を対象とす
る。

C

すでに民間業
者に委託して
いる。

A

下水道法第
23条に，公共
下水道管理
者はその管理
する公共下水
道の台帳を調
製し，これを
保管しなけれ
ばならないと
ある。

B

社会的に必要
性あり。

B

適正な維持管
理ができる。

A

管理システム
を最新の情報
に更新するた
め。

C

税収等には影
響しない。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

下水道の効率的な管理を行うため，管理システム台帳で，す
でにデジタル化としているので継続していくことが必要である。

現
状
維
持

減
額

現在の整備率と残
事業量，今後の整備
計画等を明確にし，
経費削減のための
見直しが必要であ
る。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

117

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

有 有 15
農業集落排
水事業（神杉
地区）

589,900 A

管路施設は
農業集落排
水事業の主
要施設であ
り、目的と合
致している。

A

公共水域の水質
改善はもちろ
ん、他の農業集
落排水供用開始
地区において、
宅内排水設備工
事の際にトイレ、
台所、風呂等を
改築してから、
市街地のアパー
ト住まいの子や
孫が帰ってきた
という例もよく聞
かるようになっ
た。また、下水道
が整備されてい
ることから他の
地域から移り住
まれ、若い方が
新築されるる例
も多く、波及効果
が大きい。

C

農村地域は
家屋が点在し
ており、管路
延長が長くな
る。また、既
設の道路舗
装の取り壊
し、復旧等で
管路工事にか
かる費用が大
きくなる、合併
浄化槽の工
事費と比較す
ると約４倍の
費用が必要で
ある。

B

集落排水事
業区域のみを
対象としてい
る。

B

合併浄化槽で
民間がサービ
スを行ってい
る。農村部で
は農業用の
用排水路に放
流せざるを得
なく、田への
流入の問題で
トラブルが生
じ、設置したく
てもできない
件もある。

B

都市部の公
共下水道に対
し、農村部の
下水道整備
は根拠法令
が無いもの
の、都市部と
同様公共性
は非常に高
い。

A

公共水域の
水質改善と農
村地域の快
適な住環境整
備の必要性
は非常に高
い。

A

現代社会に
育った若者、
子供たちは、
トイレの水洗
化は常識であ
り、若い人が
農村部に定住
できる住環境
整備が強く求
められてい
る。

A

農村部は過
疎化が進行
し、若者は都
市の生活に憧
れ市街地へと
流出してい
る。若者が地
域に定住し生
まれ育った地
域を守ってゆ
くために、ソフ
ト面と道路・上
下水道等の
ハード面での
支援を早急に
実施すること
が求められて
いる。

B

供用開始後
は接続のため
の配管工事
や、これに伴
うトイレ・台
所・風呂等の
改築工事が
実施され、税
の増収が見
込まれる。

B

供用開始地区で
は、農村部の地価
の安さも手伝い他
の地域から若者夫
婦が移り住んでい
る。また、都会で暮
らした人も定年後
は田舎住まいを希
望している人も多
く、農村部でもコン
ビニエンスストアー
等の進出もみら
れ、豊かな自然と
静かな環境の中で
も日々の生活は近
代的な生活が望ま
れている。このよう
な中で下水道の整
備を実施すること
で、人口の増加が
図られる。

現
状
維
持

現
状
維
持

農業集落排水事業は事業年度が１地区につき５年から６年を
必要とし長期間を要する。また、合併浄化槽との経済比較から
言えば不経済であるが、地域全体が整備され一気に公共水域
の水質改善、住環境整備が図られる等の大きなメリットがあ
る。合併浄化槽は設置したい人がすぐに設置できるメリットと、
放流水が田に流入することでの昔ながらの”汚い水”のイメー
ジでのトラブルや、地域全体での整備とならない等のデメリット
もあり、地域全体での話し合いを持つ中での解決が必要であ
ろうと思われる。神杉地区農業集落排水事業は、平成１５年度
で約４０kmの管路工事の内約９割が終了し、残工事として処理
施設、中継ポンプ施設と管路工事の一部となった。継続して速
やかな整備が望まれる。

現
状
維
持

減
額

１８年度の供用開始
に向けて本事業を継
続実施する。ただ
し，本市における農
業集落排水事業の
新規実施について
は，和知地区をもっ
て終了する。また，
汚水適正化計画の
見直しを行う。
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の
び
の
び
こ
ど
も
室

有 有 15
延長保育事
業

60 A

延長保育の
実施により，
保護者の就
労を側面から
支援し，子育
ての不安を解
消する。

B

市街地の保
育所１箇所
（東光保育
所）での実施
であり、保護
者のニーズを
見極めなが
ら、制度の充
実を図る。

A

民間での託児
の充実が図ら
れる以外，当
面は他の手
段はない。

C

制度を実施し
ている保育所
の入所児童
以外は利用で
きない。

B

企業内で託児
制度を整えて
いる所もある
が、まだ少数
である。

B

市が直接実
施するよう義
務付けられた
ものではない
が、子育て支
援施策の一
環として実施
することが妥
当である。

B

地域的な格差
はあるが，社
会的な必要性
は高い。

B

社会的な必要
性は高いが，
実際のニーズ
の高まりはな
い。

A

共働きで長時
間労働の保
護者には，切
実な問題であ
り，早急な対
応が必要であ
る。

C

実施しても税
収等にはあま
り影響がな
い。
（月額15,000
円～20,000円
程度）

C

人口の増加に
影響しない

事
業
拡
大

増
額

保護者の要望も強いということで、平成15年度8月から東光保
育所で施行したが，事前調査の結果ほどには制度の利用希
望者はなかった。
平成16年度は市街地の十日市保育所と2箇所で実施している
が、利用傾向に変化は見られない。
より多くの保護者に等しく制度が利用できるよう拡大していく方
向での検討が必要であるが、今後については、保護者の勤務
実態及び地域性等を精査し，保護者のニーズを慎重に確認し
ながら取り組む必要がある。
また、利用者が増えるにつれて延長保育料の滞納も発生して
いること、シフト勤務という保育士の勤務体制の特殊性により
延長保育の時間帯に正規保育士を充て難いことなど、諸課題
の解消にも対応していかなくてはならない。

事
業
拡
大

現
状
維
持

目標値の設定がアン
ケート結果によってい
る。潜在的ニーズの掘
り起こしが必要である。
また，事前調査の結果
と利用実績が相違して
いる点については検証
が必要であり，そのう
えで，民間も含めて実
施保育所の拡大を検
討すべきである。さら
に，延長保育料の滞
納，保育士の勤務体制
の問題については，早
期に具体策を示し，保
護者が安心して預けら
れるよう解消を図る。

119

す
く
す
く
育
児
支
援
室

有 有 15
地域子育て
支援センター
運営事業

3,813 Ａ

子育て家庭へ
の支援活動
の企画･調
整，育児不安
等の相談･指
導，子育て
サークルの支
援等の子育て
支援を推進し
た。

Ｂ

目的には合致
しているが，
設置箇所･運
営内容等の
充実が必要で
ある。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

市内全域の
子育て中の親
子を対象とし
ている。

Ｂ

民間もサービ
スを行ってお
り，委託して
いる。

Ｂ

市の施策とし
て「子育て日
本一」を掲げ
る以上，市が
責任を持って
実施すべき重
要な事業であ
る。しかし，民
間にとっても
魅力ある事業
であろう。

Ａ

少子化対策
の一環であ
り，必要性は
極めて高い。

Ｂ

年々，ニーズ
は高くなって
いくサービス
である。

Ｂ

社会事情が変
わり，子育ては
親もしくは家庭
がするものとい
う認識はなく
なってきてい
る。児童虐待予
防のためにも
社会全体で支
えていくことが
望ましい。
少子高齢化に
歯止めをかけ
るためにも，で
きるだけ早く実
施し，家庭･地
域・行政が一体
となった総合支
援をしていく必
要がある。

Ｂ

子育て支援事
業が充実する
と，若い世代
の家庭にとっ
て，三次は安
心して子ども
を産むことが
でき，子育て
がしやすく住
みやすいまち
ということにな
り人口の増加
につながる。
よって，税収
等も伸びる。

Ｂ

子育て支援事
業が充実する
と，若い世代
の家庭にとっ
て，三次は安
心して子ども
を産むことが
でき，子育て
がしやすく住
みやすいまち
ということにな
り人口の増加
につながる。

事
業
拡
大

増
額

今後，保護者や地域の現状・ニーズを把握し，かゆいところに
手が届くような子育て支援センターの拡充を図っていく必要が
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また，地域のお年寄り
とも連携し，子育てのノウハウや経験を生かせる場にもなるよ
う，少子高齢化を逆手に取った運営が望ましいと考える。指導
員の確保が難しい現状であるが，レベルの高い支援をしていく
ためにも養成等も行っていく必要がある。
保育所内に設置した場合，職員の勤務体制に難しさがあるよ
うなので，日常の連携はしながらも基本的には保育と支援セン
ターの運営は切り離して行えるよう改善する必要がある。特に
一時預かりや相談業務など利用する側に立った迅速対応がで
きるよう，シフト勤務から外すなど職員の意識改革も必要であ
る。

手
段
変
更

現
状
維
持

専門職の配置につ
いて検討するが，直
接的な人員増より，
限られた職員配置で
はあるが，創意工夫
により有効的な事業
実施を検討する必要
がある。
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す
く
す
く
育
児
支
援
室

有 有 15
保育所地域
開放事業

2,712 Ａ

目的と合致し
ている。

Ｂ

広報活動によ
り，参加人数
の増加に努め
る。保育所･
保護者･地域
の方とともに
地域の子ども
すべてを育て
る場所をめざ
す。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

未就園児とそ
の親また地域
の人を対象と
している。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

今後子育て支
援が必要と
なってくる家
庭は増加して
くると思われ
るので，市が
行うべきサー
ビスと考えら
れる。

Ａ

子育て支援社
会の実現を
「国の最優先
課題」と位置
づけられてい
るので病後児
保育は社会
的に必要性が
極めて高いと
思われる。

Ａ

参加数などを
考えると子育
て家庭が強く
求めている
サービスと思
われる。

Ｂ

社会的ニーズ
が高く，早急
に実施する必
要がある。

Ｃ

直接的影響
は少ない。

Ｃ

特に影響はな
い。

事
業
拡
大

現
状
維
持

保育所開放事業を通して保育所が地域に開かれ，子育ての
拠点としてまた，子育てのパートナーとして支援することは，今
後重要な役割となってくると思われる。そして，保育所も在園
児だけでなく地域の子どもすべてを育てる場としてどのように
開放事業を進めていくのか検討する必要がある。

事
業
拡
大

現
状
維
持

開放事業の効果の
検証が必要である。
また，類似事業を整
理し，地域子育て支
援センターの事業と
して統合する等の検
討を要する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名
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す
く
す
く
育
児
支
援
室

有 有 15
子育てサ
ポート事業

3,680 Ａ

保護者の就
労時間にあわ
せた保育の提
供や緊急な場
合の一時的に
預かる場を進
めることや，
子育てに対す
る協力者のい
ない家庭の支
援や子育て環
境の整備。ま
た地域の中に
ある人的及び
社会的資源
の活用という
目的に合う。

Ａ

今後広報活
動により，会
員数の増加に
努める。

Ａ

地域のなかに
ある人的及び
社会的資源
の活用の面で
は有効的であ
る。

Ｂ

小学校３年生
までの子ども
のいる家庭を
対象にしてい
る。

Ｂ

利用料金，利
用時間面は
民間サービス
では不十分で
ある。

Ｂ

今後子育て支
援が必要と
なってくる家
庭は増加して
くると思われ
るので，市が
行うべきサー
ビスと考えら
れる。

Ａ

子育て支援社
会の実現を
「国の最優先
課題」と位置
づけられてい
るので子育て
サポート事業
は社会的に必
要性が極めて
高いと思われ
る。

Ａ

会員登録数，
利用時間の
増加などを考
えると市民が
強く求めてい
るサービスと
思われる。

Ｂ

社会的ニーズ
が高く，早急
に実施する必
要がある。

Ｃ

直接的影響
は少ない。

Ｃ

特に影響はな
い。

事
業
拡
大

増
額

今後は保護者のニーズにあわせて利用年齢や利用時間を拡
大し、子育て環境の整備に努める。また，子育て支援を進める
うえで，保護者，地域，行政が他機関と連携を図りながら進め
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

当面，会員増に伴う
事業費の増額が見
込まれるが，特にま
かせて会員（受け入
れ会員）の確保に努
める。しかしながら，
「自分の子供は自分
で育てる」のが本来
の姿であり，年齢や
受け入れ時間を拡
大していくことが「子
育て支援」につなが
るのか検討が必要
である。
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す
く
す
く
育
児
支
援
室

有 有 15
病後児保育
事業

2,851 Ａ

病気の回復
期にあるため
安静の確保に
配慮する必要
のある児童の
うち，保護者
の勤務の都
合等により，
家庭での育児
が困難な子ど
もを預かるこ
とにより家庭
と仕事の両立
支援に努める
ことを目的と
する。

Ｂ

広報活動によ
り，会員数の
増加や利用
人数の増加に
努める。今後
「病児保育」
のニーズが増
加してくると思
われるので，
検討が必要。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｃ

６ヶ月から小
学校３年生ま
での子どもを
対象にしてい
る。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

今後子育て支
援が必要と
なってくる家
庭は増加して
くると思われ
るが，民間で
の採算性は
低い。

Ｂ

子育て支援社
会の実現を
「国の最優先
課題」と位置
づけられてい
るので病後児
保育は社会
的に必要性が
高いと思われ
る。

Ｂ

会員登録数，
延べ利用数
の増加などを
考えると市民
が求めている
サービスと思
われる。

Ｃ Ｂ

出生率等の
向上で所得増
加の効果が
見込まれる。

Ｂ

子育て支援の
事業が充実
すると，住み
やすい自治体
になる。

事
業
拡
大

増
額

今後は病児保育室の開設も検討しながら，保護者のニーズに
あった内容検討（定員，利用料金等）が必要。

現
状
維
持

現
状
維
持

保護者等に対する
本事業のＰＲ不足の
感がある。保育所・
小学校等からも，保
護者に対する本事
業の周知が必要で
ある。また，病児保
育室については引き
続き内容等を検討す
る。

123

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 15
なかよしハウ
ス設置事業

2,660 Ｂ

未就園児を持
つ親子が集う
場としては目的
に合致している
が，月一回の
給食試食会で
は保育所開放
事業と変わりが
ない。
施設的にも余
裕がなく，通常
の保育中に多
数の親子が集
うには無理があ
る。土曜日の園
庭開放は他の
保育所でもして
いることであ
る。

Ｂ

実施方法を改
善すればもっ
と成果があ
る。

B

集いの広場や
保育所開放
事業，子育て
支援センター
がある。

Ｂ

十日市・愛光
保育所とも市
街地にあり，
対象数として
はある。

Ｂ

十分な受け入
れとは言えな
いが，民間の
ちゅうおう憩
いの森が柔軟
な子育て支援
を実施してい
る。

Ｂ

利用する側に
とってはどち
らとも言えな
いと思うが、
施策としては
市が主体的に
行うべきサー
ビスと思う。

Ｂ

少子高齢化
の時代だから
こそ次世代が
うまく交流し，
支えあう場が
求められてい
る。

Ｂ

少子高齢化
の時代だから
こそ次世代が
うまく交流し，
支えあう場が
求められてい
る。

Ｂ

実施方法を改
善すればもっ
と成果があ
る。

Ｃ Ｂ

充実した子育
て支援や楽し
い世代間交流
が行われてい
るまちという
評判が広まれ
ば，人が集ま
る。

手
段
変
更

減
額

現在実施している十日市・愛光保育所については，内容的に
保育所開放事業，また地域子育て支援センターとの違いや特
色が明確でないため，今後なかよしハウスとして存続すべきか
どうか整理する必要がある。

廃
止

終
了

保育所開放事業及
び地域子育て支援
センター運営事業
等，地域保育の拠点
整備を行っているこ
とから１６年度をもっ
て本事業を廃止す
る。

124

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 有 15

放課後児童
クラブ拡充
（和田小学
校，酒河小
学校への新
規開設分）

4,000 Ａ

昼間保護者
が家庭にいな
い児童の受け
入れを目的と
し，開設した。

Ｂ

開設１年目が
終了し，今後
も増加するで
あろう夫婦共
働きの家族や
核家族への
支援対策及
び，児童の健
全育成を図る
ことが期待で
きるため。

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

昼間保護者
が家庭にいな
い放課後児童
の受け入れを
目的としてい
るため。

C

旧三次社会
福祉協議会
へ委託。

Ｂ

今年度は社
会福祉協議
会へ委託した
が，平成１６
年４月１日の
市町村合併
後は１３クラブ
となり，広域
化するため，
運営指導が
困難と思われ
る。よって市
が事業主体と
なるのが望ま
しい。

Ａ

夫婦共働きの
家庭や，核家
族が増加して
いるため，ま
た放課後児童
の健全育成を
図るため社会
的ニーズが極
めて高い。

Ｂ

社会的ニーズ
と対応し，市
民ニーズも高
い。

Ａ

入会希望者
が和田小学
校で１２名，酒
河小学校で１
０名おり，今
後も希望され
るニーズがあ
るため，早急
に実施するこ
とが望まし
い。

Ｂ

負担金が月
額４，０００円
となり，若干
ではあるが歳
入増につなが
る。

Ｂ

保護者の就
労支援につな
がり，さらには
育児支援にも
つながる。よ
産み育てるた
めの支援は，
子どもを産み
たくなるため
の支援へもつ
ながる。

現
状
維
持

増
額

平成１６年度からは市が直営で実施するため，運営経費が増
加するものと思われる。しかしながら，指導員への運営指導が
きめ細かく実施することができ，適切な運営，さらなる向上に
つながる。今後は，子どもたちが行きたくなるようなクラブ，親
が安心して預けることができるクラブへ発展させていく必要が
ある。また，待機児童がでないよう，先を見据え，受け入れ施
設などを検討していくことも必要と思われる。

事
業
拡
大

増
額

拡充にあたっては利
用予想・ニーズ・規
模等について十分な
調査検討を行い，達
成率の向上に努め
る。また，運営形態
や内容についても検
討を要す。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

125

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 15
子育て情報
発信事業

100 Ａ

子育てサーク
ル・遊び場ガ
イドの発行，
市広報への
掲載，ホーム
ページの開設
を実施した。

Ｂ

今後は，子育
てに関する正
確で様々な情
報を盛り込ん
だガイドブック
の作成や，
CATVやイント
ラネットなどを
活用した情報
発信により，
事業目的のよ
り一層の遂行
につながる。

Ａ

他の手段はな
い。

Ａ

特に子育て中
の家庭が対
象の中心とな
るが，子育て
に興味のある
方など，全市
民を対象とし
ている。

Ａ

将来的には，
民間と連携し
て必要な情報
を提供するこ
とが必要。

Ｂ

制度や，市の
事業は市が
行う必要があ
るが，その他
の子育て情報
は，市に限ら
ず民間とも連
携をとって行
う必要があ
る。

Ａ

子育ての情報
が多様化する
中，適切な情
報を提供する
ことの社会的
ニーズは極め
て高い。

Ａ

子育ての情報
が多様化する
中，適切な情
報を提供する
ことの市民
ニーズは極め
て高い。

Ａ

最新で適切な
情報は，早急
に提供するこ
とが求められ
ている。

Ｃ

税収等に影響
はない。

Ａ

子育て情報を
発信すること
で，子育て家
庭の不安の
解消や，楽し
く子育てがで
きるきっかけ
づくりなどが
でき，子ども
を安心して生
めるまちづくり
につながる。

事
業
拡
大

増
額

今後は，子育てに関する正確で様々な情報を盛り込んだガイ
ドブックの作成や，CATVやイントラネットなどを活用した情報
発信を行っていく。

手
段
変
更

終
了

三次市ホームページ
掲載の「みよし子育
て情報」は今後内容
を充実・拡大し，より
便利で親切な情報
提供を行う。情報提
供は，工夫次第で効
果的に行えることか
ら，その手法につい
て検討する。情報が
隅々まで行き届くよ
うな工夫も必要であ
る。アンケート等によ
り，どんな情報がほ
しいのかの調査も必
要。

126

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 15

育児サーク
ル交流及び
育児リー
ダー養成事
業

186 Ｂ

参加者が固
定化されてい
る。

Ｂ

サークルのＰ
Ｒ，育児リー
ダーの養成に
つながる。

Ａ

自主運営を促
進

Ｂ Ａ Ｂ

子育ての方法
や悩みの解
消させる場の
設定

Ｂ

育児不安や
保護者の孤
立を防止する
効果。

Ｂ

子育て不安を
解消するだけ
でなく，人間
関係を形成で
きネットワーク
を図る。

Ｃ Ｃ Ｂ

現
状
維
持

現
状
維
持

地域において，サークル活動の継続と活性化を支援し，地域
の子育て意識を醸成，市全体の子育て力の向上を図る。

現
状
維
持

現
状
維
持

子育て中の親子を対
象にテーマ毎のサーク
ルを募集して組織づく
りを支援する取り組み
は，交流・情報交換等
を行ううえで有効であ
る。ただし，サークルを
つくることが目的では
なく，サークル活動を
通して子育て中の親子
同士が楽しく交流・情
報交換等を行っていた
だくことが目的であるこ
とをしっかりと認識し，
組織化後の活動状況
についても把握するべ
きである。なお，市の
関与の度合いについて
は再検討し，将来的に
はボランティアグルー
プ・ＮＰＯ等の自主的
運営をめざす。

127

す
く
す
く
育
児
支
援
室

有 有 15
乳幼児医療
公費負担制
度拡大

57,579 Ａ

事業の主目
的は明確であ
る。

Ａ

事業意図と受
益者は整合し
ている。

Ａ

１０月から適
正な受益者負
担を求めてい
る。

Ｂ

０～９歳の乳
児・児童が対
象。

Ａ Ａ

広島県乳幼
児医療支給
条例（準則）
による

Ａ

社会的ニーズ
は高い。

Ａ

住民ニーズが
高い。

Ｃ Ｃ

直接的効果
は少ない。

Ｂ

０～９歳児の
医療費助成を
行うことによ
り，子育てに
かかる経済的
負担の軽減
が図られ，出
生率の向上に
も効果的であ
る。

事
業
拡
大

増
額

「子育て日本一のまち」の重点施策として，乳幼児医療費公費
負担制度については，対象年齢を０～１２歳児まで拡大する。

事
業
拡
大

増
額

現行の対象９歳未満
児（医療費一律５００
円）の医療費公費負
担制度について，１
７年４月から対象を１
２歳未満児にまで拡
大する。本事業は人
口増加の期待度が
極めて高く，少子化
対策としての有効
性，また社会的ニー
ズ・市民ニーズのい
ずれも高い。子育て
支援施策の重点事
業として積極的に推
進する。

128

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 15
マタニティー
スクール休
日開催

688 Ａ

休日にマタニ
ティスクール
を開催するこ
とで，参加者
（特に配偶
者）の参加者
が増えた

Ｂ

より参加しや
すいよう日程
や内容等を検
討していく必
要がある

Ｂ

マタニティス
クールを実施
している医療
機関もある
が、現在のと
ころ休日開催
を実施してい
る医療機関は
ない。仕事し
ている母親・
父親も参加し
やすい方法も
引き続いて必
要。

Ａ

妊婦とその配
偶者を対象と
している

Ｂ

医療機関が
実施している
マタニティス
クールは休日
開催がないた
め，参加でき
ない対象者が
いる。
医療機関とも
情報交換や
連携が必要。

Ｂ

男女が共同し
て育児を行っ
ていく大切さ
を伝えていく
必要がある。

Ａ

核家族化が
進み，より男
女が共同して
育児を行って
いく必要性を
感じてもらう
機会とする。

Ａ

核家族化が
進み、子ども
と触れ合う機
会もなく母親・
父親として子
育てをしてい
る家庭が多い
中で、妊娠・
出産・育児に
ついて学び体
験できる場に
対してのニー
ズは高い。

Ａ

子育て支援を
おこなう中で
親育てを行う
ことが必要。

Ｃ

参加費等の
徴収は行って
いない。

Ｂ

妊娠・出産・
育児について
学び・体験し・
相談できる機
会があること
で、子どもを
産み育てるこ
とに喜びを感
じ、出生数の
増加につなが
ることもあると
考えられる。

事
業
拡
大

増
額

仕事をしている母親・父親も、妊娠中から妊娠・出産・育児に
ついて学び、実際に体験し、交流できる機会が必要。日程の
周知方法も検討し、多くの妊婦とその配偶者に参加してもらい
たい。現在は医療機関においては日曜日に開催しているとこ
ろはないが、今後は医療機関とも連携をとりながら進めていく
ことも必要になってくると思われる。

手
段
変
更

減
額

休日開催に伴い，参加
者（特に男性参加者）
も増加しており，効果
はあがっている。今
後，医療機関等と協議
し，医療機関によるマ
タニティスクールの休
日開催について実施を
検討する。また，制度
利用のための啓発に
ついても積極的に行
う。なお，民間医療機
関の取り組みに応じ
て，市の開催回数は縮
小していく。参加者を
増やすのが目的では
なく，最終目標につい
て検証し，内容の充実
を図る。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

129

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 15
ブックスター
ト事業

465 Ａ

「絵本」をとお
して，肌のぬく
もりを感じな
がら言葉をか
わす，暖かい
親と子の絆を
育み，大人が
楽しく子育て
をするきっか
けをつくるとい
う目的と合致
している。

Ａ

今後広報をと
うして参加数
を増加。

Ａ

大人が楽しく
子育てをする
きっかけづくり
をするという
ブックスタート
は身近にある
絵本をつか
い，他の手段
より費用は安
い。

Ｂ

子育て家庭を
対象にしてい
る。

Ａ

民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

「子どもとどの
ように接して
良いかわから
ない」「遊び方
がわからな
い」という保護
者が増えてい
る中で，親子
がふれあう
きっかけ作り
のブックス
タート事業は
子育てを支援
という観点か
らも重要なこ
とだと思う。

Ａ

「子どもとどの
ように接して
良いかわから
ない」「遊び方
がわからな
い」という保護
者が増えてい
る中で，親子
がふれあう
きっかけ作り
のブックス
タート事業は
子育てを支援
という観点か
らも重要なこ
とだと思う。

Ｂ

子育て相談の
中にも，「子ど
もとのかかわ
り方を教えて
ほしい」という
相談が多いの
で，市民が求
めているサー
ビスだと考え
られる。

Ｂ

子育て支援を
必要とされる
時に実施す
る。

Ｃ

直接的影響
は少ない。

Ｃ

特に影響はな
い。

事
業
拡
大

現
状
維
持

“ブックスタート”は絵本の読み語り，紹介だけにとどまらず本
来の目的である絵本を介して肌のぬくもりを感じながら，言葉
と心を通わす時間の楽しさや大切さについて，ひとりひとりの
保護者に丁寧に伝えていきたい。また，すくすく育児支援室の
みのかかわりではなく，図書館，地域のボランティアと連携を
図り赤ちゃんの成長と保護者の子育て支援を進めたい。

現
状
維
持

減
額

本のある場所の一
角を利用して開催す
る等，本購入代金の
節約を図る。

130

す
く
す
く
育
児
支
援
室

無 無 16
母子自立支
援員の配置

0 Ａ

ひとり親家庭
は増加傾向に
あり、総合的
な支援策の充
実が求められ
ている

Ｂ

父子家庭の
支援策の充
実が本事業
の目的のより
一層の遂行に
つながる

Ａ

他の手段はな
い

Ｃ

ひとり親家庭
のみを対象と
している
父子家庭の
支援策が少な
い

Ａ

民間サービス
はない

Ａ

母子及び寡
婦福祉法に、
「市長及び福
祉事務所を設
置する町村長
は、母子自立
支援員を委嘱
するものとす
る。」とされて
いる。

Ａ

ひとり親家庭
の自立のため
の、総合的な
支援策が求
められている

Ａ

ひとり親家庭
の自立のため
の、総合的な
支援策が求
められている

Ｂ

市民の生命・
安全にかかわ
る

Ｂ

就業状況が
安定すれば、
歳入増につな
がる

Ｂ

ひとり親家庭
の住みやすい
まちとなれ
ば、若干の人
口の増加が
見込まれる

現
状
維
持

現
状
維
持

母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開され、個々の母
子家庭等に対して効果的に機能するためには、実態を把握し
自立促進計画の策定が必要となる。相談内容は、離婚前の相
談、住宅、子育て、就業、経済上の問題等専門的知識を必要
とする相談が多くあり、母子自立支援員の資質の向上が求め
られている。

現
状
維
持

現
状
維
持

母子自立支援員の
資質向上に向けた
具体策を示す必要
がある。また，制度
利用に向けた啓発を
行う必要がある。

131

病
院
企
画
室

無 有 15

医療機器整
備事業（ＭＲＩ
装置，生化
学自動分析
装置）

220,801 Ａ

　平成１５年度
は，三次中央病
院事業中期経営
健全化計画を策
定し，今後の病
院経営の指標と
するとともに，明
確な数値目標を
設定した。その
目的は，医療の
質・患者サービ
スの向上及び安
全安心な医療の
提供と効率的な
病院経営であ
る。最新機器を
整備することに
より待ち時間の
解消と患者サー
ビスの向上を図
ることができる。

Ａ

　実施計画に
基づき，計画
的に機器更新
及び最新機
器を整備して
おり，医療の
質の確保や
地域医療の
ニーズに応え
ることができ
る。

Ａ

　地方債を借
り入れて整備
するため，経
費面でも償還
費用の
一部を地方交
付税で補填で
きる。

Ａ

　中山間地域
の条件不利
地域における
中核的な病院
として，
住民に２４時
間安全で安心
な医療を提供
する。

Ａ

急性期中核
病院として，
療養型の病
院や地域の
福祉施設と
の機能分担に
よる連携を図
りながら，地
域の医療資
源の有効
に活用する。

Ｂ

　地域におけ
る中核的病院
として高度医
療を担う責務
がある。

Ａ

　二次医療圏
における救急
医療体制を構
築し，多様な
ニーズ
に対応したよ
り高度な医療
を提供する。

Ａ

　平成１５年１
０月に実施し
た患者満足度
調査による
と，外来，
入院とも総合
病院としての
期待度が高
い。
　医療スタッ
フ，医療機器
合わせて充実
した機能が強
く求めら
れている。

Ａ

　医療機器の
耐用年数に応
じて，計画的
な更新を行う
必要が
ある。

Ｂ

最新の機器を
整備すること
により，病気
の早期発見
や初期治
療が可能とな
り，良質の医
療を患者に提
供できるた
め，受診件
数の増加に繋
がる。

Ｂ

　高齢社会の
到来により，
外来，入院と
もに二次医療
圏を中心
として幅広い
地域から患者
が受診してお
り，社会的要
因による
人口増がある
程度期待でき
る。

事
業
拡
大

増
額

　平成１５年度に策定した三次中央病院中期経営健全化計画
に基づき，しっかりとした経営基盤を築く。さらに，住民ニーズ
の多様化や医療に対する「量」から「質」への期待に応えるた
め，医療の質・患者サービスの向上及び安全安心な医療の提
供と効率的な病院経営をめざす。
　また，次の５項目を基本方針として平成１６年度から平成２０
年度までの５年間で計画推進する。
　①地域中核病院としての医療レベルの向上
　②救急医療体制の確立と充実
　③安全で安心な医療の提供
　④患者サービスの向上
　⑤経営健全化の推進
  さらに，急性期医療の中核的病院としての機能を充実する機
器等の整備を推進する。

現
状
維
持

現
状
維
持

市民病院としての住
民の期待は大きく，
ハイレベルな機器の
充実とそれを扱う優
秀な医療スタッフの
確保が強く求められ
る。機器の更新にあ
たっては旧機器の効
果的な活用方法を
工夫すべきである。

132

病
院
企
画
室

無 有 16

医療機器整
備事業（人口
透析装置，
放射線治療
計画システ
ム）

199,000 Ａ

　平成１５年度
は，三次中央病
院事業中期経営
健全化計画を策
定し，今後の病
院経営の指標と
するとともに，明
確な数値目標を
設定した。その
目的は，医療の
質・患者サービ
スの向上及び安
全安心な医療の
提供と効率的な
病院経営であ
る。最新機器を
整備することに
より待ち時間の
解消と患者サー
ビスの向上を図
ることができる。

Ａ

　実施計画に
基づき，計画
的に機器更新
及び最新機
器を整備
しており，医
療の質の確
保や地域医
療のニーズに
応えることが
できる。

Ａ

　地方債を借
り入れて整備
するため，経
費面でも償還
費用の
一部を地方交
付税で補填で
きる。

Ａ

　中山間地域
の条件不利
地域における
中核的な病院
として，
２４時間安全
で安心な医療
体制の確立
が重要であ
る。

Ａ

　急性期中核
病院として，
療養型の病
院や地域の
福祉施設と
の機能分担に
よる連携を図
りながら，地
域の医療資
源の有効
に活用する。

Ｂ

地域における
中核的病院と
して高度医療
を担う責務が
ある。

Ａ

二次医療圏に
おける救急医
療体制を構築
し，多様な
ニーズ
に対応したよ
り高度な医療
を提供する。

Ａ

　平成１５年１
０月に実施し
た患者満足度
調査による
と，外来，
入院とも総合
病院としての
期待度が高
い。
　医療スタッ
フ，医療機器
合わせて充実
した機能が強
く求めら
れている。

Ａ

　医療機器の
耐用年数に応
じて，計画的
な更新を行う
必要が
ある。

Ｂ

　最新の機器
を整備するこ
とにより，病
気の早期発
見や初期治
療が可能とな
り，良質の医
療を患者に提
供できるた
め，受診件
数の増加に繋
がる。

Ｂ

　高齢社会の
到来により，
外来，入院と
もに二次医療
圏を中心
として幅広い
地域から患者
が受診してお
り，社会的要
因による
人口増がある
程度期待でき
る。

事
業
拡
大

増
額

　平成１５年度に策定した三次中央病院中期経営健全化計画
に基づき，しっかりとした経営基盤を築く。さらに，住民ニーズ
の多様化や医療に対する「量」から「質」への期待に応えるた
め，医療の質・患者サービスの向上及び安全安心な医療の提
供と効率的な病院経営をめざす。
　また，次の５項目を基本方針として平成１６年度から平成２０
年度までの５年間で計画推進する。
　①地域中核病院としての医療レベルの向上
　②救急医療体制の確立と充実
　③安全で安心な医療の提供
　④患者サービスの向上
　⑤経営健全化の推進
　さらに，急性期医療の中核的病院としての機能を充実する機
器等の整備を推進する。

現
状
維
持

現
状
維
持

市民病院としての住
民の期待は大きく，
ハイレベルな機器の
充実とそれを扱う優
秀な医療スタッフの
確保が強く求められ
る。機器の更新にあ
たっては旧機器の効
果的な活用方法を
工夫すべきである。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

133

病
院
企
画
室

無 有 16

リニューアル
整備工事（人
口透析室・小
児外科外来
及びプレイ
ルーム，トイ
レ・エントラン
ス・検査室・
医師住宅・病
棟エアコン改
修工事）

130,000 Ａ

　施設の老朽
化を解消し，
新たな医療と
新時代に相応
しい医療
環境を整備す
る。

Ａ

既存施設を有
効に活用して
再整備する。

Ａ

　地方債を借
り入れて償還
費用の一部に
地方交付税を
充てる。

Ａ

　来院者や入
院患者全ての
利便性の向
上とサービス
提供に
寄与する。

Ａ

急性期中核
病院として，
療養型の病
院や地域の
福祉施設と
の機能分担に
よる連携を図
りながら，快
適なアメニティ
環境を
整備する。

Ｂ

　地域におけ
る中核的病院
として高度医
療を担う責務
があり，
施設の改修に
より，待合環
境などのサー
ビス向上に努
める。

Ａ

　二次医療圏
における救急
医療体制を構
築し，多様な
ニーズ
に対応したよ
り高度な医療
を提供するた
め，人工透析
室等を
拡充整備す
る。

Ｂ

医療サービス
向上のため，
広く地域の皆
様の意見を反
映させること
を目的として
発足した「病
院の医療を考
える市民の
会」で各種団
体及び一般
公募により委
嘱した委員の
方々の意見を
反映させてい
る。

Ａ

　施設の老朽
化を解消し，
新たな医療と
新時代に相応
しい医療
環境を整備す
る。

Ｂ

人工透析利
用者増加によ
り収益増加が
見込まれる。

Ｂ

　高齢社会の
到来により，
外来，入院と
もに二次医療
圏を中心
として幅広い
地域から患者
が受診してお
り，社会的要
因による
人口増がある
程度期待でき
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

　平成１５年度に策定した三次中央病院中期経営健全化計画
に基づき，しっかりとした経営基盤を築く。さらに，住民ニーズ
の多様化や医療に対する「量」から「質」への期待に応えるた
め，医療の質・患者サービスの向上及び安全安心な医療の提
供と効率的な病院経営をめざす。
　また，次の５項目を基本方針として平成１６年度から平成２０
年度までの５年間で計画推進する。
　①地域中核病院としての医療レベルの向上
　②救急医療体制の確立と充実
　③安全で安心な医療の提供
　④患者サービスの向上
　⑤経営健全化の推進
 さらに，そのためのアメニティ環境の整備は，積極的に推進す
る。

現
状
維
持

現
状
維
持

患者サービス向上に
努める。

134

教
育
企
画
室

有 有 16

中学校給食
業務改善対
策事業（デリ
バリー給食
業務運営事
業）

29,000 A

当初の導入
理由及び拡
大計画に基づ
き，運営を
行っている。

B

給食の効果を
十分発揮する
ため，喫食率
向上を学校と
一体になって
更に進める必
要がある。

A

効率的な給食
方法であると
思われる。

C

４校において
は選択制とし
ているため，
やむを得な
い。

A

学校給食の
実施主体は，
学校の設置
者となってお
り，業務の委
託はさまざま
考えられる
が，現在，最
も効率的な方
法と思われ
る。

A

学校給食の
実施主体は，
学校の設置
者となってい
る。

B

生徒の健全な
発育に資する
ものである
が，弁当を常
に持参できる
生徒について
は，必要性が
薄い。

B

給食の必要
性と経費の節
減，また民間
活力の導入な
どの点から
ニーズにあっ
たものと思わ
れる。

A

安定した継続
が求められる
ものである。

B

給食のひとつ
の形態であ
り，これにより
特に転入者が
増えることは
考えにくく，影
響は少ないと
思われる。

B

給食があると
いうことは，学
校として魅力
のひとつと考
えられる。

現
状
維
持

増
額

平成１３年度から開始した当事業は，平成１６年度で目標とし
た拡大計画に達したが，当初には検討していなかった市町村
合併という新たな環境が発生したため，市全体の給食につい
て，より効率的な実施方法を検討していく必要がある。
年次的な事業の拡大により事務量が増加しており，より効果
的な給食を実施するためには，人員増が必要である。
また，給食の有効性を高めるには，喫食数を増やし，残菜を減
らす努力が求められるため，学校との連携をより強化した指導
体制や食事する部屋の施設整備として冷暖房対策なども必要
と考えられる。

事
業
縮
小

減
額

　現在，デリバリー
給食が導入されてい
る学校（旧三次市内
５中学校）のうち，十
日市中学校のみが
選択制になっていな
いが，選択性へ移行
する必要がある。ま
た，デリバリー給食
については，これま
での検証と総括を行
う時期にある。なお，
次年度以降は，選択
性導入による事業縮
小とする。

135

教
育
企
画
室

無 有 15

のびのび学
級推進事業
（少人数指
導）

1,286 A

学力の向上
のための教育
条件の整備と
して，少人数
学級(授業)は
有効である。

B

少人数学級
(授業)の特性
を活用した指
導方法の更な
る工夫改善を
行う必要があ
り，これにより
成果は向上
する。

A

現行では特区
を活用する方
法しかない。

A

全ての児童･
生徒を対象と
している。

A

義務教育の
一環として実
施している。

B

義務教育の
一環として実
施している。

A

先進的な施策
である。

A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

事
業
拡
大

増
額

20人学級に向けてSTEPをあげていく。引き続き，30人学級・20
人授業の実践を踏まえた少人数学級(授業)に対応する指導方
法の確立，既に少人数学級となっている学校への指導方法の
徹底を図る。また，市費負担教員への優秀な人材の確保と資
質の向上のため，人材発掘，優秀な人材に見合った待遇の改
善，体系的な研修システムの整備を行う。

事
業
拡
大

増
額

「学力の向上」のた
め，その手段として
の少人数学級の実
施は必要である。ま
た，優秀な人材を確
保するため，教員の
処遇の改善は必要
であるが，一年毎の
成果の検証と公表を
するべきである。

136

教
育
企
画
室

無 有 15
学力到達度
検査事業

2,013 A

市内で統一し
た基準で，児
童･生徒の学
力，指導方法
の効果を計る
ことができる。

B

全国平均に達
しているが，
その詳細を見
ると，改善す
べき内容を有
しており，これ
により成果は
向上する。

A

市内で統一し
た基準で，結
果が明確に現
れる。

A

検査の特性
上，小学校１
年生を除く
が，全ての児
童･生徒を対
象としている。

B

児童･生徒が
個別に検査を
受けることは
可能である
が，市が統一
して実施する
ことに意義が
ある。

B

義務教育の
推進の一環と
して実施して
いる。

A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

引き続き検査を実施する。各学校における改善計画の実施状
況を点検して，結果の分析を指導に確実に反映させる取り組
みを強化する。

現
状
維
持

現
状
維
持

学力向上のため，学
力到達度検査を実
施し，分析・結果の
公表・改善計画の策
定というサイクルを
続ける必要がある。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

137

教
育
企
画
室

無 有 15
基礎学力定
着補助教材
支給事業

1,685 A

礎学力の定
着のために
は，繰り返し
学習，宿題は
欠かせないも
のであり，そ
のためのドリ
ル等の補助
教材は必要で
ある。

B

各学校で補助
教材を活用し
た指導は実施
しているが，
活用方法等を
更に工夫改善
する必要があ
る。

A

補助目的を明
確にしてお
り，繰り返し学
習等を直接的
に促進してい
る。

A

全ての児童･
生徒を対象と
している。

A B A A A

児童･生徒の
学力の向上
は責務であ
る。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

補助教材を活用した指導を促進させる誘導施策である。補助
内容は現行のままとし，活用方法について充実を図る。

現
状
維
持

現
状
維
持

補助教材活用による
成果を定期的に検
証し，基礎学力徹底
定着のため，継続し
て実施する必要があ
る。

138

教
育
企
画
室

無 有 15
小学校ＡＥＴ
派遣事業

2,940 A

小学校英語
活動の補助と
して，ネイティ
ブ・スピーカー
を派遣してい
る。

A

総合的な学習
の時間の一
環として位置
づけられてい
る。

A

民間の業者に
業務委託して
いるが，現行
の市ＡＬＴより
は安価であ
る。

A

義務教育の
一環として実
施している。

B

義務教育の
一環として実
施している。

B

総合的な学習
の時間の一
環として位置
づけられてい
る。

A

小学校の段
階から，英語
活動を行うこ
とは，今日的
に要請されて
いる。

A

小学校の段
階から，英語
活動を行うこ
とは，今日的
に要請されて
いる。

A

小学校の段
階から，英語
活動を行うこ
とは，今日的
に要請されて
いる。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

事
業
拡
大

現
状
維
持

小学校英語活動は，今日的に要請が強まっており，内容や時
間数を充実していかなくてはならない。現行の小学校英語活
動は，ＡＥＴの派遣がある時だけに担任とＡＥＴのＴ．Ｔにより実
施し，児童はこの活動に意欲的に取り組んでいる。。この間，
これまでのＡＥＴ主導の授業展開から脱却して担任主導の授
業となるよう指導している。また，ＡＥＴの派遣のない時でも，
担任だけで英語活動を実施するように先進校の実践例による
研修や指導を行っている。
各小学校において英語活動自体は定着しているので，今後
は，担任主導の活動計画のもとでの担任による授業，ＡＥＴと
のＴ．Ｔ授業のそれぞそれの指導方法の確立，定着を行ってい
く。

事
業
拡
大

増
額

国際化社会を生き抜
く人材育成のため，
小学生からの英語
教育は必要であり，
早期に指導方法を
確立し，英語教育の
定着を図る必要があ
る。

139

教
育
企
画
室

無 無 16
情報教育推
進事業

0 A

情報教育環
境整備につい
て，検討委員
会を組織化し
教育関係者
の意見を聞
き，整備計画
を策定。年次
的に整備して
いく手法につ
いては適切で
ある。

A

情報化に対応
した教育の実
現における情
報教育環境
整備における
成果は極めて
大きい。

B

コンピュータ
並びにソフト
ウエア，イン
ターネットの
接続等の整
備について
は，膨大な経
費が必要であ
る。

A

他の手段はな
い。

B

プライバシー
保護のために
も，セキュリ
ティの確立が
必要であり，
民間事業者
の参入は適
当でない。

B

教育情報の
発信，教育行
政の情報化を
図るために
も，市が行う
のが妥当であ
る。

A

情報教育の
社会的要請・
ニーズは極め
て高い。

A

学校現場が
強く求めてい
る整備内容で
ある。

A C

事業趣旨から
直接税収へ
反映するもの
ではない。

C

事業趣旨から
直接人口増
へ反映するも
のではない。

事
業
拡
大

増
額

三次市内の情報教育の円滑な実施を図るために，情報化に
対応した教育の実現のため，情報基盤整備が不可欠である。
そのために，コンピュータ，ソフトウエア，校内ＬＡＮ，Ｈｅｉｗａ
ネット等情報通信ネットワークなどを計画的に整備する必要が
ある。また，学校の指導体制・支援体制の整備等の充実を図
らなくてはならない。しかしながら，整備状況はかならずしも十
分ではないために，早急に整備していかなくてはならない。

事
業
拡
大

増
額

情報化政策の全体
計画の明確化及び
全体計画の中での
本事業の位置づけ
の明確化が必要で
ある。一方，学校に
おける情報化は非常
に遅れており，市の
教育施設としてこれ
まで整備してきた情
報担当者の知識・技
術を活用しながら安
価な方法を探り，一
気に整備すべきであ
る。

140

教
育
企
画
室

無 有 15
教職員資質
向上事業

609 A B A

研修には，県
教育センター
のサテライト
講座(無料)を
活用する等，
経費の軽減に
努めている。

A

全ての教職員
を対象にして
いる。

B B A

教職員の資
質の向上は
社会的に要請
されている。

A

教職員の資
質の向上は
市民に要請さ
れている。

A

教職員の資
質の向上は
早急に実施す
ることが求め
られている。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

継続して実施すべき内容と，ＣＲＴの分析等から判明した課題
を織り込みながら，引き続き，夏季休業中の集中講座，教科別
部会研修により教職員の意識改革と資質の向上を行う。

現
状
維
持

現
状
維
持

　教職員の資質向上
は学校教育における
重要なポイントであ
り，効果的な研修と
なるよう内容を工夫
しながら継続して実
施する必要がある。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

141

教
育
企
画
室

無 有 15
やる気のあ
る学校支援
事業

4,000 A

学校の主体
的な事業計画
により実施さ
せている。

A

特色ある学校
づくりの気運
は醸成された
ので，継続す
ることにより
定着させるこ
とができる。

A

各校の取り組
みを類型化し
て，本事業を
より特化させ
ることが必要
である。

A

全ての学校を
対象としてい
る。

A

事業内容に
よっては，費
用分担を含め
て地域活動に
委ねるかどう
か精査する必
要もある。

B

学校教育の
一環として実
施している。

A

市民・地域の
ニーズに応じ
た教育活動の
展開は社会
的に要請され
ている。

A

市民・地域の
ニーズに応じ
た教育活動の
展開は社会
的に要請され
ている。

A

市民・地域の
ニーズに応じ
た教育活動の
展開は社会
的に要請され
ている。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

B

教育都市みよ
しの形成に効
果がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

学校の主体性と誘導施策としての一貫性を保持しながら，本
事業がより特化された事業となるよう改善を行う。

現
状
維
持

現
状
維
持

真に主体的で特色
のある取り組みを行
う学校を支援し，学
校の独自性を発揮さ
せることは必要であ
る。選考基準を設け
事業の推進を図る。

142

教
育
企
画
室

無 有 16
奨学金貸与
事業

50,517 A

今日の社会
情勢と教育費
の保護者負
担増の解消

B A

他の手段はな
い

A

該当する市内
の生徒学生
等を抱える保
護者全てを対
象にしてい
る。

B

他の機関等に
おいて制度は
あるが，経済
的理由のみで
なく学力優秀
等あり利用が
制限されてい
る。

B

他の機関等に
おいて制度は
あるが，経済
的理由のみで
なく学力優秀
等あり利用が
制限されてい
る。

A

教育費の保
護者負担は
かなり大きく，
経済的負担
の軽減化から
意義・社会的
ニーズは極め
て高い。

A

教育費の保
護者負担は
かなり大きく，
経済的負担
の軽減化から
意義・社会的
ニーズは極め
て高い。

A C

制度の趣旨
からみて直接
的に税収の伸
びを期待する
ものではな
い。

B

返還義務が
始まって通算
して５年以上
三次市に居住
したときは返
還が免除とな
る制度があ
る。若干の人
口増が期
待？できる。

事
業
拡
大

増
額

教育の機会均等からみても，また今日の経済情勢からしても
保護者の教育費負担は大きいものがある。保護者のニーズか
らしても今後ますます必要性大の事業であるし，申請件数も増
加する可能性も高い。

現
状
維
持

現
状
維
持

社会情勢・保護者の
ニーズ等を勘案しな
がら事業を継続す
る。返還の確保を徹
底する。

143

学
校
教
育
室

有 有 15

教育用コン
ピュータ整備
事業（小学校
１６校整備）

14,219 A

コンピュータ
やインター
ネットを活用
できる環境を
整備した。

A

情報機器の
整備により，
学校における
情報教育が
今後推進され
る。

A

他の手段はな
い

A

旧三次市の
全ての小学校
を対象に整備
した。

A

義務教育課
程の学校教
育を整備する
ため，行政が
すべき事業で
ある。

B

義務教育課
程の学校教
育を整備する
ため，行政が
すべき事業で
ある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，教育用コ
ンピュータは
必要な状況に
ある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，早急な整
備の必要性
がある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，早急な整
備の必要性
がある。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる。

B

市内業者から
情報関連の
機器，ソフトな
どの購入が期
待される。

C

人口の増加に
は影響しない

事
業
完
了

減
額

平成１２年度から開始した旧・三次市内小学校の教育用コン
ピュータ整備事業は，国（文部科学省）の「学校教育の情報
化」推進計画の意向に基づき，整備を進めた。
情報化社会に対応するため，情報教育の基盤整備は急務で
あったことから，ハード面の整備（コンピュータの導入，パソコ
ン教室内のコンピュータのネットワーク化）に主眼を置き，整備
を進めた。
このことは，現･三次市になる合併前の町村においても，同じこ
とが言える。
今後は，各旧自治体ごとに導入された，教育用コンピュータ・
校内ＬＡＮを一定の水準で，整備し直す必要性がある。
また，導入されたコンピュータはリース物件であり，例えば旧･
三次市ではＨ１７，１８年にリース期間の満了を迎える。
今日，情報機器で扱う情報量は膨大となり，既存機器のリース
更新はその能力の貧弱さから困難と思われる。
機器の更新を検討する時期が近づいており，その際に今一
度，新市全体で学校における情報機器の整備の進め方，情報
教育の推進計画が必要と思われる。

事
業
完
了

終
了

パソコン教室へのコ
ンピュータ整備は完
了したが，今後は普
通教室でもパソコン
が使える環境づくり
が求められる。最小
の経費で，最大の効
果が上がるよう整備
計画を定める必要が
ある。

144

学
校
教
育
室

有 有 15

教育用コン
ピュータ整備
事業（中学校
５校整備）

13,532 A

コンピュータ
やインター
ネットを活用
できる環境を
整備した。

A

情報機器の
整備により，
学校における
情報教育が
今後推進され
る。

A

他の手段はな
い

A

旧三次市の
全ての中学校
を対象に整備
した。

A

義務教育課
程の学校教
育を整備する
ため，行政が
すべき事業で
ある。

B

義務教育課
程の学校教
育を整備する
ため，行政が
すべき事業で
ある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，教育用コ
ンピュータは
必要な状況に
ある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，早急な整
備の必要性
がある。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に，早急な整
備の必要性
がある。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる。

B

市内業者から
情報関連の
機器，ソフトな
どの購入が期
待される。

C

人口の増加に
は影響しない

事
業
完
了

減
額

平成１２年度から開始した旧・三次市内中学校の教育用コン
ピュータ整備事業は，国（文部科学省）の「学校教育の情報
化」推進計画の意向に基づき，整備を進めた。
情報化社会に対応するため，情報教育の基盤整備は急務で
あったことから，ハード面の整備（コンピュータの導入，パソコ
ン教室内のコンピュータのネットワーク化）に主眼を置き，整備
を進めた。
このことは，現･三次市になる合併前の町村においても，同じこ
とが言える。
今後は，各旧自治体ごとに導入された，教育用コンピュータ・
校内ＬＡＮを一定の水準で，整備し直す必要性がある。
また，導入されたコンピュータはリース物件であり，例えば旧･
三次市ではＨ１７，１８年にリース期間の満了を迎える。
今日，情報機器で扱う情報量は膨大となり，既存機器のリース
更新はその能力の貧弱さから困難と思われる。
機器の更新を検討する時期が近づいており，その際に今一
度，新市全体で学校における情報機器の整備の進め方，情報
教育の推進計画が必要と思われる。

事
業
完
了

終
了

パソコン教室へのコ
ンピュータ整備は完
了したが，今後は普
通教室でもパソコン
が使える環境づくり
が求められる。最小
の経費で，最大の効
果が上がるよう整備
計画を定める必要が
ある。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

145

学
校
教
育
室

有 有 16

教育用コン
ピューター整
備事業（教師
用）（小学校
１５校整備）

8,000 A

コンピュータ
を整備するこ
とによって事
業を推進でき
る。

B

コンピュータ
を有効に使
用・利用する
ことによって，
より事業の内
容を充実する
ことができる。

A

他の方法によ
る事業の執行
はない。

A

教職員全員に
貸与する。

A

行政がすべき
事業である。

B

法律では義務
付けられてい
ないが，教員
が使用するコ
ンピュータ等
の備品類の
整備は，行政
が行なうべき
である。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に教育用コン
ピュータは必
要な状況にあ
る。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に早急な整備
を要する。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に早急な整備
を要する。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる

B

市内業者から
コンピュータ
購入やソフト
の購入をする
ことにより，間
接的であるが
伸びると考え
られる

C

人口の増加に
影響しない

事
業
拡
大

増
額

今年度は，旧三次市内の小学校の教員が使用するコンピュー
タとして，これまで市職員が使用していたコンピュータの一部を
再セットアップして，合併後の小学校教員に貸与することに
なった。コンピュータは整備するだけでは学校の情報化は推進
できない。例えば，校内ＬＡＮの整備によりコンピュータの高度
利用が図られるとともに，文部科学省の「学校教育の情報化」
推進計画にも合致するので，新市まちづくり計画の事業計画
（平成１７年度～平成２６年度）として，小学校の教員全員への
コンピュータ整備と校内ＬＡＮ整備の事業を行なう計画を立て
ている。

事
業
拡
大

増
額

平成１７年度に市内
すべての小学校の
校長，教頭，教諭，
養護教諭，市費教諭
にコンピュータを配
備し，学校教育の情
報化推進にあたって
の基盤を整備する必
要がある。

146

学
校
教
育
室

有 有 16

教育用コン
ピューター整
備事業（教師
用）（中学校
５校整備）

5,000 A

コンピュータ
を整備するこ
とによって事
業を推進でき
る。

B

コンピュータ
を有効に使
用・利用する
ことによって，
より事業の内
容を充実する
ことができる。

A

他の方法によ
る事業の執行
はない。

A

教職員全員に
貸与する。

A

行政がすべき
事業である。

B

法律では義務
付けられてい
ないが，教員
が使用するコ
ンピュータ等
の備品類の
整備は，行政
が行なうべき
である。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に教育用コン
ピュータは必
要な状況にあ
る。

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に早急な整備
を要する。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる

A

文部科学省
の「学校教育
の情報化」推
進計画で示さ
れているよう
に早急な整備
を要する。ま
た，県内の学
校においても
整備が進んで
いる

B

市内業者から
コンピュータ
購入やソフト
の購入をする
ことにより，間
接的であるが
伸びると考え
られる

C

人口の増加に
影響しない

事
業
拡
大

増
額

今年度は，旧三次市内の中学校の教員が使用するコンピュー
タとして，これまで市職員が使用していたコンピュータの一部を
再セットアップして，合併後の中学校教員に貸与するすること
になった。コンピュータは整備するだけでは学校の情報化は推
進できない。例えば，校内ＬＡＮの整備によりコンピュータの高
度利用が図られるとともに，文部科学省の「学校教育の情報
化」推進計画にも合致するので，新市まちづくり計画の事業計
画（平成１７年度～平成２６年度）として，中学校の教員全員へ
のコンピュータ整備と校内ＬＡＮ整備の事業を行なう計画を立
てている。

事
業
拡
大

増
額

平成１７年度に市内
すべての中学校の
校長，教頭，教諭，
養護教諭，市費教諭
にコンピュータを配
備し，学校教育の情
報化推進にあたって
の基盤を整備する必
要がある。

147

社
会
教
育
室

無 有 15
図書館整備
事業（蔵書整
備）

20,000 A

情報化時代といわ
れて久しい中、これ
らの情報をもとに、
「自己判断自己責
任」が明確化され
ている現代、図書
館は住民にあらゆ
る情報を提供して
ゆかなくてはならな
い。これからさらに
めまぐるしく情報が
変化する時代に向
かい、情報源として
図書館の役割はま
すます重要となる。
また趣味において
も多様化し、ゆとり
ある暮らしを求め
小説や絵本、医療
にかかわるものや
技術書など需要は
高まるものと思わ
れる。

B

市民全体が図
書館を利用して
いるとは言いが
たい。個人の考
え方にもよる
が、図書館を利
用することによ
り効率のある学
習ができること
を周知する必
要がある。また
一方で来館者
増加に備えて
蔵書数の増加
だけではなく職
員・司書の増
員、施設の拡
張が必要であ
る。

A

図書購入につ
いては主に三
次市内の書
店が組織して
いる「三次書
店協会」から
購入。図書館
サービスにお
いては祝祭日
の開館はもち
ろん午後８時
までの開館な
ど、利用者第
一に必要最小
限の人数で選
書・レファレン
スを行ってい
る。

A

全ての市民が
利用できるよ
うあらゆる分
野を意識的に
収集。視力障
害の方にも点
字図書、テー
プなどを所
蔵。一方施設
自体も段差の
ないバリアフ
リーとなって
いる。

A

民間にはない

A

公立図書館は
「国民の教育を
受ける権利の具
現化」であり国及
び地方公共団体
の責務として設
置するものであ
る。完全に民間
委託されると「民
意が反映されな
い」「公平な選書
がなされない」、
「個人のプライバ
シーの漏洩」な
どが懸念され
る。本来直接的
に住民福祉の向
上にかかわるこ
とであるので、全
面の民営化はす
るべきでないと
考える。

A

情報化時代と
いわれて久し
い中、これら
の情報をもと
に、「自己判
断自己責任」
が明確化され
ている現代、
図書館は住
民にあらゆる
情報を提供し
てゆかなくて
はならない。

B

来館者につい
ては図書館の
充実を強く求め
られている。図
書の増加、閲
覧場所の増加
などである。一
方図書館に来
館したこともな
い市民も多くい
ることも確かで
ある。図書館に
行く習慣、とり
わけ子どもたち
に図書館見学
や絵本の読み
聞かせなどによ
り図書館に対
するプラスイ
メージを培うこ
とが重要であ
る。

B

あふれ出る情報
は、逆にいえば
すぐに「賞味期
限」が切れるとも
いえる。図書館
には知的財産と
して長期保存す
るもの、絶えず
新陳代謝を要す
るもの、その中
間のものがあ
る。この事業は
継続的にされな
ければこれまで
獲得した図書館
のファンから見
放されることにな
る。市の書斎とし
て常に新陳代謝
はするべきと考
える。

C

サービス部門
であり税徴収
とは直接のか
かわりはな
い。

B

工場誘致で
は、学校や文
化施設のレベ
ルが非常に重
要視されると
いわれてい
る。図書館の
充実も例外で
はありえな
い。三次市を
になう若者に
も学習や趣味
の拠点は必
ず必要であ
る。図書館の
整備充実は
人口増加とく
に若者には不
可欠である。

事
業
拡
大

増
額

ニーズの多様化、情報量の激増などにより、市民の図書館に
寄せられる期待はますます大きくなると予想される。蔵書数の
増加という量的な充実に加え、レファレンス(図書にかかわる情
報相談)の充実という質的な要素も不可欠である。これまで同
様に図書に蔵書の増加、入れ替えは積極的に行う必要がある
と思われる。

現
状
維
持

現
状
維
持

現在ある本の整理
と，住民の協力を得
ながら住民ニーズに
応じた図書の整備
（目標２０万冊）を行
う。

148

社
会
教
育
室

無 無 15

市営球場整
備事業（上水
道施設整備
事業）

6,890 A

市営球場の
水を安定供給
するために
は，上水道を
施設する以外
に効果的な方
法がない。

A

水の安定供
給が可能と
なった。

C

地下水の供
給に伴う電気
代等の経費よ
り，水道代の
ほうが維持経
費がかかる
が，安定供給
の効果は高
い。

C

市営球場利
用者と周辺住
民が対象

A

民間に水道供
給サービスが
ない。

B

市営球場の
維持管理を遂
行する上で必
要な事業であ
る。

B

水の安定供
給のために上
水道を整備す
ることは，社
会的に必然性
がある。

B

球場を利用す
る市民と周辺
住民が求めて
いるサービス
である。

A

地下水の水
不足時に周辺
住民に迷惑を
かけていたの
で，上水道が
船所地区で供
用開始になっ
たのを機会に
本工事を行っ
た。

B

市営球場と周
辺住民の水
道料が伸び
る。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

市営球場の水の安定供給を維持する。

事
業
完
了

終
了
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

149

社
会
教
育
室

無 無 16

全国高校総
体（自転車
ロードレー
ス）

45,692 B

公道を完全規制す
る自転車ロード
レースを，大きなト
ラブルもなく成功裡
に終えることができ
た。広報活動や住
民啓発が効果を発
揮し，自治会や関
係組織，企業との
協力体制ができた
ことが成功につな
がった。
インターハイを招
聘するに当たり，自
転車競技が適切で
あったかどうかは
疑問が残る。（経費
が他の種目より多
く必要，交通規制
の実施等のため）

B

自転車競技
は，県北で取
り組んでいる
高校がなく，
今大会の効
果で今後この
競技が普及
するかどうか
については，
評価が難し
い。　住民・自
治組織との協
働について
は，十分な成
果があった。

C

経費の節約に努
め，前年度ロー
ドレース開催市
（島原市：費用
６，５００万円）に
比べて５０％以
下の支出で決算
ができる見込み
である。しかし，
自転車競技は，
公道を長距離使
用するため，今
回の費用でも他
の種目に比べ，
スタッフや経費
が多く必要とな
る。他の種目を
招聘していれ
ば，経費はもっと
安くできたと考え
られる。

A

高校総体の
開催について
は，市を越え
てＰＲを行い，
市外からの問
合せや観客も
多かった。

B

高体連主催
の公式大会で
ある。
大会の運営に
おいては，民
間スポンサー
の支援もあっ
たが，十分で
はなかった。

B

市民の協力
がなければ開
催できない競
技であり，民
間委託は困
難である。

B

選手の最大
の目標となる
全国大会であ
るとともに，地
元高校生が
運営に携わ
り，自ら取り
組むスポーツ
の祭典として
地元高校の
教育的効果も
大きい。

B

全国大会を開
催すること
は，経済効果
が大きく，観
戦したいとい
う市民の希望
も多い。

C

緊急性はな
い。

B

旅館，飲食業
をはじめ，市
内の民間企
業に経済効果
があり，税収
が伸びる。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

１６年度をもって終了した。

事
業
完
了

終
了

150

社
会
教
育
室

無 無 16

図書館利用
促進事業（電
算システム
統合及び蔵
書検索・予約
ホームペー
ジ開設）

16,700 A

８図書館を一
つの図書館と
して機能さ
せ、市民が一
つの図書館と
して利用する
ためには不可
欠である。

B

新システム導
入は図書館
の基礎をなす
もので、シス
テム開発と同
時に本の回送
システム、レ
ファレンス(図
書情報の相
談)の充実、
各年齢層にあ
わせた図書の
購入や行事、
学校との連携
など一体的に
考える中で進
める必要があ
る。

B

来館者、登録
者数、貸出冊
数等図書館
の利用者を上
げるために
は、ホーム
ページの立ち
上げは不可
欠であるが同
時に、図書の
配送システム
構築等も効果
的であると考
える。

A

全ての市民を
対象にしてい
る。

A

民間にはない

B

利用者の情
報管理のため
市が直接管
理すべきと考
える。

A

情報化社会の中
でホームページ
による図書の公
開は必要と考え
る。現在、８図書
館には「広域ネッ
トワーク」が構築
されており、図書
館に来館すれば
検索・予約つい
てはできるように
なっている。しか
し広域ネットワー
クは別サーバー
になっておりリア
ルタイムの情報
が流せない状況
であり、新システ
ムの導入それに
伴うホームペー
ジの構築は不可
欠である。

B

現在図書館に
寄せられる意
見で一番多い
のは「どの図
書館でかりて
もどこの図書
館にでも返却
できるようにし
てほしい」とい
う要望であ
る。システム
が一つになれ
ば利用者登
録、貸し借り
がスムースに
行うことがで
きる。

B

合併後、でき
るだけ早急に
することが好
ましいが、幸
いにも現在広
域ネットワー
クが稼動して
おり、イントラ
の使用、新機
種の導入、価
格の適正化な
どをあわせ慎
重に検討をす
る必要があ
る。

C

税収入には直
接影響しな
い。

B

人口増加には
直接影響しな
い。

事
業
完
了

終
了

１６年度で完了する。

事
業
完
了

終
了

地域イントラネットの
特性を活用した事業
であり，図書館の利
便性向上に向けて
大きな成果が見込ま
れる。

151

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

無 無 16

文化会館等
整備事業
（ホール屋根
改修工事）

3,600 Ａ

来館者の安
全を確保でき
たことは、目
的に合致して
いる。

Ａ Ａ

　専門的分野
であり、他の
手段はないも
のと考える。

Ａ

　来館者全て
を対象として
おり、公平性
は確保されて
いる。

Ａ A

　市の設置す
る施設であ
り、整備は市
が行う。

B

文化の振興を
していくうえで
は、文化振興
の拠点施設と
して必要であ
る。

Ｂ

　文化会館の
利用者は、文
化会館で実施
する事業に支
障がないこと
を求めてい
る。

Ａ

　吊物の安全
が確保されな
ければ、舞台
での事業に影
響が出る。

Ａ

　利用者の増
加による収入
の増額につな
がる。

C

　人口の増加
には影響しな
い。

事
業
拡
大

増
額

　三次市文化会館は、現在市内でホールを有する一番大きな
施設であり、文化の振興及び利用者に支障をきたさないよう計
画的に補修をしていく必要がある。

事
業
完
了

終
了

平成１６年度終了
平成１７年度から市
民ホール建設の調
査を行う。

152

秘
書
広
報
担
当

無 無 15
市広報の発
行事業

19,779 Ａ

市の重要施
策や市町村
合併問題等シ
リーズ化し継
続的に情報を
発信するなど
し，単発の説
明会やチラシ
では網羅しき
れない密度の
濃い情報を提
供すること
で，市政への
理解を深め，
まちづくり参
画への機運を
醸成した。

Ｃ

全世帯へ配
布するなかで
広報紙の配
布拒否等の
申し出はほと
んど無く，世
帯の自然減・
社会減以外に
発行部数が
大幅に増加す
る見込みは薄
い。

Ａ

あまねく公平
に遅延無く紙
面による情報
を手元に届け
る媒体とし
て，他の手段
は無い。

Ａ

市内在住者
全員を対象に
配布してい
る。

Ａ

市政全般を網
羅した情報紙
の定期発行
は行われてい
ない。

Ｂ

市政に係わる
情報をあまね
く公平に住民
へ提供するこ
とは行政の責
務で，三次市
以外の事業
主体は想定で
きない。

Ａ

市政に係わる
情報をあまね
く公平に住民
へ提供するこ
とは，住民福
祉の向上やま
ちづくりへの
市民参画を推
進する上で必
要不可欠であ
る。

Ａ

医療・保健・
福祉から地域
の話題やイベ
ントの開催等
の情報提供
は，日常生活
を安心・安全・
快適に送る上
で欠かすこと
のできない
サービスであ
り，市民の
ニーズは高
い。

Ａ

市政に係わる
情報は逐次
提供すること
が求められ
る。

Ｃ

税収等の増
減には影響し
ないが，記事
により納税意
識の向上や
制度の普及
に，間接的に
役立つ。

Ｃ

人口の増減に
は影響しない
が，市の改革
の姿勢等を広
くアピールし，
市のイメージ
アップを図る
ことに貢献す
る。 事

業
拡
大

増
額

１部あたりのページ数を増やし，市の重点施策や地域の話題
等をより多く取り上げるとともに深く掘り下げ，住民自治の機運
醸成を図る。
また，カラー（４色）のページ数を増やすことで，魅力ある紙面
づくりを行い，「読み飛ばし」をされない広報紙にする。

現
状
維
持

現
状
維
持

合併に伴って情報量
が飛躍的に増えた
が，限られた紙面の
中でいかに地域の
特色を出し，そして
必要な情報を選択し
て掲載するか。広報
紙に対する読者の
意見を伺う仕組みに
ついて検討するべき
である。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

153
管
財
室

無 無 16
電子入札業
務

7,218 Ａ

電子自治体シ
ステムを構築
するため，入
札・契約手続
の電子化を促
進する。

Ａ

公正な競争を
促進すること
による落札率
を低減させ
る。電子化に
より，紙資源
や人・物の移
動によるエネ
ルギー消費が
軽減される。

Ａ

人の移動や
書類作成の
費用が削減さ
れる。

Ｃ

市の入札に参
加する建設業
者や建設コン
サルタント業
者等が対象と
なる。

Ａ

民間が行う業
務ではない。

Ａ

地方自治法
第２３４条第１
項に規定され
る業務。

Ｂ

透明性・公平
性の一層の
向上。

Ｂ

入札・契約に
ついての情報
を公開でき
る。

Ａ

関係者全体
の習熟度を向
上させるため
にも早期に着
手し段階的に
推進していく
必要がある。

Ｃ

税収等に影響
しない。

Ｃ

人口の増加に
影響しない。

事
業
拡
大

増
額

三次市では，公共工事の入札及び契約という大切なプロセス
を透明にするために「公共工事の入札及び契約の適正化の促
進に関する法律」の制定に伴い，制度面や事務手続き面での
整備を推進してきた現在，技術面や事務手続き面での切り札
となるインターネットを利用した電子入札の導入・普及を推進
する必要がある。平成１７年度には試行から部分導入・拡大導
入に発展させ，平成１８年度には全面導入する予定である。 現

状
維
持

（
推
進

）

減
額

県内でも先進的な取
り組みであり，電子
入札の早期の本格
実施に向けて取り組
む。なお，必要経費
は，初期投資以後は
維持管理費のみで
ある。

154
課
税
室

無 無 15
固定資産税
（家屋）評価
事務

1,267 Ａ

課税客体の
把握と、評価
基準により評
価し、法令に
従い課税を行
う。

Ｂ

課税客体の
正しい把握を
行うために棟
番による管理
や、航空写真
を利用する方
法等検討す
べき課題があ
る。

Ａ

最小の人数と
最大の努力で
行っている。

Ｂ

課税客体の
正しい把握
と、適正な評
価により、公
正な課税を行
う。

Ａ

市の最も安定
的な税の一つ
である。

Ａ

賦課徴収に関
する権利は市
固有のもので
ある。

Ａ

市税の中で５
５％を占める
固定資産税
の内その
45％が家屋
に由来する。

Ａ

適正かつ公
平な課税は広
く市民の求め
ているもので
あり、その課
税の根拠を説
明する責任が
ある。

Ａ

市税の根幹を
なす税であ
り、適正かつ
公正な課税の
実現には緊急
性が求められ
る。

Ｂ

課税客体の
正確性を追求
することで、
税収の伸び
の期待度は
存在する。

Ｃ

人口の増加に
は直接結びつ
かない。

事
業
拡
大

増
額

　 市の最も安定的で根幹を成す税の性格に鑑みて、より適正
な課税客体の把握と評価、公正な課税を行い、同時に説明責
任を果たさなければならない。このためには、課税客体の把握
の方法の研究や評価体制の一層の充実が求められる。　　ま
た、平成１７年度は、平成１８年度評価替えの準備年であり、
在来家屋の調査等事務量の増加が予定されている。

現
状
維
持

（
継
続

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

合併に伴う評価調整
を早急に行う。

155
収
納
室

無 無 15
三次市債権
確保対策事
業

0 Ａ

市債権の公
平・公正の原
則を堅持する
ため，債権確
保行動により
市民への啓
発と滞納債権
の減少を図
る。

Ａ

全職員による
債権確保行
動により，滞
納債権を分析
分類し，今
後，原課にお
ける現年徴収
対策の強化を
図り，徹底し
た分納管理と
法的措置によ
り滞納債権の
減少を図るこ
とが事業の目
的のより一層
の遂行につな
がる。

Ａ

職員の債権
確保行動につ
いては，勤務
時間の変更で
対応してい
る。

Ｂ

市税・国保
税，料，貸付
金等の滞納
者

Ａ

個人のプライ
バシーの問題
がある。

Ａ

地方税法他
の法令により
義務付けられ
ている。

Ａ

公正・公平の
観点から社会
的ニーズは高
い。

Ａ

公正・公平な
納付のため市
民ニーズは高
い。

Ａ

市債権の確
保のため早急
な取組みが求
められてい
る。

Ｂ

滞納債権の
分析を行い，
徹底した分納
管理と法的措
置により債権
の確保を図
る。

Ｃ

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

増
額

①全庁体制による債権確保行動は，直接的には市債権の滞
納者を対象としているが，公平性の確保，市財源の確保のた
めすべての市民に対する啓発活動である。
②平成１５年度旧市町村の滞納債権の分析を踏まえ，対象債
権を精査し，効率的効果的な徴収行動を計画実施する。
③滞納管理システムの効率的・効果的運用
（ア）滞納管理システムが各債権担当室へ未設置なので，各
担当室・支所で直近データを常に把握する必要があるにもか
かわらず，滞納情報の共有化ができない状況にあるため，早
急に各債権担当室へ滞納管理システムを設置する必要があ
る。
（イ）独自システムの水道使用料・下水使用料は，滞納管理シ
ステムとの連携を早急に図る必要がある。
（ウ）オンラインに入っていない身体障害者等保護費負担金，
給食費，保育料（旧町村分）のオンライン化は早急な検討を要
する。
④全庁全職員の行動意識が債権確保の基本となるため，職
員の資質向上を目的に研修の強化を図る。

現
状
維
持

（
事
業
見
直
し

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

回収率を高めるよ
う，多様な手法を検
討すること。

156

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

無 無 15
健康福祉ま
つり

270 A B A

他の手段はな
い。

A

すべての市民
を対象として
いる。

A B B B

市民からの健
康や介護に関
する情報提供
のニーズは高
い。

C

緊急性は低い
が、継続する
ことが効果に
つながる。

C

実施しても税
収等に影響し
ない。

C

人口の増加に
は影響しない

現
状
維
持

現
状
維
持

旧三次市においては、15年度まで14回の開催をしており、事
業開催について定着しているものと思われるが、合併により市
域も広がり、市民への開催周知、送迎などが検討課題で、こ
れらに伴う予算措置も必要となってくる。現在、実行委員会事
務局をまごころ福祉室と社会福祉協議会が担当しているが、
行政側として担当部署が適当か検討する必要がある。

現
状
維
持

現
状
維
持

参加団体の自主的
運営を促進する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

157

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

無 無 15
緊急通報シ
ステム体制
整備

3706 A

救急の実績
があり迅速な
対応ができて
いる

C

民生委員に積
極的に動いて
もらい相談、
とりまとめをし
ていただいて
いるので、希
望者自身の
申請主義より
申請件数が
多い

A

方法がことな
るセキュリ
ティーシステ
ムはあるが
月々の経費
（利用料）が
必要であり、
現行制度が
安価である
現行制度では
運用者が消
防広域行政
組合であるた
め利用料は
無料である

C

本制度の趣
旨、目的達成
のため対象者
を限定してい
る

A

似たような
サービスで消
防ではなく相
談業務を行う
センターを民
間で設置する
システムを県
内で、デモを
来年行う自治
体があると聞
いている

B

民間では受け
皿がなく、あっ
てもコストが
高くなる

A

高齢化と核家
族化による独
居高齢者の
増大により
ニーズが高い

B

高齢化が進
む中で、虚弱
な一人暮らし
の世帯では不
安を感じる方
が多く本事業
を紹介した
『福祉保健
サービス』を
見て窓口に相
談に来ました
と言われる方
も多い

B

救急の事態
はいつ発生す
るか予見でき
ないので早急
な実施は必要
とおもわれる

C

特に影響はな
いとおもわれ
る

C

特に影響はな
いとおもわれ
る

現
状
維
持

現
状
維
持

事業について、近年、携帯電話がシンプルで扱いやすくなって
いるが、高齢者にとってはまだ扱いにくいこともあるのか緊急
通報装置のニーズは高く今後も実施したい。
翌年度予算要求について、入札を実施し１台の単価を安くし現
状維持の予算で利用の拡大を図りたい。
給付か貸与か、どちらがよいか？貸与では市が管理して必要
がなくなれば返却してもらい、他の人へ貸与するので装置の購
入代が安くなるが、修繕費が膨大になり、返却時には機種が
古すぎて部品がなくなるといったケースもある。また年々機種
が変更になるたび、機械がシンプルで操作が簡単となっており
現行のまま給付が適当と考える。

手
段
変
更

（
事
業
見
直
し

）

減
額

台数導入計画を策
定する。ＣＡＴＶの利
用も視野に入れて緊
急通報体制を整備
する。

158

す
こ
や
か
保
健
室

無 無 15
食生活改善
推進員事業

217 B

健康づくりの
リーダーを育
成すること
で、住民のボ
ランティア意
識や健康意
識の向上が
図られ、安心
して住める元
気な地域づく
りを推進して
いくことができ
る。

B

現在は、会
員・活動内容
の固定化など
から成果が見
えにくいが、
今後行政と協
働しながら活
動内容を検討
していくこと
で、成果が見
える効果的な
活動につなげ
ていくことがで
きる。

A

住民のボラン
ティア意識に
基づいた活動
であり、人件
費の支給はさ
れておらず、
活動に係る食
材費等の実
費と、会員育
成にかかる職
員人件費等
のわずかな経
費で、住民の
食生活への
関心を高め、
地域づくりに
つなげること
ができる。

B

現在は、会
員・活動内容
の固定化など
から、対象者
が限定され、
より多くの市
民に普及啓発
していくことが
できていな
い。

A

住民のボラン
ティア活動で
ある。

B

健康づくりの
リーダーを育
成すること
で、住民のボ
ランティア意
識や健康意
識の向上が
図られ、安心
して住める元
気な地域づく
り推進の効果
が期待でき、
行政として支
援する必要性
がある。

B

各地域での
リーダー的な
存在として必
要とされてい
る地域も多
い。

B

地域での行事
や食に関する
教室等を開催
する上での相
談役として、
必要とされる
場面が多い。

C

緊急性は低い
が、住民の
リーダー育成
としての早期
に取り組む必
要がある。

C

実施結果が
直接医療費
等に反映され
ることは考え
にくい。

C

人口の増加に
は影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

長年、健康づくりボランティアとして地域での食生活改善活動を推進
し、地域での健康づくりリーダーとして貢献してきた。しかし、会員の
固定化や活動内容などの問題から地域への広がりが少なく、その効
果が評価されにくいという課題がある。
あくまでボランティアとしての活動で、生活習慣病予防の効果を期待
することは困難である。しかし、食を通した健康づくりを地域で進めて
いく上で、行政と住民とのパイプ役を担うものであり、その活動は、地
域住民のつながりを強め、元気で活力のあるまちづくりに効果的であ
る。
今後はこれまでの活動に加え、社会のニーズに応じた活動内容につ
いても検討することが必要である。たとえば、「食育」の推進では、子
どもとその親に対して、食事や調理法に関心を深めてもらえるような
活動を母子推進員等と協力して行うこと。高齢者に対しては、これま
で「男性の料理教室」や「いきいきサロン」でのかかわりが多かったが
「食の自立支援」を目的とした活動に変えていくことなども検討でき
る。
行政としては、会員の継続研修や新規会員の養成などに力を入れ、
活動が活発に展開できるような支援が必要である。
また、事務局が成人・老人保健関係の部署にあるため、母子や児童
対象の活動が実施しにくく、今後は各部署間の連携を密にし、円滑に
活動展開ができるような体制作りも必要である。

手
段
変
更

減
額

活動内容の再考と
行政内部の連携に
ついて具体的な策を
示す。

159
医
事
室

無 無 15
地域連携業
務

0 Ａ

「生活関連の
社会資本」の
一つである病
院を効率的に
地域住民の
方に利用して
いただく。

Ａ

従来の医療
施設は自己
完結型の傾
向が強く,地域
完結型医療
が地域に浸透
するまでには
余地が大き
い。

Ａ

他に方法は無
い。

Ａ

全ての市民
(患者)を対象
としている。

Ａ

民間が独自
の機関として
サービスを行
うものではな
く,当院と他の
地域の医療
機関等が「地
域連携」の
ネットワークで
結ばれる必要
がある。その
窓口として機
能するのが
「地域連携
室」である。

Ｂ

地域の中核
病院である市
民病院として
積極的に行う
サービスであ
る。

Ａ

社会資本(医
療資源)の効
率化につなが
る。

Ａ

市民への「か
かりつけ医」
の促進につな
がる。
予約診療によ
る待ち時間短
縮

Ａ

当院の待ち時
間短縮につな
がるなど機能
充実を急ぐ必
要がある。さ
らに診療報酬
制度上も連携
機能充実が
求められてい
る。

Ａ

病院事業会
計上収益増と
なる。

Ｃ

現
状
維
持

現
状
維
持

平成１５年４月に開設した「地域連携室」の稼動により,地域の
医療機関相互の連携が強化し,目標であった患者紹介率も３
０％を超えるなど病院事業収益面でも大きな効果があった。今
後は当院の担う急性期医療を終えられた入院患者様が円滑
に退院できるよう「地域連携室」に相談機能を付加し,MSWの配
置も検討しながら「地域連携室」の機能充実に努める。

現
状
維
持

（
推
進

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

三次中央病院事業
中期経営健全化計
画の目標達成に努
める。

160
会
計
室

無 無 15 基金の管理 0 Ａ

適正で効果的
な基金管理運
用は，健全な
財政運営の
推進につなが
る。

Ａ

より安全で有
利な条件の金
融商品への
保管換え等を
実施すること
により，基金
利子額の最
大化を図るこ
とができる。

Ａ

公金という性
格上，その管
理は市会計
室でする以外
に手段はな
い。

Ａ

公金という性
格上，その対
象は全市民で
あるといえ
る。

Ａ

公金という性
格上，その管
理は市会計
室でする以外
に手段はな
い。

Ａ

公金という性
格上，その管
理は市会計
室でする以外
に手段はな
い。

Ｂ

公金という性
格上，適正な
管理が求めら
れる。

Ｂ

市の財産の
効果的利活
用は，市民に
求められてい
るところであ
る。

Ａ

銀行であって
も倒産する時
代である。
状況に応じて
リスク回避す
るなどの対応
は急務であ
る。
安全でより効
果的な条件選
択は極めて重
要である。

Ａ

基金利子の
最大化が事
業目的であ
る。

Ｃ

直接的に人口
増加につなが
るものではな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

市財政は，昨今極めて厳しいものがあり，国の三位一体改革
等の影響により，さらにその状況が深刻化することは容易に予
想される。
公金の確実な管理と効果的な運用により，限られた市の財源
をより活かせるよう，努力したい。

現
状
維
持

現
状
維
持

ペイオフ対策を考慮
し，基金の確実な管
理・運用を図る。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

161

議
会
事
務
局

無 無 15
議会だより
発行業務

1,860 A

議会・市政の
情報を市民に
伝える手段と
して最も一般
的な手法であ
る。

A

広報の内容に
ついては向上
の余地は常に
大きい。

Ｂ

インターネット
の活用は安
価かつ有効で
あるが，イン
ターネット普
及率はまだま
だ低い。

Ａ

全世帯配布

Ａ

議会が発行し
ない限り，議
会情報の提
供は行われな
い。

Ｂ

法の規制はな
いが、必要で
ある。

Ａ

議会情報の
提供は社会
的必要性が
極めて高い。

Ｂ

市議会・市政
情報に対する
ニーズは全市
民的とまでは
なっていない
のが現状であ
る。

Ａ

タイムリーな
情報提供が
求められる。

Ｃ

関係なし

Ｃ

関係なし

現
状
維
持

現
状
維
持

全世帯配布は行っているが，どれだけ読んでいただいている
かは把握できていない。必要な情報，読者の知りたい情報の
把握に努めるとともに，議会だよりに対するご意見をいただく
仕組みについても検討する必要がある。また，読みやすい広
報誌にするよう読者の視点に立って編集する。

現
状
維
持

（
継
続

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

読みやすく住民ニー
ズにあった誌面づく
りに努める。

162

農
業
委
員
会

無 無 15

農業経営改
善支援セン
ターに関する
こと

5 A

農業経営基
盤強化促進
対策事業実
施要綱の目
的と合致して
いる

A

認定農業者，
認定志向農
業者の相談
窓口となって
いる

A

他の手段はな
い

C

認定農業者，
認定志向農
業者を対象

A

行政の業務で
ある

A

農業経営基
盤強化促進
対策事業実
施要綱で市が
行うこととなっ
ている

B

農業経営規
模拡大志向
農家には相談
窓口の設置
は必要

B

農業経営規
模拡大志向
農家には相談
窓口の設置
は必要

C

継続的に取り
組んでいく必
要性がある

B

年間農業所
得が他産業
並みの水準と
なることにより
期待できる

B

農業で生計が
成り立つこと
により，後継
者育成につな
がる

現
状
維
持

現
状
維
持

今後も，三次市が策定している「農業経営基盤の強化の促進
に関する基本的な構想」に基づき，関係機関で農業経営改善
計画の認定を受けた農業者，組織経営体，今後認定を受けよ
うとする農業者，生産組織を対象に先進的技術の導入等を含
む生産方式や経営管理の合理化等の経営改善方策の提示等
重点的な指導を行う。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

認定農業者等への
支援は積極的に行う
べきであるが，現行
の取り組みが認定農
業者等の要望に十
分対応できているか
検討が必要。情報提
供（資料送付）が年１
回，年２回の講習会
開催が一過性のイ
ベントに終わってい
ないか。

163

選
挙
管
理
委
員
会

無 無 15
選挙常時啓
発事業

241 A

三次市明るい
選挙推進協
議会は，明る
い選挙の推進
を目的とした
団体である。

B

話し合い活動
での意見にも
あるように，
現在の推進
員は，高年齢
者がほとんど
であり活動が
やや低調な現
状であるが，
青年層の積
極的な参加を
得れば新たな
展開も望まれ
る。

A

推進員の活
動がボラン
ティアである
ため。

A

市民が活動
対象

A

法律により各
選挙管理委
員会が行うも
のである。

A

公職選挙法
第６条

A

選挙は民主
主義の根幹で
あり，現在の
社会にとって
必要不可欠で
ある。

A

市民にとって
必要な情報で
ある。

継続的・持続
的に実施

A

政治と選挙に
関心を持つこ
とにより，明る
く正しい選挙
と公正な政治
の実現で住み
やすさが増
す。

事
業
拡
大

増
額

市町村合併により，旧三次市の組織と活動を継承した新たな
組織を立ち上げて，実質的に活動が無かった旧町村の区域を
それぞれ支部として組織編制をすると同時に推進員の拡充を
諮っていく必要がある。さらに，旧町村の区域の支部における
推進員の指導に当たる指導者を養成し活動の浸透を図るた
め，研修会等の充実を図るとともに，積極的に県選管の行う研
修会等に参加していく必要がある。さらに，そのために必要な
予算の確保がたちまちの課題である。

事
業
拡
大

（
推
進

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

投票率アップの手法
を検討する。

164

監
査
事
務
局

無 無 15
公平委員会
事務

178 A

委員，事務局
職員が研修
等で資質を向
上させ公平審
査に当たる

B

新たな公務員
制度改革が
導入される

条例等変わら
ない限り他の
手段はない

市民が対象で
ない

A

民間は行って
いない

A

地方公務員
法第７条第３
項により義務
付けられてい
る

A

職員が安心し
て職務に専念
できたら，行
政の民主的
かつ能率的な
運営が期待で
き必要性が極
めて高い

C

市民ニーズな
し

Ｃ

税収等に影響
なし

Ｃ

人口の増加に
影響しない

現
状
維
持

増
額

平成15年度においては，勤務条件に関する措置要求及び不
利益処分に関する不服申立て件数はなかった。今後も事案の
審議がないことが求められる。　職員の身分や利益が不正に
要求された場合，中立公正な立場から調査を行って，その救
済を行い，また，職場の勤務条件に問題がある場合には，そ
の適正化や必要な改善措置を要求するなど公平審査業務
は，全体の奉仕者である公務員が安心して職務に専念できる
ようにする重要な役割をはたしている。今後も地方分権の進展
等に対応し，住民に対し質の高い行政サービスを効率的・安
定的に提供していくためには，地方公務員が安心して職務に
専念してその持てる能力を最大限発揮し，地域の諸課題にと
りくみ応えて行くことが求められる。公平委員会事務において
も委員及び事務職員相互の連携，情報交換，情報収集をしな
がら地方公務員の現状を常に的確に把握し，研修を積んで行
く必要がある。

現
状
維
持

（
継
続

）

現
状
維
持

（
据
え
置
き

）

41



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

165

自
治
振
興
室

有 有 16
自治振興区
活動費補助
事業

182,482 Ａ

市は「人々が
ふれあい輝く
自治のまち」
をめざしてい
る。この補助
金は，住民自
治組織の推
進体制を整備
するとともに
地域活動の
活性化を図る
ものであり，
目的に合致し
ている。

A

この補助金に
より住民自治
組織が結成
又は強化され
ることで，「市
民参画のまち
づくり」「協働
のまちづくり」
が推進され，
住民自治のま
ちづくりの実
現が図れる。

Ａ

自治組織を育
成するために
は一定の補
助金が必要で
ある。
　今後，この
補助金とまち
づくりサポート
センターの機
能を有効に利
用すること
で，組織強化
及び地域活
性化が図られ
る。

Ａ

　一定の基準
に基づき補助
金を交付して
おり，各自治
組織とも地域
内の全住民を
対象としてい
る。

Ａ

資金面での住
民自治組織
の支援は，行
政以外からの
支援は考えら
れない。

Ｂ

　市が補助金
を交付するこ
とが義務付け
られているも
のではない
が，住民自治
のまちづくり
の視点から，
市が行うべき
支援の一つで
ある。

Ａ

　新たな地方
分権の時代を
迎えるこれか
らの社会で
は，住民が主
体的に自らの
地域を創造
し，個性豊か
で活力に満ち
た地域社会を
つくりあげて
いく必要があ
り，自治組織
を育成してい
くことは社会
的必要性が
極めて高い。

Ａ

住民自治のま
ちづくりに関
する市民全体
の理解が充
分に進んでい
ない中で，活
動の基盤とな
る資金面での
行政支援に対
するニーズは
大きい。

Ａ

これまで自治的
な活動分野で
ありながら行政
が担ってきてい
た部分が沢山
あるが，住民自
治の本来の姿
にしていくため
住民自治組織
で行っていただ
くよう移行した。
現在の住民自
治組織が自立
できるよう，事
務局体制や活
動資金の確保
を早急に行う必
要がある。

Ｃ

現状では，地
域の活性化を
図ることが直
接産業を興す
ことにつなが
りにくい。ま
た，地域のコ
ミュニティビジ
ネス等が行わ
れても税収に
直接影響する
ことは考えに
くい。

B

　人々がふれ
あい輝く自治
のまちづくり
が進み，魅力
あるまちづく
り，住んで良
かったと思え
るまちづくり，
住み続けたい
と思えるまち
づくりが進ん
でいけば，都
市へ流れてい
た人口に一定
の歯止めが
かかり，若干
の人口増加
が見込める。

現
状
維
持

現
状
維
持

合併協定項目による「地域づくり関係の取り扱い」として，地域づくり助成事業につい
ては，新市において住民自治組織等の設立・活動に対する支援を重点施策として推
進できるよう，自治組織に対する活動補助「基本支援」と，地域の企画力に基づく事
業に応じて行う補助「企画支援」の2つの柱で住民自治組織の活動を支援するため
の補助金を交付してる。新たな地方分権の時代を迎えるこれからの社会では，住民
が主体的に自らの地域を創造し，個性豊かで活力に満ちた地域社会をつくりあげて
いくことが強く求められています。そのためには，市民が自らの責任において主体的
に自己決定を行い，自治の主役として積極的にまちづくりに参画し，市民と市が相互
に補完しながら，協働してよりよいまちづくりを推進していくことが必要である。現在，
１９の住民自治組織連合会が住民自治を基本に展開している事業は，これまで自治
的な活動分野でありながら行政が担ってきていた部分が沢山ある。住民自治組織が
これらの事業を担い，自立した活動を展開していくためには，事務局体制の整備や
活動資金の確保が急務であり，住民自治組織の活動を支援する補助金を交付して
いく必要がある。また，多くの住民自治組織は合併にあわせて新たに結成されたば
かりであり，住民自治に対する考え方やその活動にも地域的な格差が生まれている
のが現状である。これらの自治組織を育成し，格差を解消していくために，まちづくり
活動及び組織運営についての情報提供や各住民自治組織間の情報交換の場とし
て，平成１６年７月２０日，三次市住民自治組織連絡協議会を結成いただいた。将来
的には，この三次市住民自治組織連絡協議会は，三次市全体のまちづくりを見据
え，市民と市による協働のまちづくりを積極的に推進していくための市民組織の核と
しての機能が強く求められており，１９の住民自治組織を束ねる事務局体制の整備
や活動資金の確保が必要となってくるため，住民自治組織の活動を支援するための
補助金の充実を図っていかなければならない。

事
業
拡
大

（
推
進

）

現
状
維
持

➀早い段階で自治
組織の体制を平準
化させる必要があ
る。
②地域において自ら
特色を生かした活動
が行われるよう推進
する。

166
収
納
室

無 無 15
市税・国民健
康保険税督
促事務

1,531 Ａ

地方税法に規
定されている
事務。

Ｂ

督促状を納付
書と兼用する
ことの検討。

Ａ

他の手段はな
い。

Ｂ

納税義務者
のすべてが対
象。

Ａ

納税義務者
のプライバ
シー保護の観
点から民間委
託はできない
と考えます。

Ａ

地方税法に規
定されている
事務。

Ａ

公平性の確
保。市財源の
確保。

Ａ

サービスの範
疇のものでは
ない。

Ａ

地方税法に規
定されている
事務。

Ｂ

実施しなけれ
ばならない事
務。

Ｃ

人口の増加に
影響はない。

現
状
維
持

増
額

　督促事務は地方税法に規定されている事務であり，費用対効果云々のものではな
いが，納税されたものを正確に入金処理し，納税のない者には法律にのっとって厳
粛に対処することがが当然のこととしてあり，その法的手段の前提要件として督促事
務がある。納税義務者に対し，定められた納期限を守ること，納付できない事情があ
れば納税相談をすること，未納は滞納処分へつながること等を啓発，周知し，滞納を
放置しない行政姿勢を顕示することが重要である。督促事務の評価は，督促状の誤
発送をしないことにつきると考えている。課税担当，その他関係部署と連絡を密に
し，督促状の重み・その先にあるものを関係職員が十分に承知しておくことが大切で
ある。課税・申請（届出）・入金処理・督促状の抜取等々一つ一つの事務を正確かつ
的確に処理し，安心・信頼して納税してもらえるよう努めなければならないと強く実感
している。今後の方向性として，より正確で効率のよい事務処理の方法を考えてい
かなくてはならない。現在は広島県北情報センターでの督促状の作成であり，その
入金処理等含め，リアルタイムでの処理が困難である。したがって1週間程度前の入
金履歴（実際は会計の入金処理があるため，入金情報とすれば10日程度前の情報
となる）により作成しており，その後の入金確認による督促状の抜取件数が多く，作
成費用面，抜取ミスの危険性の確率を高くしている。これを改善するためにはリアル
タイムでの入金情報による必要な時点での督促状の作成について，システム面，処
理機関（市固有のシステム導入）等含め検討の余地がある。（法人市民税は市固有
のシステムを導入しており，不要な督促状の作成等のロスはない。）また，督促状を
受けた納税義務者の納付の利便性及び督促手数料の付加収納面を考えた場合，督
促状が納付納入書を兼ねる様式にすることを検討する必要がある。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

減
額

督促マニュアルに
従って適切に事務処
理を行うとともに，督
促件数の削減に向
けて取り組む。

167
財
政
室

無 無 15
バランスシー
ト作成業務

0 Ａ

行政事務にお
ける経営意識
の醸成を図り
ながら，適切
な財政運営と
行財政改革に
資する目的
は，行財政改
革の方向性と
合致してい
る。

Ｂ

項目数，年度
数などの増加
による分析内
容の詳細化を
図ることで，
向上の余地
がある。

Ａ

業務委託が
可能であるが
費用がかかる
ので，本方法
が有利であ
る。

Ａ

市民に限ら
ず，広く公表
を行ってい
る。

Ｃ

コンサルタン
トによる提供
が可能である
が，職員の分
析能力向上，
費用対効果を
勘案し，内部
での事務とし
た。

Ｂ

分析に用いる
基礎データ
を，市のみが
保有してお
り，他者によ
る事業執行の
可能性はない
ため，市が行
う。

Ａ

行財政状況
評価の手法と
して，これま
での単年度評
価から，累積
的な評価が可
能であるバラ
ンスシートの
活用は，注目
されており，
今後促進して
いく必要性は
高い。

Ｂ

「自分たちの
まち」の財政
状況を表すバ
ランスシート
への住民の
関心は高い。

Ｂ

財政状況の
悪化など最近
の自治体を取
り巻く状況か
ら，行財政改
革は早急に実
施することが
求められてお
り，その資料
となるバラン
スシートの作
成は，早期の
作成が求めら
れる。

Ｃ

収入の伸びを
期待すること
はできない
が，歳出の抑
制を期待でき
る。

Ｃ

人口増加へ
の影響は考え
られない。

事
業
完
了

現
状
維
持

　バランスシートを作成することにより、単年度決算数値のみ
では把握できない資産・負債等を含めた状況を把握すること
ができる。また、自治体経営意識を醸成し、適切な財政運営・
行財政改革に資することができる。
　単年度で作成するバランスシートを、過年度・前年度と、また
他市の状況と比較し分析することで、今後必要とされる行政施
策の実施に活用することができる。
　以上の観点から、
・分析項目を増やすことにより、より多くの観点から分析をおこ
ない、多様な住民ニーズを反映した行政施策を遂行する際の
指標とする。
・職員への周知徹底を図り、自治体経営意識の醸成を図る。
・住民へ積極的に公表することにより、住民が一体となった自
治体経営を行い、行政参画意識を向上させる。
など、より活用することが必要である。

事
業
完
了

終
了

住民への公表につ
いて，具体的な手法
を示す必要がある。
職員のコスト意識醸
成に向けたバランス
シートの活用につい
て検討する。
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

168

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

君
田

無 無 15

君田健康ふ
れあい施設
（君田温泉
森の泉）利
用促進事業

91,826 A B A A C

すでに第３セ
クターである
㈱君田トエン
ティワンに委
託をして管
理・運営を
行っている。

C

すでに第３セ
クターである
㈱君田トエン
ティワンに委
託をして管
理・運営を
行っている。

C B C B C

現
状
維
持

現
状
維
持

すでに施設の管理運営については，第３セクターである㈱君
田トエンティワンに委託しているところであり，同会社の経営を
見守りながら，適宜協議等を行い，利用者の増加，収益性の
向上をはかっていくべきである。また，今後指定管理者制度の
導入を早期に進めていく施設と考える。

事
業
完
了

終
了

大規模改修に備え
て自主財源の確保
に努めるとともに，長
期的な維持管理計
画をたてる。

169

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

君
田

有 有 16
浄化槽市町
村整備推進
事業（君田）

24,000 Ａ

浄化槽の面
的整備を行う
ことにより、生
活排水･生活
基盤の整備
が図れる。

Ａ Ａ

集落が分散し
ているため、
農業集落排
水･特定環境
下水道事業
等集合処理
では、コスト
が高くなる。

Ａ

村内全域を対
象としている。

Ａ

個人で設置す
るか、公共事
業でしかな
い。

Ｂ

環境整備の
面からも、市
が行うべき
サービス。

Ａ

生活排水整
備･生活基盤
整備の必要
性は非常に
高い。

Ａ

生活排水整
備･生活基盤
整備の必要
性は非常に
高い。

Ａ

住環境整備
のため、早急
に実施するこ
とが求められ
る。

Ｂ

農村部におい
ても住環境を
整備すること
により、若者
定住や、都市
部からの移住
も見込め、税
収の伸びが
見込まれる。

Ａ

農村部におい
ても住環境を
整備すること
により、若者
定住や、都市
部からの移住
も見込め、人
口の増加が
見込まれる。 現

状
維
持

現
状
維
持

今後も住民啓発に努め、処理人口を増やしていく。

手
段
変
更

（
事
業
見
直
し

）

減
額

本事業で整備した合
併浄化槽の維持管
理費は使用料のみ
ではまかないきれな
い。浄化槽の整備手
法については合併
浄化槽設置補助事
業もあり，布野・三和
も含めて，合併浄化
槽の整備・維持管理
手法について調査・
検討を行う。

170

ふ
る
さ
と
農
林
室

布
野

無 無 15

布野道の駅
アイスクリー
ム製造機器
整備事業

10,796 A

地域の食材を
活用したメ
ニューの開
発・販売が行
われ，農林畜
産物の売上
額向上につな
がった。

B

販売方法，Ｐ
Ｒ方法によ
り，さらなる売
上額増加が
見込まれる。

B

設備経費は，
同種の食品
（ソフトクリー
ム製造など）
に比較し高額
であるが，地
域の特性を活
かすにはアイ
スクリームが
有効な手段で
ある。

C

布野･作木地
域に限定され
ている。

B

民間で行って
いる。

C

現在，㈱布野
特産センター
が運営を行っ
ている。

A

地産地消の
推進，地域農
業の振興，都
市農村交流
等は社会的
に必要性が
極めて高い。

B

地域の農林
畜産物を活用
した特産品に
対する市民
ニーズは高
い。

C

緊急性は低
いが，特産品
の開発は求
められてい
る。

B

特産品の販
売売上は，歳
入増につなが
る。

B

地域の農林
畜産物を活用
した特産品の
製造販売は，
地域農業の
振興，活性化
につながり新
規就農等の
可能性があ
る。

事
業
完
了

終
了

　野菜の産直市部門においては，隣接する作木町と連携し販売を行
い，少量多品目（主には，果実，花卉，加工品の増加）のより魅力の
ある産直市になり，生産者の意欲も向上し，売上の増加につながって
いる。隣接するアイスクリーム販売所においては，初年度となるため
手探りの状況での営業となったが，地域の特性を活かすため，使用
する生乳はもとより，加えるフレーバーも地域の食材にこだわったメ
ニュー作りに取り組んだ。さらには，市内外のイベントに参加したり，
「アイスクリーム教室」を開催するなど積極的にＰＲを図った結果，開
発メニュー，売上額ともに目標を大きく上回る成果となった。また，地
域内での人材雇用に努め５名の雇用を創出するなど地域経済の発
展に寄与している。
　今後は，ホームページ等を整備し情報発信を積極的に行うと共に，
消費者ニーズに即した新規メニューの開発及び既存商品の改良など
年間を通した販売戦略を立て，「多様で豊富な品揃えの店」を展開し
ていく必要がある。

事
業
完
了

終
了

施設の維持管理・更
新等については，会
社の自主財源で行
われるよう経営の転
換を図る。

171

ク
リ
ー

ン
下
水
道
室

布
野

有 有 16

特定環境保
全公共下水
道事業
（管渠整備
事業）

216,000 Ａ

公道内の下
水道管布設
は下水道管
理者である市
の責任で行う
が、土地区画
整理事業・開
発行為等の
場合は一定
の条件が揃
えば、関係者
が申請を行っ
て施工するこ
とが出来る。

Ｂ

整備区域内
の下水道普
及促進により
成果を促進す
る。

Ａ

国庫補助・県
費補助を利用
し、さらに下
水道受益者
負担金を投入
し事業を行っ
ている。

Ｂ

下水道処理
計画区域内

Ａ

下水道法第３
条

Ａ

公共下水道
の設置、改
築・修繕、そ
の他の管理
は市町村が
行うと定めら
れている。(下
水道法第3
条）

Ｂ

近年の産業
の高度化や
生活様式の
多様化などに
より河川や海
の汚濁は進
行しており、
生活雑排水
により市内河
川の汚濁はと
きとして異臭
を感じる程度
であり、市内
河川の水質
保全をはじめ
市民生活の
向上や環境
改善を求める
社会的ニーズ
は高い。

Ｂ

市民生活の
向上や環境
改善を求める
ものである
が、処理区域
となった場
合、便所の水
洗化や雑排
水の接続が
義務付けられ
るため、個人
の負担も発生
し、下水道を
強く求める人
と求めない人
の両極であ
る。総じては
市民ニーズは
大である。

Ｂ

公共水域の
水質保全と快
適な住環境
の必要性は
高く、処理区
域の拡大に
よって効果が
上がる。　　既
存住宅でも水
洗化を求め個
人設置の合
併浄化槽へ
の改築もなさ
れつつあるた
め、このよう
な二重投資を
避ける意味で
も早急な面整
備が求められ
る。

Ｂ

下水道の整
備は定住促
進につなが
り、大型集合
住宅等の建
築を促す。
また、排水設
備の設置等
で若干の税
収増が予想さ
れる。

Ｂ

住環境の改
善と水洗化で
きることから
若年層人口
の流出に多
少の歯止め
がかかる。

現
状
維
持

現
状
維
持

公共下水道の整備は公共水域水質保全と住環境の向上を目
的としており、処理区域の拡大によって効果が上がる。区域内
での格差を避けるためにも早急な全区域の面整備が求めら
れる。

手
段
変
更

（
事
業
見
直
し

）

減
額

計画・整備手法につ
いて合理的かつ効
率的な計画とするよ
う見直しを行い，計
画区域の整備に向
けて推進を図る。あ
わせて加入促進を
積極的に推進する。

市の役割 必要性

地区

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

地区

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

172

自
治
振
興
室

作
木

無 無 16

江の川カ
ヌー公園さく
ぎ利用促進
事業

18,690 Ａ Ｂ Ｃ

今後指定管
理者制度の
導入の中で，
受注者と協議
し効率性を高
めていく必要
がある。

Ａ B C

今後指定管
理者制度の
導入を進めて
行く。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ

手
段
変
更

現
状
維
持

指定管理者制度の導入を含め，民間への事業の移動を促進
することによって，より柔軟で効率的な施設運営が期待できる
事業である。

手
段
変
更

（
運
営
手
法
の
見
直
し

）

減
額

本施設の利用は夏
季のみであり，夏季
の更なる利用促進
及び冬季の利用方
法の検討が必要で
ある。

173

あ
ん
し
ん
建
設
室

作
木

有 有 16
宅地等水防
災対策事業
（柳原地区）

18,866 Ａ

洪水による人
的・経済的損
失を防止する
とともに，精
神的安逸の
確保と住環境
の改善を行
い，定住の促
進を図るため
に必要な事業
である。

Ｂ

本地区は島
根県境に面し
ており，カヌー
公園を中心と
した江の川沿
線での川との
ふれあい交流
や観光振興
の中で，重要
な中継点とし
て位置付ける
ことが可能で
ある。

Ａ

国・県・市町
村の一体的
に実施するこ
とにより，計
画・事務・工
事等におい
て，ロスが少
なく他事業と
の調整もス
ムーズに実施
でき，早期完
成ができると
ともに経費面
においても安
価である。

Ｃ

江の川流域
の冠水地域を
対象とする
が，河川，道
路整備等に
ついては，市
民全体に限ら
ず対象とな
る。

Ａ

営利を伴わな
い事業であ
り，市以外に
はなしえな
い。

Ｂ

国土交通省
の事業を補完
し，市民の安
全な生活を確
保するために
行うものであ
り，市が実施
すべき事業で
ある。

Ａ

地域の安全
な生活基盤
の確立のた
めに欠かせな
い事業であ
る。

Ａ

水害に対する
地域住民の
不安は大き
く，各地区か
ら度々事業要
望がなされて
いるが，順番
待ちの状況で
ある。

Ａ

度々洪水の
危険にさらさ
れており，貴
重な人命と財
産を守るため
に早急な事業
実施が必要
である。
また，国土交
通省の事業を
補完するとと
もに国道改良
に伴う残土処
分と連携して
行っており，
独自に実施
することは不
可能である。

Ｂ

嵩上げ宅地
整備により，
固定資産税
が増となる。

Ｂ

生活環境整
備により人口
の増加が期
待できる。

現
状
維
持

減
額

柳原地区については，平成12年度から事業に着手している
が，平成16年度予算をもって工事が完成し，平成17年度は宅
地部分の換地手続きを行い事業完了とする。
しかしながら，作木町の江の川流域には未だに未整備な地区
が残っており，「川毛地区」及び「門田地区」では，現在も出水
時期になると底知れぬ不安を感じながら生活している状況で
ある。
両地区とも早期事業実施への要望は強く，事業を円滑に推進
できるようにと，地域住民での協力体制を作るなど努力してい
る。
市民の安全で快適な生活環境の確保のため，国・県と調整
し，早期の事業着手が図られるよう取り組む必要がある。

現
状
維
持

（
制
度
に
基
づ
き
実
施

）

減
額

国土交通省と協調
し，必要最小限の整
備に留める。

174

社
会
教
育
室

吉
舎

有 有 16

三次市吉舎
Ｂ＆Ｇ海洋
センター運
営事業

4,689 Ａ

青少年の健
全育成，Ｂ＆
Ｇ財団との無
償譲渡契約
に基にした事
業を展開して
おり，スポー
ツ・レクリエー
ションの推進
について貢献
している。

Ａ

海洋性レクリ
エーションの
推進は，普段
海や川など水
辺での活動す
ることができ
ない三次の子
どもたちに海
洋性レクリ
エーションを
体験させるこ
とができるた
め，成果の向
上余地は大き
い。

Ａ

Ｂ＆Ｇ財団
や，他の地域
海洋センター
の協力を得ら
れるため安
い。

Ａ

事業によって
は，年齢制限
や募集人数
の制限がある
事業もある
が，施設は市
内外誰でも利
用することが
できる。

Ａ

財団からの支
援もあるが，
運営に関して
民間がサービ
スを行ってい
ない。

Ｂ

三次市の社
会体育施設
であるので，
市が行うこと
が望ましい。

Ａ

利用者には，
小･中･高校
生のスポーツ
クラブをはじ
め，高齢者の
サークルもあ
り，幅広い年
齢層が利用し
ているため，
必要性は高
い。

Ａ

地域スポーツ
団体が主催
する各種大会
の会場として
利用されてお
り，周辺住民
のスポーツ活
動の拠点とし
て位置づいて
いる。

Ｂ

継続性が高
い事業が多
い。

Ｂ

市外在住者
の利用が増
えれば、利用
料が増加し，
税収も増え
る。

Ｃ

人口の増加
には影響しな
い。

現
状
維
持

現
状
維
持

幼児から，高齢者まで利用しやすい事業を展開していくことに
より，地域のスポーツ活動の拠点として位置付ける。
・平成17年度は，体育館床の修繕をはじめ，体育館施設の修
繕を行い（Ｂ＆Ｇ財団の助成金あり），より快適に利用できるよ
う計画している。
・総合型地域スポーツクラブを設立し，そのクラブハウスとして
の役割が果たせる施設として運営する。

手
段
変
更

（
運
営
手
法
の
見
直
し

）

減
額

施設の管理運営手
法については，各施
設とも効率的・効果
的な手法を検討す
る。

175

あ
か
る
い
住
宅
室

吉
舎

有 無 15

市営住宅整
備事業（安
田住宅整備
事業(H15))

88,191 Ａ

住宅に困窮し
ている世帯や
若年層の定
住対策に寄
与した。

Ｂ

１階を高齢者
により配慮し
た住宅を作
る。

Ｂ

民間住宅を公
共住宅として
借り上げる事
も可能。

Ｃ

住宅に困窮し
ている世帯と
定住をめざす
若年層を対象
としている。

Ａ

安田地域の
地域振興の
ため公営住
宅は必要

Ｂ

建設について
は市が実施
すべき。
管理について
は今後民間
委託を検討す
べき。

Ｂ

低所得者を対
象とした公営
住宅は需要も
多く行政が実
施すべき

Ａ

平成１４年度
は建替の入
居者４戸,平
成１５年度は
公営住宅２Ｌ
ＤＫ４戸に対
して６名の応
募があり，市
民ニーズは高
い。

Ｂ

安田住宅は
昭和４５年度
の建設であ
り，老朽化が
著しくなった。
利便性のよい
地域なので建
替えが望まれ
ていた。

Ｃ

関係なし

Ｂ

町外からの応
募者も多い。

事
業
完
了

終
了

平成１４年度から建設した安田住宅建替事業は，１５年度を
もって終了した。建替えにより安田地域の振興につながった。
今後は合併により事業の見直しが必要となる。旧市町村の計
画を再度検討し市民の理解を得る中で実施する。
新三次市の中心部の住宅は民間にまかせて，周辺部の定住
対策を行政がすべきと考える。

事
業
完
了

終
了
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※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

地区

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

176

ふ
る
さ
と
農
林
室

三
良
坂

無 無 16
ハイヅカ湖
畔の森運営
事業

2,400 Ａ

市有施設の
管理運営に
関して，地元
組織へ委託
することによ
り，地域の自
立，活性化に
つながる。

Ａ

灰塚ダムの
完成により，
入り込み客の
増加が見込
まると同時
に，受託者に
よるＰＲの実
施，イベント
の開催等によ
り，施設の有
効利用が促
進される。

Ｂ

運営管理業
者を公募すれ
ば，応募する
業者がいる可
能性はある。
しかし，地域
振興，地元で
の雇用等地
域に及ぼす
効果は，現在
の方法がよい
と思われる。

Ｃ

施設の利用
者を受益者と
すれば，全市
民が対象とな
るが，委託料
の支払に関し
ては，特定の
市民が対象
である。

Ａ

市有施設であ
るため，直営
で運営管理を
行うか，委託
するかの方法
しかない。

Ａ

施設管理条
例が制定され
ている施設で
ある。

Ｂ

市有施設の
有効利用を図
ると同時に地
域振興を図る
ためには，必
要である。

Ｂ

施設利用者
がいる限り，
施設の運営
管理は必要
であり，市民
が求めている
サービスとい
える。

Ａ

既に施設整
備は完了して
おり，継続し
ての実施が
必要である。

Ｂ

市内住民の
雇用と利用者
の消費活動
により，若干
の税収増に
つながる。

Ｂ

今後の状況
によっては，
若干の人口
増加が期待
できる。

現
状
維
持

現
状
維
持

目標の利用者数に達していないことの要因として，灰塚ダム
の完成が当初計画から大幅に遅れていることがあげられ，完
成後には利用者の増加が見込まれる。
ダム完成と合わせて，ＰＲやイベントの実施により利用者増加
の促進を図ることにより，収入が増加することで独立採算が取
れるようになれば，市からの委託料は減額もしくは廃止するこ
とが可能であると思われる。
施設自体の老朽化が進行しており，修繕費用の発生は避けら
れないが，採算が取れるようであれば，指定管理者制度の導
入も検討する必要がある。

手
段
変
更

（
運
営
手
法
の
見
直
し

）

減
額

施設の管理運営手
法については，各施
設とも効率的・効果
的な手法を検討す
る。

177

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

三
良
坂

有 有 16
三良坂町統
合簡易水道
事業

16,001 Ａ

簡易水道未
普及地域解
消のため。

Ａ

簡易水道未
普及地域解
消のため。

Ａ

費用対効果
調べで比較
済。

Ｃ

簡易水道未
普及地域の
一部のため。

Ａ

水道事業は、
原則として市
町村が経営
するため。

Ａ

水道事業は、
原則として市
町村が経営
するため。

Ａ

安全で衛生
的な生活用
水を安定供給
する必要性が
高い。

Ａ

水量不足・水
質悪化・下水
道の普及等
で、市民が強
く求めてい
る。

Ａ

水量不足・水
質悪化・下水
道の普及等
で、市民が強
く求めてい
る。

Ａ

簡易水道が
整備されるこ
とで、土地評
価が上がる。

Ｃ

生活環境の
整備によるこ
とで、人口の
減少に歯止
めがかかる。

事
業
拡
大

増
額

　平成14年度に変更認可を受けた、統合簡易水道事業により
未普及地域の解消、三良坂地区・灰塚地区・仁賀田利皆瀬地
区の簡易水道の統合により、連絡管の新設，送配水の電気
設備の更新，未普及地域の配水管の新設等が予定されてい
る。
今後においても、自家用井戸等の独自水源において水質の
悪化や水量の低下などが進行する中で、未普及地域の早期
解消を図り、安全で衛生的な生活用水の供給を行うことが必
要である。 現

状
維
持

現
状
維
持

三良坂町長田地区
の飲用水不足を解
消するため，近隣の
簡易水道施設を統
合し，当該地区への
安定的な水供給を
行ううえで一定の効
果は見込まれる。
しかしながら，長期
にわたる事業であ
り，定期的に整備手
法の見直しを行うこ
とが必要である。

178

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

三
和

無 無 16
みわ保健セ
ンター建設・
運営事業

3,246 A

保健事業とし
ての有効活
用

B

自主利用の
推進

B C

対象者が制
限されている

A B B B B C C

現
状
維
持

現
状
維
持

　平成１６年度は高齢者運動教室，健康相談，育児相談，子
育てサロン，精神障害者の集い，高齢者運動教室のボラン
ティア研修，介護者家族会，食生活推進員研修会，総合健診
を行い，延べ１０００人以上の市民の方に利用していただい
た。今後は，三和支所及び関係部局と連携して施設の更なる
有効活用を考えるとともに，地域住民の自主的利用（施設開
放など）・自主的活動を促進する。なお，施設の維持管理費
（光熱水費等）の軽減を図る必要があるため，利用者負担及
び管理方法についても併せて検討する。

手
段
変
更

（
運
営
手
法
の
見
直
し

）

減
額

施設の管理運営手
法については，各施
設とも効率的・効果
的な手法を検討す
る。

179

あ
ん
し
ん
建
設
室

三
和

有 無 16
市道大力谷
線整備事業

68,000 Ａ

住民の利便
性の向上の
ため地域間を
結ぶ道路とし
て整備してい
る。

Ａ

整備が進むこ
とにより、連
絡道としての
機能充実や
円滑な通行
の確保につな
がる。

Ａ

他の手段は
無い。

Ａ

利便性の向
上だけでな
く、連絡道とし
ての性格を有
するため、近
隣住民に限ら
ず対象にして
いる

Ａ

工事請負とし
ている。

Ｂ

市道としての
公共性を考え
ると、市以外
の事業主体
は想定できな
い。

Ｂ

近隣住民の
利便性の向
上と、連絡道
としてのニー
ズは高い。

Ａ

近隣住民の
利便性の向
上と、連絡道
としてのニー
ズは高い。

Ａ

利便性の向
上や連絡道
路としての機
能充実のた
め早期に整
備することが
求められてい
る。

Ｃ Ｃ

現
状
維
持

増
額

平成１５年度から事業開始しており、今後は用地補償・工事を
進めていくこととなる。よって早期供用開始を目指すため、積
極的に整備していく必要がある。

手
段
変
更

（
事
業
見
直
し

）

減
額

市道整備について
は一定の整備水準
を設ける必要があ
る。本路線について
は，事業計画・事業
規模を見直し，必要
最小限の整備とす
る。

45



※　各評価項目は，ＡＢＣの３段階で評価

※　総合評価・・・「現状維持」「事業拡大」「事業縮小」「期間変更」「手段変更」「保留」「事業完了」「廃止・断念」から選択

※　翌年度予算要求・・・「現状維持」「増額」「減額」「終了」から選択

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

総
合
評
価

翌
年
度

予
算
要
求

今後の方向性

市の役割 必要性

地区

平成１６年度「Ｔｈｅ 行政チェック」２次評価記入票

所管No.

目的・手段の適切さ

有効性

１次総合評価 ２次総合評価市の発展性

人口
増加度

税収等期待度
目的

妥当性
民間サービスの

提供状況
公平性 緊急性

住民
ニーズ

効率性 社会的ニーズ市関与の妥当性

ま
ち
づ
く
り
計
画

有
・
無

実
施
計
画

有
・
無

事
業
実
施
年
度

事業費
（千円）

（H15実績。又
はH16予算）

事業名

180

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

甲
奴

無 無 16

ジミーカー
ターシビック
センタープラ
ネタリウム事
業

3,283 Ａ Ａ

天体学習に
ついて映像を
用いて視覚
的，聴覚的に
学習できるた
め

Ａ

天体学習に
ついてプラネ
タリウム以外
に効率的に学
習できる方法
がないため

Ａ Ａ

市内でプラネ
タリウム事業
を行っている
民間業者は
いないため

Ｂ

民間の事業と
して実施する
のは費用面
から考えて困
難であるため

Ｂ

文化･教育・
観光の面から
必要があるた
め

Ｂ

入場者数
2,369人(平成
15年度実績)
2,285人(平成
16年度12月
末現在)

Ｂ

市内唯一の
プラネタリウ
ム施設を利用
した事業（コン
サート映画
等）多面的に
実施していく
ことで施設の
利用価値が
高まる。

Ｂ

入場料収入
605,950円(平
成15年度実
績)
511,680円(平
成16年12月
末現在)

Ｂ

文化･教育・
観光の中心・
目的地になる
ため

事
業
拡
大

増
額

三次市唯一のプラネタリウム上映施設であり近隣の自治体に
は同様の施設はない(県内　広島市2施設　府中市1施設)ため
文化・教育・観光の中心地として多くの方に利用を促進し知
識・興味を高める目的と必要性が十分にある。

現
状
維
持

減
額

施設の管理運営手
法について効率的・
効果的な手法を検
討するほか，プラネ
タリウムの集客とＰＲ
を強力に推進する。

181

フ
レ

ッ
シ

ュ
水
道
室

甲
奴

有 有 16
簡易水道整
備事業

195,080 Ａ

簡易水道未
普及地域解
消のため。

Ａ

簡易水道未
普及地域解
消。

Ａ

費用対効果
調べで比較
済。

Ｃ

簡易水道未
普及地域の
ため。

Ａ

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する。

Ａ

水道事業は，
原則として市
町村が経営
する。

Ａ

安全で衛生
的な生活用
水の安定供
給する必要性
が高い。

Ａ

下水道の普
及等で、市民
が強く求めて
いる。

Ａ

下水道の普
及等で、市民
が強く求めて
いる。

Ｂ

簡易水道が
整備されるこ
とにより土地
評価が上が
る。

Ｂ

生活環境の
整備による。

現
状
維
持

現
状
維
持

　平成14年度に変更認可を受け、平成15年度から平成17年
度までの三ヵ年で完成の予定で区域拡張・水量拡張・増補改
良を行っていたが、全体予算の関係で完成が平成１８年度と１
年延びました。近年橋本系施設については、老朽化が進み水
道水安定供給が困難になっているほか、下水道施設が整備さ
れ平成１７年度から供用開始されることから、年々水需要が増
加し更に水不足が予想されるなか、地域住民から給水を強く
要望されている。また、矢原地区についても、近年住宅開発が
進み早期の水道施設整備が望まれており、引き続き早期完成
(再度、完成予定年度をずらさないよう）に努めることが必要で
ある。

現
状
維
持

（
計
画
に
基
づ
き
実
施

）

現
状
維
持

（
計
画
の
範
囲
内
で
予
算
化

）

計画的な事業推進
を図る必要がある。
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